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は じ め に 

 
東京都は、東日本大震災の貴重な教訓を踏まえ、東京都災害医療協議会において、

新たな東京都の災害医療体制について検討を重ね、「災害医療体制のあり方について（東

京都災害医療協議会報告書）」を取りまとめ、その結果を東京都地域防災計画に反映し

ました。 

「災害時医療救護活動ガイドライン（以下、ガイドライン）」は、首都直下地震等の

大規模地震の発生に備え、地域防災計画を具体化し、東京都における災害時の医療救護

活動に関する標準的な事項を整理し、方針として示したもので、平成２８年２月に策定

しました。 

本ガイドラインの策定に当たっては、東京都医師会をはじめ、東京都歯科医師会、

東京都薬剤師会、日本赤十字社東京都支部など、多くの関係機関や東京都災害医療コー

ディネーターなど災害医療に関する専門家の御協力をいただきました。 

その後も、災害対応時の教訓や都総合防災訓練、図上訓練等の検証結果を踏まえ、

災害時の医療救護活動をより一層的確に行えるよう検討を重ね、この度、第３版として

改定を行います。 

ガイドラインの内容は、訓練等により検証を行い、今後さらに修正を行っていくべ

きものです。東京都、区市町村、災害医療に携わる関係機関が、このガイドラインを踏

まえ、多くの訓練等を重ねていくことで、災害時の医療救護活動がより的確になされる

ようになります。 

今後とも、災害医療について更なる充実を図り、災害時の医療救護活動に万全を期

してまいりたいと考えておりますので、区市町村をはじめ、関係機関の皆さまにおいて

は、本ガイドラインを活用した訓練等の実施をお願いするとともに、引き続きの御協力

と御指導を、よろしくお願い申し上げます。 

 

                    東京都保健医療局長 雲田 孝司 
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○改定の経緯 
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平成 28 年 4 月 熊本地震発生（ＤＭＡＴや医療救護班を都から熊本県へ派遣） 

平成 28 年 10 月 東京都災害医療協議会において、東京都災害時医療救護活動ガイド 

ライン改定部会設置 

  平成 29 年 7 月 東京都災害医療協議会において、第 2版の改正内容を承認 

  平成 30 年 3 月 第 2 版発行 
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                           第  １  章     

 
 

災害医療体制の基本事項 
 

   ● 本章のポイント● 
 

災害時における医療救護活動は、都民の生命と身

体を守るための重要なものです。 
東京都は、「東京都地域防災計画」において、初動

医療体制の確立、医薬品・医療資器材の確保、医療

施設の整備などについて定めています。 
本章は、この東京都地域防災計画に基づき、東京

都全域、二次保健医療圏、区市町村を単位とした災

害医療体制の概要や各機関の役割など、基本的な事

項について記載しています。 
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第１節 基本的な考え方 
 

１ 本ガイドラインの取扱い                                      

 

(1) 本ガイドラインの目的 

本ガイドラインは、東京都防災会議が令和４年５月に公表した「首都直下地震等

による東京の被害想定」と同程度の規模の地震など、地域における医療機能が低下

した場合に必要な医療救護活動について、東京都（以下「都」という。）の方針を示

したものです。 

東京都地域防災計画で定める医療救護活動を具体化したものとして、大規模な風

水害等の災害があった場合にも準用します。 
 

(2) 構成と主な内容 

このマニュアルの項目及び主な内容は、表１のとおりです。 

[表１：各章の項目と主な内容] 

章 項 目 主 な 内 容 

第１章 災害医療体制の基本事項 東京都の災害医療体制の概要や各機関の役割など、

基本的な事項について記載しています。 

第２章 発災直後から急性期まで

の医療救護活動 

外傷治療及び救命救急ニーズに対応するための標準

的な活動方針について記載しています。 

第３章 亜急性期から慢性期・中

長期までの医療救護活動 

主に亜急性期以降の標準的な活動方針について記載

しています。 

第４章 

第５章 

様式・資料編・ 

広域災害救急医療情報システム

（ＥＭＩＳ）編 

災害時に使用する様式、関係機関一覧、トリアージ、

広域災害救急医療情報システムの活用方法等につい

て記載しています。 

 

(3) 適用範囲 

本ガイドラインは、医療従事者や行政機関を対象に、災害発生前と同程度の医療

機能に復旧するまでの期間の活動方針とします。 

なお、平成２８年２月の本ガイドライン策定をもって、平成８年３月に策定した

「災害時医療救護活動マニュアル」については廃止しています。 
 

(4) 策定の経緯（東日本大震災を経験して） 

  従来の都の災害医療体制では、区市町村が、医療救護所を設置して負傷者の応急

処置を行うこととし、都又は区市町村が、医療救護所では対応できない重症者を後

方医療施設（被災を免れた全ての医療機関）に搬送して、収容・治療を行うことと

していました。 

  しかし、都は、平成２３年３月に発生した東日本大震災の対応を教訓とするため、

東京都災害医療協議会を設置し、都の災害医療体制について見直しを進めました。

その内容は、平成２４年９月に「災害医療体制のあり方について」※として取りま

とめています。本ガイドラインは、この報告書や東京都地域防災計画（平成２６年

修正）に基づいて都の災害医療体制を具体化したもので、総合防災訓練や図上訓練

等の検証結果を踏まえ、継続的な見直しが必要なものです。 

 ※https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/saigaiiryoukyougikai.files/zenbun.pdf 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/saigaiiryoukyougikai.files/zenbun.pdf
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２ 都の災害医療体制の特徴                   

 

(1) フェーズ区分の細分化 

都は、従来、「初動期」と「初動期以降」の２区分としていたフェーズ区分を見直

し、発災直後から中長期までの６区分に細分化しています。 

 

[表２：新旧フェーズ区分の比較] 

旧フェーズ区分

新フェーズ区分
 ０　発災直後
  　（発災～６時間）

 １　超急性期
  　（～72時間）

　１　初動期
　　（～48時間）

　　　　　　　　　　　　　　　　２　初動期以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（48時間～）

 ５　中 長 期
  　（３か月程度～）

 ２　急 性 期
  　（～１週間程度）

 ３　亜急性期
  　（～１か月程度）

 ４　慢 性 期
  　（～３か月程度）

医療ニーズ 外傷治療・救命救急のニーズ 慢性疾患治療・被災者の健康管理等

 

 

  [表３：新フェーズ区分の想定期間と状況] 

旧区分 新区分 想定期間 状  況 

１ 初動期 
０ 発災直後 発災～６時間 

建物の倒壊や火災等の発生により、傷病者が

多数発生し、救出救助活動が開始される状況 

１ 超急性期 
６時間 

～７２時間 

救助された多数の傷病者が医療機関に搬送

されるが、ライフラインや交通機関が途絶し、

被災地外からの人的・物的支援の受入れが

少ない状況 

２ 

 

 

初動期 

以降 

 

２ 急性期 
７２時間 

～１週間程度 

被害状況が少しずつ把握でき、ライフライン等

が復旧し始めて、人的・物的支援の受入体制

が確立されている状況 

３ 亜急性期 
１週間 

～１か月程度 

地域医療やライフライン機能、交通機関等が

徐々に復旧している状況 

４ 慢性期 
１か月 

～３か月程度 

避難生活が長期化しているが、ライフラインが

ほぼ復旧して、地域の医療機関や薬局が

徐々に再開している状況 

５ 中長期 ３か月以降 
医療救護所がほぼ閉鎖されて、通常診療が

ほぼ再開している状況 
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(2) 二次保健医療圏を単位とした災害医療体制の導入 

 従来の都の災害医療体制は、被災者に最も身近な区市町村と広域的な医療救護活

動を担う都を単位として構成されていました。 

しかし、首都直下地震等が発生した場合、都が統括管理する被災地域は、広範囲

になることも想定されます。 

このため、より迅速かつ的確に区市町村を支援できるように、二次保健医療圏を

単位とした災害医療体制を新たに導入しています。 

 

 [図１：東京都の二次保健医療圏] 

 

二次保健医療圏 構成区市町村
面積

（㎢）
人口

（人）

区中央部 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区 63.64 947,858

区南部 品川区、大田区 84.70 1,170,569

区西南部 目黒区、世田谷区、渋谷区 87.83 1,475,635

区西部 新宿区、中野区、杉並区 67.87 1,285,373

区西北部 豊島区、北区、板橋区、練馬区 113.92 1,993,903

区東北部 荒川区、足立区、葛飾区 98.21 1,365,611

区東部 墨田区、江東区、江戸川区 106.68 1,494,327

西多摩
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、
奥多摩町

572.70 379,043

南多摩 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市 324.46 1,440,971

北多摩西部 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 90.05 658,632

北多摩南部 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市 96.10 1,061,790

北多摩北部 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 76.51 749,421

島しょ
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、
青ヶ島村、小笠原村

401.64 24,461

2,193.79 14,047,594計

資料：総務省「国勢調査」（令和２年）
　　　国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調（令和５年４月１日時点）」
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(3) 災害医療コーディネーターを中心とした情報収集体制（関連Ｐ２４・Ｐ３６・Ｐ３９） 

  都は、医療救護に必要な情報を集約一元化して、迅速かつ的確に医療救護活動を

行うことができるように、東京都災害医療コーディネーター及び東京都地域災害医

療コーディネーター（以下「地域災害医療コーディネーター」という。）を指定して

います。 

  また、各区市町村においても、災害医療コーディネーター（以下「区市町村災害

医療コーディネーター」という。）を指定しています。 

[表４：災害医療コーディネーターの種別] 

種  別 役  割 

東京都災害医療 

コーディネーター 

都内全域の医療救護活動を統括・調整するため、都に対し

て医学的な助言を行う都が指定する医師 

地域災害医療 

コーディネーター 

各二次保健医療圏域の医療救護活動を統括・調整するた

め、都が指定する医師 

区市町村災害医療 

コーディネーター 

区市町村内の医療救護活動を統括・調整するため、区市町

村に対して医学的な助言を行う区市町村が指定する医師 

 都は、小児・周産期に係る医療救護活動に必要な情報を集約一元化し、迅速かつ

的確に医療救護活動を行うことができるよう、災害医療コーディネーターと連携し

ながら、医療ニーズに応じた搬送調整、人的支援等の調整等を行う東京都災害時小

児周産期リエゾン及び地域災害時小児周産期リエゾンを指定しています。 

[表５：災害時小児周産期リエゾンの種別] 

種  別 役  割 

東京都災害時小児周 

産期リエゾン 

都内全域の小児周産期領域に係る医療救護活動を統括・調

整するため、都及び東京都災害医療コーディネーター等に

対して助言を行う、都が指定する医師 

地域災害時小児 

周産期リエゾン 

各二次保健医療圏域の小児周産期領域に係る医療救護活

動を統括・調整するため、都が指定する医師 

 

 

(4) 地域を単位とした医療救護活動の統括・調整（関連Ｐ３３・Ｐ４５） 

  都は、各二次保健医療圏の医療救護活動を統括・調整するために医療対策拠点を

設置します。 

また、区市町村は、各区市町村単位で医療救護活動を統括・調整するために医療

救護活動拠点を設置します。 

[表６：地域の医療救護活動を統括・調整する拠点となる場所] 

種  別 役  割 

 

医療対策拠点 

 

都が、圏域内の区市町村から情報収集を行い、地域災害医

療コーディネーターとともに医療救護活動の統括・調整を

行う場所として、地域災害拠点中核病院等に設置する拠点 

医療救護活動拠点 
区市町村が、医療救護所や在宅療養者の医療支援に関して

調整・情報交換するために設置する拠点 
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(5) 医療機関の役割分担（関連Ｐ１４） 

都は、被災地の限られた医療資源を有効に活用し、傷病者に対して確実に医療を

提供できるように、全ての病院の役割分担を明確にしています。 

なお、診療所、歯科診療所及び薬局は、診療継続又は区市町村が定める医療救護

活動を行います。 

 [表７：災害時における病院の役割分担]  

種  別 役 割 分 担 

災害拠点病院 主に重症者の収容・治療を行う都が指定する病院 

災害拠点連携病院 
主に中等症者又は容態の安定した重症者の収容・治療を

行う都が指定する病院 

災害医療支援病院 

主に専門医療、慢性疾患への対応、区市町村地域防災計

画に定める医療救護活動を行う病院 

（災害拠点病院及び災害拠点連携病院を除く全ての病院） 
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３ 首都直下地震等による東京の被害想定                        

 

(1) 都の被害想定 

  東京都防災会議は、令和４年５月に新たな被害想定※を公表しました。 

※ https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1000902/1021571.html  

[表８:被害の概要（冬の夕方・風速８m/s）] 

 
※都心南部直下地震の（ ）は前回想定の東京湾北部地震の被害。地震動が異なり、 比較は困難であることに留意が必要 

※立川断層帯地震の（ ）は前回想定の被害量。地盤モデルを変更しているため、一概に比較は困難であることに留意が必要 

[図２:震度分布図] 

 

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1000902/1021571.html
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(2) 想定される被害の特性 

 都は、令和５年５月に、首都直下地震等対処要領※を改定しました。各医療圏で想

定される主な被害の特性は、表９及び表１０のとおりです。 

※https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/863/2.pdf  

[表９：想定される主な被害の特性－都心南部直下地震の場合] 

医療圏名 想定される主な被害の特性 

区中央部 
（千代田区・ 
中央区・港区・ 
文京区・台東区） 

圏域内の一部地域に火災や建物倒壊が発生する見込み。その他の地域は他

の圏域と比較して被害は少ない。 

複数路線が集結している東京駅、品川駅等のターミナル駅では、多くの行

き場のない帰宅困難者の発生が予想される。 

区南部 

（品川区・大田区） 

環状７号線沿いを中心に西側で多数の火災が発生、東側の海沿いにある避

難場所まで、被災地からの避難が困難となるおそれがある。 

西側の広範囲に焼失棟数及び倒壊棟数が多く、被害が及ぶことが想定され

ていることから、道路閉塞により、初動対応が困難となるおそれがある。 

区西南部 
（目黒区・渋谷区 
世田谷区） 

区西部 
（新宿区・中野区 
杉並区） 

 建物倒壊は少ないが、杉並区の JR 中央線沿線、杉並区・世田谷区の環状８

号線沿い、世田谷区の甲州街道沿い及び目黒区の東急目黒線沿線の各地域で

火災が発生する見込み。 

主要な被害が圏域西部から南部に点在する一方、災害拠点病院は圏域北東

部に集中しているため、被災現場からの負傷者の搬送が難しい。 

複数路線が集結している新宿駅、渋谷駅等のターミナル駅では、多くの行

き場のない帰宅困難者の発生が予想される。 

区西北部 
（豊島区・北区・
板橋区・練馬区） 

北区から練馬区にかけて、一部で建物の全壊が見込まれる地域があるもの

の、他の圏域と比較すると火災や建物倒壊は少ない。 

複数路線が集結している池袋駅等のターミナル駅では、多くの行き場のな

い帰宅困難者の発生が予想される。 

区東北部 
（荒川区・足立区 
葛飾区） 

区東部 
（墨田区・江東区 

江戸川区） 

 荒川沿いを中心に広い範囲で火災や建物倒壊が発生する。 

建物倒壊や広い範囲での液状化の被害が想定されることから、道路閉塞に

より、初動対応が困難となるおそれがある。 

複数の路線が集結している北千住駅では、多くの行き場のない帰宅困難者

の発生が予想される。 

[表１０：想定される主な被害の特性－多摩東部直下地震の場合] 

医療圏名 想定される主な被害の特性 

西多摩 
（青梅市・福生市・羽村市・ 
あきる野市・瑞穂町・ 
日の出町・檜原村・奥多摩町） 

 山林が多く、急傾斜地等の斜面崩壊による大規模災害、それに

伴う道路交通網の被害のおそれがあり、特に、道路閉塞に伴う孤

立集落の発生のおそれがある。 

地震による火災、建物倒壊は比較的他の地域に比べて少ない。 

南多摩 
（八王子市・町田市 
日野市・多摩市・稲城市） 

 八王子市及び町田市の市街地において火災が発生することが想

定される。 

火災のエリアは、他の圏域と比較して局地的であるが、広く点

在している。 

北多摩西部 
（立川市・昭島市・国分寺市・
国立市・東大和市・武蔵村山市） 
北多摩南部 

（武蔵野市・三鷹市・府中市・
調布市・小金井市・狛江市） 

北多摩北部 
（小平市・東村山市・清瀬市・
東久留米市・西東京市） 

 

 

圏域の中央から東側のエリアを中心に火災が発生する。 

他の圏域と比較して、ゆれ・液状化・急傾斜地崩壊による建物

倒壊は少ない。 

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/863/2.pdf
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４ フェーズ区分と必要な活動                
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第２節 災害医療体制の概要 
 

１ 関係機関の連携体制と役割分担                          

 

(1) 医療救護活動の連携体制 

大規模震災時には、家屋やブロック塀の倒壊、火災、崖崩れ等により多数の負傷

者が発生することが想定されます。このため、災害時における医療救護活動は、都

民の生命と身体を守る重要な役割を担います。 

都は、医療機関や防災関係機関と密接に連携して被災者の救護に万全を期するた

め、東京都地域防災計画（令和５年修正）において、医療情報の収集伝達体制、初

動期の医療救護活動、負傷者等の搬送体制、医薬品・医療資器材の供給などについ

て定めています。 

 

[図３：発災直後から急性期までの連携体制] 
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（2） 関係機関の連携と役割分担 

災害時の医療救護活動を迅速かつ的確に行うためには、東京都医師会、東京都歯

科医師会、東京都薬剤師会（以下、それぞれ「都医師会」、「都歯科医師会」、「都薬

剤師会」という。）などの関係機関が緊密に連携して、それぞれの役割を果たしてい

くことが重要です。各関係機関が行う活動内容等は、表１１及び表１２のとおりで

す。 

 

[表１１：医療情報の収集伝達体制] 

機 関 名 活 動 内 容 

東京都 

保健医療局 

 

 

 

 

○ 区市町村、東京消防庁、都医師会、都歯科医師会及び都薬剤師

会など関係機関と連携し、東京都災害医療コーディネーターを中

心に被害状況及び活動状況等を集約 

○ 医療機関の被害状況及び活動状況等について、医療対策拠点や

区市町村と情報共有 

○ 各種広報媒体や報道機関等を通じた都民への広報 

医療対策拠点 

（二次保健医療圏） 

 

 

○ 東京都地域災害医療コーディネーターは、東京 ＤＭＡＴ や地域

災害時小児周産期リエゾンの支援を受け、各二次保健医療圏内の

医療機関の被害状況等を収集し、東京都災害医療コーディネータ

ーと情報を共有 

区市町村 

 

 

 

○ 地区医師会及び区市町村災害医療コーディネーター等と連携し

て、人的被害や医療機関などの被害状況等を集約し、圏域内の医療

対策拠点に報告 

○ 地域住民に対する相談窓口の設置 

都医師会 

都歯科医師会 

都薬剤師会 

 

○ 被害状況及び活動状況等を把握し、都に報告 

 

【東京都地域防災計画 震災編（令和５年修正） 「第８章 医療救護・保健等対策」 

の項目について東京都福祉保健局から東京都保健医療局への組織改編等を反映して参照】 
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 [表１２：初動期の医療救護活動] 

機 関 名 活 動 内 容 

東京都 

保健医療局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 医療救護に関する総合的な指揮命令及び連絡調整 

○ 東京都災害医療コーディネーターの医学的な助言を受け、都内

全域の医療救護活動等を統括・調整 

○ 東京都災害時小児周産期リエゾンの助言を受け、都内全域の小

児周産期領域に係る医療救護活動等を統括・調整 

○ 医療機関の空床利用や収容能力の臨時拡大等を要請 

○ 災害現場等の多数傷病者に対して救命処置を実施するため、東

京ＤＭＡＴを派遣 

○ 災害時の精神科医療ニーズに対応するため、東京ＤＰＡＴを派

遣 

○ 区市町村から要請があった場合、又は都において医療救護の必要

があると認めた場合は、都医療救護班等を派遣 

○ 東京都立病院機構のほか、都医師会、日赤東京都支部、災害拠点

病院に都医療救護班を、都歯科医師会に都歯科医療救護班を、都

薬剤師会に都薬剤師班の派遣をそれぞれ要請し、医療救護所等へ

派遣 

○ 医療救護体制が不足する場合には、九都県市相互応援協定等に

基づき、応援を要請 

○ 相互応援協定等に基づく医療救護班や日本ＤＭＡＴ等医療救護

チームの要請・受入システムや医療スタッフ等の受入体制を確立

し、活動拠点等を確保 

医療対策拠点 

（二次保健医療圏） 

 

○ 基幹災害拠点病院及び地域災害拠点中核病院に二次保健医療圏

医療対策拠点を設置 

○ 東京都地域災害医療コーディネーターは、東京ＤＭＡＴの支援を

受け、都職員とともに圏域内の医療救護活動等を統括・調整 

○ 東京都地域災害医療コーディネーターは、必要に応じて地域災害

医療連携会議を開催し、圏域内の医療救護活動を調整 

〇 地域災害時小児周産期リエゾンは、都職員とともに圏域内の小児

周産期領域に係る医療救護活動を統括・調整 

東京消防庁 ○ 都保健医療局と連携して、可能な範囲で救急隊を派遣 

○ 東京ＤＭＡＴと連携して、救命処置等を実施 

区市町村 ○ 災害時における医療救護を一次的に実施 

○ 区市町村災害医療コーディネーターの医学的な助言を受け、区市

町村内の医療救護活動等を統括・調整 

○ 避難所等に避難所医療救護所を設置 

○ 災害拠点病院等の近接地等に緊急医療救護所を設置・運営 

○ 急性期以降は、医療救護活動拠点を設置して、医療救護所や在宅

療養者への医療支援について調整 

○ 避難所等において定点・巡回診療を実施 

○ 自らの公的医療機関において医療救護を行うほか、地区医師会、
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地区歯科医師会及び地区薬剤師会との協定（島しょ地域を除く）に

基づき、医療救護を実施するよう要請 

○ 医療救護体制が不足する場合には、東京都地域災害医療コーディ

ネーターに応援を求める。 

〇 災害薬事センターを設置して区市町村災害薬事コーディネーター

の管理の下、医薬品供給や薬剤師班派遣業を調整 

都医師会 

都歯科医師会 

都薬剤師会 

○ 協定に基づく医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班の派遣要

請があった場合は、都医療救護班、都歯科医療救護班、都薬剤師班

を編成・派遣 

日本赤十字社  

東京都支部 

○ 都からの要請又は自主的な判断に基づき、積極的に医療救護活動

等に協力する。 

○ 都と締結した業務委託契約に基づき、都医療救護班として医療及

び助産救護活動等を行う。 

〇 血液救護班を設置し、災害時の救護活動における輸血用血液供給

業務を実施 

献血供給事業団 ○ 都から「災害時における血液製剤の供給業務に関する協定書」に

基づく血液製剤等の供給要請があった場合は、日赤東京都支部など

と協力して行う。 

○ 都外から血液製材の輸送要請があった場合、東京都赤十字血液セ

ンター等と協力して行う。 

都看護協会 ○ 都から協定に基づく要請があった場合は、応急救護の実施及び衛

生材料の提供等、医療救護所等における看護業務を行う。 

都柔道整復師会 ○ 都から協定に基づく協力要請があった場合は、応急救護の実施及

び衛生材料の提供などの医療救護活動等に協力する。 

○ 救護所において行う応急救護は、医師の指示により実施 

【東京都地域防災計画 震災編（令和５年修正） 「第８章 医療救護・保健等対策」 

の項目について東京都福祉保健局から東京都保健医療局への組織改編等を反映して参照】 
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２ 医療機関・医療救護所の種別               

 

被災地内の医療機関は、災害時に発生する多くの傷病者に対応しなければなりませ

ん。しかし、被災地の限られた医療資源では、全ての傷病者に迅速に対応できないお

それがあります。 

このため、都は、都内全ての医療機関や医療救護所の役割分担を定めています。 

災害拠点病院や災害拠点連携病院は、主に重症者や中等症者など入院治療が必要な

傷病者を受け入れます。 

また、災害医療支援病院、診療所、歯科診療所及び薬局は、主に専門医療や慢性疾

患への対応、区市町村地域防災計画に定める医療救護活動などを行うこととし、対応

できない傷病者がいるときは、災害拠点病院などに傷病者を搬送します。 

 

(1) 病 院（関連Ｐ４９） 

   災害時には、全ての病院が「災害拠点病院」、「災害拠点連携病院」、「災害医療支

援病院」の役割分担に応じて医療救護活動を行います。 

 

[表７（再掲）：災害時における病院の役割分担] 

種  別 役 割 分 担 

災害拠点病院 主に重症者の収容・治療を行う都が指定する病院 

災害拠点連携病院 
主に中等症者又は容態の安定した重症者の収容・治療を行

う都が指定する病院 

 

災害医療支援病院 

主に専門医療、慢性疾患への対応、区市町村地域防災計画

に定める医療救護活動を行う病院 

（災害拠点病院及び災害拠点連携病院を除く全ての病院） 

 

(2) 診療所・歯科診療所・薬局（関連Ｐ４９） 

診療所、歯科診療所及び薬局は、区市町村が定める地域防災計画に基づいて医療

救護活動を行います。ただし、救急告示医療機関、透析医療機関、産科及び有床診

療所は、原則として診療を継続します。 

 

[表１３：診療所・歯科診療所・薬局の種別と役割分担] 

種  別 役 割 分 担 

専門的医療を行う 

診療所 

原則として、診療を継続する診療所 

（救急告示医療機関、透析医療機関、産科及び有床診療所） 

診療所 

歯科診療所 

薬 局 

区市町村地域防災計画に定める医療救護活動又は診療を

継続する診療所等 

（上記以外の診療所、歯科診療所及び薬局） 
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(3) 医療救護所（関連Ｐ４１・Ｐ１０５・Ｐ１４８） 

   通常の医療体制では対応できない場合、区市町村は、各地域防災計画等に基づい 

て医療救護所を設置します。 

   医療救護所は、主に緊急医療救護所と避難所医療救護所に分類されます。 

  

 [表１４：医療救護所の種別] 

種  別 内   容 

緊急医療救護所 区市町村が、災害拠点病院等の近接地等に設置する医療救護所

（ＥＭＩＳの分類では、医療機関前救護所に相当） 

避難所医療救護所 区市町村が、避難所に設置する医療救護所 

（ＥＭＩＳの分類では、避難所救護所に相当） 

 

[図４：超急性期に想定される傷病者の流れ] 

 

災害拠点病院

災害拠点連携病院

災害医療支援病院

診療所

収容・治療

収容・治療

応急処置・収容・治療

応急処置・治療・(収容)

避難所
医療救護所

（被災地外の）
医療機関

広域医療搬送

ﾄﾘｱｰｼﾞ

ﾄﾘｱｰｼﾞ

ﾄﾘｱｰｼﾞ・
応急処置・
応急手当
（収容）

（病院近接地等の）

緊急
医療救護所

トリアージ・
応急処置・
応急手当

　重症者： 中等症者： 　軽症者：

災

害

現

場

トリアージ前の

負傷者

 
 

各医療機関には、重症度を問わず、さまざまな傷病者が殺到することも想定される

ため、緊急医療救護所等を整備し、軽症者の処置は院外で行い、入院治療が必要な傷

病者を院内に受け入れます。院内に収容したが対応できない傷病者がいるとき、災害

拠点病院での処置により状態が安定した傷病者がいとるきなどは、状況に応じて病院

間で搬送します。 
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３ 医療チームの種別と活動内容                      

 

災害時には、東京ＤＭＡＴや医療救護班等の医療チームが医療救護活動を行います。 

また、都外から医療チームが参集して、都内の医療救護活動を支援します。 

 

[図５：本ガイドラインにおける医療チームの分類] 

医
療
チ
ー

ム

(1)要綱・協定に基づく要請によるもの

 ア 東京ＤＭＡＴ
 イ 医療救護班・歯科医療救護班・薬剤師班

 ウ 都内ＤＭＡＴ（日本ＤＭＡＴ）
 エ 東京ＤＰＡＴ
 オ 災害支援ナース都　内

(2)関係団体の協力によるもの
　　　（都内の協力医療チーム）

 ア ＪＭＡＴなどの協力医療チーム

(3)他道府県等の協力によるもの
　　　（全国の応援医療チーム）

 ア 他県ＤＭＡＴ（日本ＤＭＡＴ）
 イ ＪＭＡＴ
 ウ 日本赤十字社救護班
 エ AMAT
 オ 他県ＤＰＡＴ
 カ 災害支援ナース　など

都　外

 

 

(1) 要綱・協定に基づく要請による都内の医療チーム 

ア 東京ＤＭＡＴ（関連Ｐ２５・Ｐ７３） 

東京ＤＭＡＴとは、都の研修・訓練を受けた災害医療派遣チームのことをいいま

す。この東京ＤＭＡＴは、大規模災害時に、東京消防庁と連携して災害現場の多数

傷病者等に対して救命処置などを行います。 

また、近年は都内における救急災害医の専門性を生かして、東京都災害対策本部

における東京都災害医療コーディネーターの支援や医療対策拠点における地域災

害医療コーディネーター支援といった本部活動も行うこととなっています。 

さらに、被災した医療機関での診療継続が困難な場合に、院内の対策本部支援や

入院患者等の転院調整に関する助言、転院搬送活動なども行います。 

都は、災害拠点病院のうち２７病院を東京ＤＭＡＴ指定病院に指定しており、被

災の状況や時間経過等に応じた派遣要請が必要となっています。 

 

イ 医療救護班・歯科医療救護班・薬剤師班（関連Ｐ２８・Ｐ４０・Ｐ７６・Ｐ１０３・Ｐ１４２・Ｐ１４７） 

医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班は、主に病院や医療救護所において、

医療救護活動等を行います。 

本ガイドラインでは、区市町村が要請する医療救護班等を、地区医療救護班、

地区歯科医療救護班及び地区薬剤師班とし、都が要請する医療救護班等を、都医

療救護班、都歯科医療救護班、都薬剤師班としています。 
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[図６：本ガイドラインにおける医療救護班等の分類] 

（ア）区市町村が要請するもの
 地区医療救護班、地区歯科医療救護班及び
 地区薬剤師班

医
療
救
護
班
等 （イ）都が要請するもの

 都医療救護班、都歯科医療救護班及び
 都薬剤師班

 

 

ウ 都内ＤＭＡＴ（関連Ｐ３０・Ｐ７８） 

災害拠点病院は、原則として、厚生労働省等が実施する研修・訓練を受けた災

害派遣医療チーム（日本ＤＭＡＴ）を有しており、都の要請により活動します。 

本ガイドラインでは、都内の災害拠点病院が有する日本ＤＭＡＴを、仮称とし

て「都内ＤＭＡＴ」としています。 

 

エ 東京ＤＰＡＴ（関連Ｐ３０） 

東京ＤＰＡＴとは、被災地域の精神保健医療ニーズの把握、他の保健医療体制

との連携、各種関係機関等とのマネージメント、専門性の高い精神医療の提供と

精神保健活動の支援を行うために、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医

療チームのことをいいます。 

東京ＤＰＡＴは、東京ＤＰＡＴ登録医療機関が編成します。 

 

  オ 災害支援ナース（関連Ｐ３０） 

災害支援ナースとは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要

な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えることを行う看

護職員のことで、厚生労働省が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、厚生

労働省に登録された者の総称です。 

災害支援ナースは、都と災害支援ナースが所属する施設（病院、診療所、訪問

看護事業所、助産所等）との間の協定にづき、派遣されます。 

 

 (2) 関係団体の協力による都内の医療チーム（協力医療チーム） 

本ガイドラインでは、都内の医療従事者が編成する医療チームのうち、(1)を除き、

「協力医療チーム」としています。 

 

ア ＪＭＡＴなどの医療チーム（関連Ｐ３０・Ｐ８５） 

災害時には、日本医師会災害医療チーム（以下「ＪＭＡＴ」という。）をはじめ

として、都内の医療関係団体の協力により医療チームが編成されます。 
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(3) 他道府県等の協力による都外の医療チーム（応援医療チーム） 

災害時には、日本ＤＭＡＴ及び医療救護班等、ＪＭＡＴ、日本赤十字社救護班の

ほか、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）、独立行政法人国立病院機構の

医療班、全日本医療支援班（ＡＭＡＴ）、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、薬

剤師チーム、災害支援ナース、保健師チーム、管理栄養士チーム、日本栄養士会災

害支援チーム（ＪＤＡ―ＤＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、日本災害

リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）などの保健医療チーム等が、都内に参集

し活動します。 

本ガイドラインでは、他道府県が派遣する日本ＤＭＡＴや、医療関係団体が都外

から派遣する医療チームの総称を「応援医療チーム」としています。 

 

ア 他県ＤＭＡＴ（関連Ｐ３１・Ｐ７９） 

日本ＤＭＡＴは、大規模な災害が発生したときに、被災地に迅速に参集して救

急治療などを行います。 

本ガイドラインでは、都の要請に基づき、全国の道府県等が編成・派遣する日

本ＤＭＡＴを、仮称として「他県ＤＭＡＴ」としています。 

 

イ ＪＭＡＴ（関連Ｐ３１・Ｐ８５） 

災害時には、日本医師会が編成するＪＭＡＴが全国から参集します。 

 

ウ 日本赤十字社救護班（関連Ｐ３１・Ｐ８５） 

災害時には、日本赤十字社が編成する救護班が全国から参集します。また、都と

調整の上、都内に日本赤十字社の医療救護所（ｄＥＲＵを含む）を設置します。 

 

 

【参考】ｄＥＲＵ（国内型緊急対応ユニット） 

ｄＥＲＵ（domestic Emergency Response Unit）とは、仮設診療所設備とそれ

を輸送する車両及び自動昇降式コンテナと訓練された要員、そしてそれらを円滑

に運用するためのシステムを総称したものです。大型エアテント（９ｍ×９ｍ）、

医療資機材、医薬品、ＩＴ・通信機器、給水システム等からなり、小外科手術を

含む外傷治療、慢性疾患治療及び助産並びに傷病者搬送までの経過観察などに対

応しています。 
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エ ＡＭＡＴ 

災害時には、全日本病院協会が中心となり、四病協団体（全日本病院協会、日本

病院会、日本精神科病院協会、日本医療法人協会）の加盟医療機関で組織される全

日本医療支援班（以下「ＡＭＡＴ」という。）が全国から参集します。 

   

オ 他県ＤＰＡＴ 

災害時には、都の要請に基づき、全国の道府県等が編成・派遣するＤＰＡＴが全

国から参集します。 

 

カ 災害支援ナース 

災害時には、都の要請に基づき、全国の道府県等が派遣する災害支援ナースが全

国から参集します。 

 

[図７：本ガイドラインにおける東京ＤＭＡＴ・日本ＤＭＡＴの分類] 

 

 

東京ＤＭＡＴ
 東京ＤＭＡＴ指定病院が、都との派遣協定及び
 東京ＤＭＡＴ運営要綱に基づいて編成・派遣するもの

都内ＤＭＡＴ
 都内の災害拠点病院等が、都との派遣協定及び
 日本ＤＭＡＴ活動要領に基づいて編成・派遣するもの

日本ＤＭＡＴ

他県ＤＭＡＴ
 他道府県の災害拠点病院等が、他道府県との派遣協定及び
 日本ＤＭＡＴ活動要領などに基づいて編成・派遣するもの

 

 

(４) 想定される医療チームの活動 

災害時には、医療チームによる様々な活動が行われますが、本ガイドラインでは、

現場活動、本部支援活動、病院支援活動、医療搬送活動、ＳＣＵ活動、航空機医療

搬送活動及び医療救護所支援活動を想定しています。 

    

 [図８：想定される医療チーム活動] 

災害現場
医療機関 医療機関

ＳＣＵ等

東京都
災害対策本部

医療救護所

現場活動

病院支援

ＳＣＵ活動

医療救護所
支援

本部支援

医療搬送

航空機搬送

《想定される活動》

区市町村
災害対策本部医療対策拠点
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 (5) 医療チームの活動時期 

被害状況や道路状況によりますが、他県ＤＭＡＴなど応援医療チームの参集には、

相当の時間を要することも想定されます。このため、都が被災した場合、一次的には、

都内の医療従事者が中心となって活動しなければなりません。 

また、応援医療チームの受入体制が確立した場合は、段階的に、都内の医療チーム

から都外の応援医療チームに救護活動を引き継ぎます。 

 

[表１５：医療チームの活動時期] 

　必要となる
　医療救護活動

　医療ニーズ

 ０　発災直後
  　（発災～６時間）

 １　超急性期
  　（～72時間）

 ２　急 性 期
  　（～１週間程度）

 ３　亜急性期
  　（～１か月程度）

 ４　慢 性 期
  　（～３か月程度）

 ５　中 長 期
  　（３か月程度～）

　フェーズ区分

外傷治療・救命救急のニーズ 慢性疾患治療・被災者の健康管理等

東京ＤＭＡＴの活動

医療救護班等、協力医療チームによる医療救護活動

日本ＤＭＡＴの活動

他道府県応援医療チーム等の活動
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第３節 東京都の災害医療体制 
  

都は、大規模な災害が都内で発生し、又は発生するおそれがある場合、東京都災害対

策本部等を設置します。 

 

[表１６：災害対策本部等の種別] 

種  別 説   明 

東京都災害対策本部 

 （本部長：知事） 

大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に

おいて、災害対策活動の推進を図るため必要があると認める

ときは本部を設置 

ただし、夜間休日等の勤務時間外において震度６弱以上の

地震（島しょを除く。）が発生した場合は、自動的に設置 

 

 

 

 

災害応急対策本部 

（本部長：知事） 

 暴風雨、大雨、津波、高潮又は洪水の警報が発せられたと

き、利根川、荒川又は多摩川に指定河川洪水予報が発せられ

たとき、水防警報が発せられたとき、大雨、津波、高潮又は

洪水の注意報が発せられた場合等で災害の発生のおそれが

あるとき、局地的災害が発生したときにおいて、特に必要が

あると認めたときに本部を設置 

災害即応対策本部 

（本部長：危機管理監） 

 

 集中豪雨による局地的な災害が発生したとき、大規模事故

やテロ等で、突発的かつ局地的な災害が発生したとき、局地

的な災害発生のおそれがある場合で応急対策本部を設置し

ないときにおいて、必要があると認めたときに本部を設置   
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国は、令和４年７月２２日付「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備に

ついて」において、被災都道府県に対して、当該都道府県に係る大規模災害が発生した

場合には、速やかに、都道府県災害対策本部の下に、その災害対策に係る保健医療福祉

活動の総合調整を行うための本部（以下「保健医療福祉調整本部」という。）を設置する

ことを求めています。 

保健医療福祉調整本部は、都道府県内における保健医療活動チームの派遣調整、保健

医療福祉活動に関する情報連携、保健医療福祉活動に係る情報の整理及び分析を行いま

す。 

都においては、保健医療局と福祉局、両局の災害対策本部の連携体制を、保健医療福

祉調整本部とします。 

 

[図９：都における保健医療福祉調整本部の体制] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都災害医療コーディネーターは、都内全域の医療救護活動を統括・調整するため、

都に対して医学的な助言を行うことから、上記の体制を基本とし、医療政策部以外の保

健医療局及び福祉局の災害対策本部の各部門や局長等に対しても、医学的な助言を行う。 
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１ 情報収集及び医療救護活動の統括・調整（関連Ｐ６５・Ｐ７０）          
 

都は、東京都災害医療コーディネーターの医学的な助言を踏まえて、都内全域の医

療救護活動などを統括・調整します。 

 

用  語 説   明 

東京都災害医療 

コーディネーター 

都内全域の医療救護活動を統括・調整するため、都に対して

医学的な助言を行う都が指定する医師 

（令和６年３月現在 医師３名を指定） 

 

(1) 都内全域の情報収集 

    都は、都内全域の人的・物的被害、病院被害、大規模事故、ライフラインや主要

道路の状況、気象状況その他医療救護活動の統括・調整に必要な情報を集約します。 

 

(2) 医療救護活動方針の策定 

  都は、都内全域の被害状況や医療資源などを踏まえて、都内の医療救護活動方針

として、情報収集の方法、重点的に医療救護活動を行う地域の選定、医療チームの

配分方針などを定めます。 

 

(3) 医療チームの配分調整等 

都は、都内全域の被害状況や活動可能なチーム数などを踏まえて、東京ＤＭＡＴ

や都医療救護班などの医療チームを配分調整します。 

 

(4) 傷病者を受け入れる病院の確保 

    都は、比較的被害の少ない二次保健医療圏を管轄する地域災害医療コーディネー

ターや他道府県などの関係機関に対して、傷病者を受け入れる病院の確保を要請し

ます。 

   

  (5) ライフライン支援の調整 

    都は、病院の水や燃料など、ライフラインに関する支援の要請を踏まえ、災害対

策本部内での連携等により、支援の調整を行います。 

   

(6) 広域医療搬送に関する調整 

    都は、広域医療搬送に関する方針を定め、災害拠点病院等では対応できない（キ

ャパシティーオーバーを含む。）重症者などの広域医療搬送について、国などの関係

機関と調整します。 
 

(7) 都道府県ＤＭＡＴ調整本部の指揮・調整 

    都は、日本ＤＭＡＴ活動要領に基づき、都道府県保健医療福祉調整本部において、

都道府県ＤＭＡＴ調整本部を指揮・調整します。 

 



 

24 

２ 東京都災害医療コーディネーターの機能            

 

都は、災害医療や都内の医療事情に精通している医師を、東京都災害医療コーディネ

ーターに指定しています。 

東京都災害医療コーディネーターは、大規模災害の発生時において、都知事の要請を

受けて東京都災害対策本部（必要に応じて「災害応急対策本部」及び「災害即応対策本

部」を含む。）に参集し、次の職務に関して、医学的な見地から助言を行います。 

 

[表１７：東京都災害医療コーディネーターの活動期間] 

フェーズ５
亜急性期

フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４フェーズ０ フェーズ１
発災直後 超急性期 急 性 期 慢 性 期 中 長 期

【東京都災害対策本部に参集】
・都の医療救護活動方針の策定
・医療資源の配分調整や受援体制の確立
・地域災害医療コーディネーターとの連絡調整

【情報連絡体制に移行】
・都や地域災害医療コーディネーターに対する

専門的な助言

 

 

(1) 都の医療救護活動方針の策定に関すること 

東京都災害医療コーディネーターは、都内全域の被害状況や医療資源などを踏ま

えて、情報収集の方法、重点的に医療救護活動を行う地域の選定、傷病者を受け入

れる二次保健医療圏の設定※、医療チームの配分方針、ライフライン支援の優先度な

どについて、医学的な助言を行います。 
※ 多数傷病者を受け入れる体制の確保をいい、原則として個別医療機関に対する要請は、各二次 
保健医療圏の地域災害医療コーディネーターが行うこととします。 

 

(2) 東京ＤＭＡＴの派遣決定に関すること 

東京都災害医療コーディネーターは、都内の被害状況や出場可能なチーム数など

を踏まえて、東京ＤＭＡＴを効果的に、災害現場や都の災害対策本部、医療対策拠

点、医療機関等へ派遣できるように、医学的な助言を行います。 

 

(3) 医療チーム（東京ＤＭＡＴを除く）の配分調整に関すること 

東京都災害医療コーディネーターは、都医療救護班、都歯科医療救護班、都薬剤

師班、都内ＤＭＡＴなどの協力医療チーム、全国から参集する他県ＤＭＡＴなどの

応援医療チームの配分調整について、医学的な助言を行います。 

 

(4) 地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること 

東京都災害医療コーディネーターは、各医療圏の医療救護活動方針（他圏域から

の傷病者の受入れや他圏域への医療チームの派遣などを含む。）について、地域災害

医療コーディネーターと調整します。 

 

(5) その他医療救護に関すること 

東京都災害医療コーディネーターは、傷病者の広域医療搬送に関する調整、ＤＭ

ＡＴ都道府県調整本部における日本ＤＭＡＴ活動方針の策定などに関与します。 
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３ 東京ＤＭＡＴ（関連Ｐ１６・Ｐ７３）                      
（根拠：災害医療派遣チーム（「東京ＤＭＡＴ」）運営要綱） 

 

東京ＤＭＡＴは、東京消防庁東京ＤＭＡＴ連携隊※と一体的に活動することを原則と

し、災害現場の現場救護所等において、東京消防庁の指揮下で救命処置などを行います。 

 
※  東京ＤＭＡＴを現場まで搬送し、現場で活動支援を行うために東京消防庁が編成す

る隊（以下、「東京ＤＭＡＴ連携隊」という） 

 

 また、近年は都内における救急災害医療に関する専門性を生かして、東京都災害対策

本部における東京都災害医療コーディネーターの支援や医療対策拠点における地域災害

医療コーディネーター支援の形で、医療救護活動に関する方針決定や調整に関与します。 

 

さらに、被災した医療機関での診療継続が困難な場合に、院内の対策本部支援や入院

患者等の転院調整に関する助言、転院搬送活動なども行います。 

 

(1) 東京ＤＭＡＴ指定病院の指定 

都は、災害拠点病院のうち、東京ＤＭＡＴを編成する病院を、東京ＤＭＡＴ指定

病院として指定しています。 

 

(2) 東京ＤＭＡＴの活動方針 

「災害医療派遣チーム（「東京ＤＭＡＴ」）運営要綱」、「東京都内大規模地震災害

発生時活動要領」及び「対策本部等支援活動要領」の定めるところによります。 
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[表１８：東京ＤＭＡＴ指定病院一覧]                       令和６年３月現在 

 二次保健医療圏 東京ＤＭＡＴ指定病院 

1 

 区中央部 

 日本大学病院 

2  聖路加国際病院 

3  日本医科大学付属病院 

4  東京医科歯科大学病院 

5 
 区南部 

 昭和大学病院 

6  東邦大学医療センター大森病院 

7 

 区西南部 

 国立病院機構東京医療センター 

8  東京都立広尾病院 

9  日本赤十字社医療センター 

10 

 区西部 

 東京女子医科大学病院 

11  東京医科大学病院 

12  国立国際医療研究センター病院 

13 

 区西北部 

 帝京大学医学部附属病院 

14  日本大学医学部附属板橋病院 

15  順天堂大学医学部附属練馬病院 

16  区東北部  東京女子医科大学附属足立医療センター 

17 
 区東部 

 東京都立墨東病院 

18  東京曳舟病院 

19  西多摩  市立青梅総合医療センター 

20 

 南多摩 

 東京医科大学八王子医療センター 

21  東海大学医学部付属八王子病院 

22  日本医科大学多摩永山病院 

23  北多摩西部  国立病院機構災害医療センター 

24 

 北多摩南部 

 武蔵野赤十字病院 

25  杏林大学医学部付属病院 

26  東京都立多摩総合医療センター 

27  北多摩北部  公立昭和病院 
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[参考：東日本大震災における東京ＤＭＡＴの活動] 

 

(2) 東京ＤＭＡＴの活動方針 

「災害医療派遣チーム（「東京ＤＭＡＴ」）運営要綱」及び「東京都内大規模地震

災害発生時活動要領」の定めるところによります。 

 

ア 現場活動 

  東京ＤＭＡＴは、東京消防庁東京ＤＭＡＴ連携隊とともに災害現場に出場し、

現場救護所等において、東京消防庁の現場指揮本部長の指揮下で救護活動を行い

ます。 

 

イ 救出救助活動拠点における活動（案） 

東京ＤＭＡＴは、都が都立公園等に設置する救出救助活動拠点※において、医療

救護活動に関する統括調整や負傷者に対する救護活動を行います。 

 

ウ 医療対策拠点等における本部支援活動 

東京ＤＭＡＴは、医療対策拠点又は医療救護活動拠点において、地域災害医療

コーディネーター又は区市町村災害医療コーディネーターを補佐し、地域の医療

救護活動を調整します。 

 

エ 被災地内の病院支援活動 

東京ＤＭＡＴは、都又は地域災害医療コーディネーター等の指示により、被災

地内の病院活動を支援します。 

 

オ ＳＣＵ活動 

東京ＤＭＡＴは、都の指示により、ＳＣＵを設置し、空路により参集する他県

ＤＭＡＴを受入れます。なお、他県ＤＭＡＴが参集した場合には、その業務を引

き継ぎます。 

 

カ 地域医療搬送活動 

東京ＤＭＡＴは、都又は地域災害医療コーディネーター等の指示により、被災

地内の地域医療搬送活動に協力します。 

 

キ その他 

東京ＤＭＡＴは、その他東京都から要請された事項（要綱で定める事項）につ

いて、協力します。 

 

 

 



 

28 

４ 都医療救護班等（関連Ｐ１６・Ｐ７６・Ｐ１４２）                  
 

都は、都医師会、都歯科医師会及び都薬剤師会などの関係機関に対して、都医療救

護班、都歯科医療救護班及び都薬剤師班の編成・派遣を要請します。 

 

(1) 都医療救護班の編成・派遣 

都は、病院又は区市町村の医療救護活動を応援・補完する立場から、都立病院が編

成する都医療救護班を派遣します。 

また、都医師会、日本赤十字社東京都支部及び災害拠点病院に対して、都医療救護

班の編成・派遣を要請します。 

これらの都医療救護班は、医療対策拠点や医療救護活動拠点の本部支援活動、病院

支援活動、地域医療搬送活動及び医療救護所支援活動などの医療救護活動を行います。 

 

ア 都医師会 

都医師会は、指定地方公共機関として「災害時の医療救護活動についての協定」

に基づいて、都医療救護班を編成・派遣します。 

 

イ 日本赤十字社東京都支部 

日本赤十字社東京都支部は、指定公共機関として、都と締結した「災害救助又

はその応援の実施に関する業務委託契約」に基づいて、都医療救護班を編成・派遣

します。 

また、被害状況等を鑑みて、都と調整の上、都内に日本赤十字社の医療救護所

（ｄＥＲＵを含む）設置し活動します。設置後、都から各医療対策拠点へ報告しま

す。 

上記について、円滑な連携体制を確保するため、都へ調整員を派遣します。 

 

ウ 災害拠点病院 

災害拠点病院は、「東京都災害拠点病院設置運営要綱」に基づいて、都医療救護

班を編成・派遣します。 

 

[表１９：都医療救護班の編成]                         （令和６年１月現在） 

機 関 名 班 数 医 師 看護師 その他 

東京都医師会 ９４ １ １ １ 

日本赤十字社東京都支部 ３２ １ ３ ２ 

災害拠点病院※ ６９ １ １ １ 

都立病院 ２６ １ １ １ 

※ 日本赤十字社東京都支部及び都立病院を除く 

※ 被災状況などによっては、記載されている都医療救護班数を超えて編成する場合がありま 

す。 
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(2) 都歯科医療救護班の編成・派遣 

都は、区市町村の歯科医療救護活動を応援・補完する立場から、都歯科医師会に

対して、都歯科医療救護班の編成・派遣を要請します。 

都歯科医師会は、指定地方公共機関として、「災害時の歯科医療救護活動について

の協定」に基づいて、都歯科医療救護班を編成・派遣します。 

都歯科医療救護班は、医療救護所を中心に、歯科医療救護活動を行います。 

 

[表２０：都歯科医療救護班の編成]                       （令和６年１月現在） 

 班 数 歯科医師 
歯科衛生士 
歯科技工士 その他 

東京都歯科医師会 １１０ １ １ １ 

 

 (3) 都薬剤師班の編成・派遣 

都は、区市町村の救護活動を応援・補完する立場から、都薬剤師会に対して都薬

剤師班の編成・派遣を要請します。 

都薬剤師会は、指定地方公共機関として、「災害時の救護活動についての協定」に

基づいて、都薬剤師班を編成・派遣します。 

都薬剤師班は、医療救護所における調剤及び服薬指導、医薬品の集積場所等にお

ける医薬品の仕分け・管理などを行います。 

 

[表２１：都薬剤師班の編成]                           （令和６年１月現在） 

 班 数 薬剤師 

東京都薬剤師会 ２００ 薬剤師３名で構成 

 

 (4) 協定締結団体の協力 

 都は、前記のほか、協定を締結している団体に対して協力を要請します。 

 

ア 東京都看護協会 

「災害時の救護活動等についての協定」に基づいて、医療救護所を中心に看護

業務を行います。 

 

イ 東京都柔道整復師会 

「災害時の救護活動等についての協定」に基づいて、医療救護所を中心に医師

の指示に基づく応急救護を行います。 

 

[参考：職種による色の定め] 

 

 

 

 

都は、災害現場における相互認識を高めるため職種による色を定めています。 

（赤）：医師・歯科医師、（緑）：看護師・歯科衛生士・歯科技工士、（青）：薬剤師、 

（白）：臨床検査技師・放射線技師、（紺）：柔道整復師、（黄）：事務 
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５ その他の要綱・協定に基づく都内医療チーム 
（関連Ｐ１７・Ｐ７８・Ｐ８５））           

 

(1) 都内ＤＭＡＴ 

都は、都内（比較的被害の少ない地域）の災害拠点病院に対して、都内ＤＭＡＴの

編成・派遣を要請します。都内ＤＭＡＴは、主に、日本ＤＭＡＴ活動要領に定める活

動として、医療対策拠点や医療救護活動拠点の本部支援活動、病院支援活動、地域医

療搬送活動、ＳＣＵの運営・診療活動などを行います。 

 

(2) 東京ＤＰＡＴ 

都は、東京 ＤＰＡＴ 登録機関に対して、災害時の精神医療の支援が見込まれる場

合に、東京ＤＰＡＴの編成・派遣を要請します。 

 

(3) 災害支援ナース 

都は、協定締結施設に対して、必要に応じて、被災した医療機関、社会福祉施設及

び避難所等での看護支援活動のための派遣を要請します。 

 

６ 都内の協力医療チーム（関連Ｐ１７・Ｐ８５）                   
 

都は、都内の医療関係団体に対して、必要に応じて、日本医師会災害医療チーム（以

下「ＪＭＡＴ」という。）など協力医療チームによる救護活動の協力を要請します。 
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７ 全国の応援医療チーム（関連Ｐ１８・Ｐ７９・Ｐ８５）                   
 

(1) 他県ＤＭＡＴ 

都は、厚生労働省（ＤＭＡＴ事務局）と調整し、全国の道府県に対して他県ＤＭＡ

Ｔの編成・派遣を要請します。 

他県ＤＭＡＴは、主に、日本ＤＭＡＴ活動要領に定める活動として、医療対策拠点

や医療救護活動拠点の本部支援活動、病院支援活動、地域医療搬送活動、ＳＣＵの運

営・診療活動、航空機等による広域医療搬送活動などを行います。 

 

 

【参考：日本ＤＭＡＴの初動対応（日本ＤＭＡＴ活動要領Ⅳ初動）】 
都道府県、厚生労働省等は、自然災害又は人為災害が発生し、被災地域外から

の医療の支援が必要な可能性がある場合は、ＤＭＡＴ派遣のための待機を要請す
る。 
（ＤＭＡＴ自動待機基準に該当する場合には）該当するＤＭＡＴ指定医療機関

は、被災の状況にかかわらず、都道府県、厚生労働省等からの要請を待たずに、
ＤＭＡＴ派遣のための待機を行う。 
 
被災都道府県は、当該都道府県外からの医療の支援が必要な規模の災害が発生  

した場合には、管下の都道府県災害医療コーディネーター等の助言を参考にし、
非被災都道府県に対し、ＤＭＡＴの派遣を要請する。また、都道府県間での調整
が整わないときは、厚生労働省（ＤＭＡＴ事務局を含む）に対して、派遣調整を
要請する。 
 

 

(2) ＪＭＡＴ 

都は、都医師会に対して、日本医師会が編成・派遣するＪＭＡＴによる医療救護

活動の協力を要請します。ＪＭＡＴの活動は、都医療救護班や他県ＤＭＡＴの活動

に準じます。 

 

(3) 日本赤十字社救護班の活動 

都は、日本赤十字社東京都支部に対して、日本赤十字社が編成・派遣する救護班

による救護活動の協力を要請します。日本赤十字社救護班の活動は、都医療救護班

や他県ＤＭＡＴの活動に準じます。 

 

(４) その他の応援医療チームの活動 

都は、他道府県に対して、他県ＤＰＡＴや災害支援ナースの派遣を要請するほか、

他道府県の医療チームを有する医療関係団体に対して、応援医療チームによる救護

活動の協力を要請します。 

 

(5) 自衛隊等への応援要請 

都は、国（緊急災害対策本部等）に、自衛隊等の派遣を要請します。 
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８ 医療チームが使用する診療録                   
 

国は、都道府県に対して、医療救護所等で救護班として活動する医療チームが、被

災者の診療を行った際に使用する診療録の様式を定めることとしています。 

都においては、医療チームが使用する被災者の診療録の様式は、「災害診療記録 

2018 報告書」（平成 30 年 11 月、災害時の診療録のあり方に関する合同委員会）及

びその様式を使用することとします。 

上記は、「災害時診療記録 2018」という様式で、災害時における異なる医療チーム

間での共通のカルテ様式となります。チームの交代等があった際にも、円滑に被災者

の診療情報のやり取りが可能となります。 

また、連携するアプリである「Ｊ-ＳＰＥＥＤ」に必要な情報を入力することで、

集計された診療日報の作成・遠隔での共有が即座に可能となり、各本部におけるデー

タに基づく医療調整活動に役立ちます。 
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第４節 二次保健医療圏の災害医療体制 
  

１ 医療対策拠点の設置（関連Ｐ８７）                 
 

 

都は、原則として、以下の基準により、基幹災害拠点病院及び地域災害拠点中核病院
※（以下「中核病院等」という。）に、医療対策拠点を設置します。 

地域災害医療コーディネーターは、医療対策拠点に参集して圏域内の医療救護活動を

統括・調整します。 ※基幹災害拠点病院、地域災害拠点中核病院については、Ｐ４3 参照 

 

用  語 説   明 

医療対策拠点 
 
 

都が、圏域内の区市町村から情報収集を行い、地域災害医療
コーディネーターとともに医療救護活動の統括・調整を行う
場所として、地域災害拠点中核病院等に設置する拠点 

地域災害医療 
コーディネーター 

各二次保健医療圏域の医療救護活動を統括・調整するため、
都が指定する医師（島しょを除き各１名） 

 

(1) 開設準備 

都内（島しょ部を除く）で震度５強以上の地震が発生した場合、都内全ての基幹災害

拠点病院及び災害拠点中核病院において、直ちに医療対策拠点の開設準備に取り掛かり

ます。 

地域災害医療コーディネーターは、自身の安否について電話などの情報伝達手段を用

い、都本部に連絡し、指示を待ちます。また、その際、自身が負傷もしくは遠隔地に滞

在しているなど、参集が困難な場合には、その旨を伝え、今後の活動について調整しま

す。 

大規模な風水害が予想される等、都が必要と判断し基幹災害拠点病院及び災害拠点中

核病院に連絡があった場合には、同様に開設の準備を行います。 

 

(2) 設置 

都内（島しょ部を除く）で震度６弱以上の地震が発生した場合、または、都が医療対

策拠点の開設を基幹災害拠点病院及び災害拠点中核病院に要請した場合、都内全ての基

幹災害拠点病院及び災害拠点中核病院において、直ちに医療対策拠点を開設します。 

地域災害医療コーディネーターは、医療対策拠点に直ちに参集します。その際、自身

が負傷もしくは遠隔地に滞在しているなど、参集が困難な場合には、その旨を伝え、今

後の活動について調整します。 

また、自院の医療対策拠点の初動要員として施設長等から指名された東京ＤＭＡＴ隊

員が、速やかに地域災害医療コーディネーターの支援に入るとともに、都職員が医療対

策拠点に直ちに参集し、体制を整えます。 
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[表２２：医療対策拠点一覧]  

 二次保健 

医療圏 
構成区市町村 

設置医療機関 [ ]は略記号 

（基幹災害拠点病院、地域災害拠点中核病院） 

１ 区中央部 

 

千代田区、中央区、港区、 

文京区、台東区 

[日]日本医科大学付属病院 

 （文京区千駄木１－１－５） 

２ 区南部 品川区、大田区 [大]東邦大学医療センター大森病院 

 （大田区大森西６－１１－１） 

３ 区西南部 目黒区、世田谷区、 

渋谷区 

[広]東京都立広尾病院 

 （渋谷区恵比寿２－３４－１０） 

４ 区西部 新宿区、中野区、杉並区 [東]東京医科大学病院 

 （新宿区西新宿６－７－１） 

５ 区西北部 豊島区、北区、板橋区、 

練馬区 

[帝]帝京大学医学部附属病院 

 （板橋区加賀２－１１－１） 

６ 区東北部 荒川区、足立区、葛飾区 [女]東京女子医科大学附属足立医療センター 

 （足立区江北４－３３－１） 

７ 区東部 墨田区、江東区、 

江戸川区 

[墨]東京都立墨東病院 

 （墨田区江東橋４－２３－１５） 

８ 西多摩 青梅市、福生市、羽村市、 

あきる野市、西多摩郡 

[青]市立青梅総合医療センター 

 （青梅市東青梅４－１６－５） 

９ 南多摩 八王子市、町田市、 

日野市、多摩市、稲城市 

[八]東京医科大学八王子医療センター 

 （八王子市館町１１６３） 

10 北多摩西部 立川市、昭島市、国分寺市、

国立市、東大和市、武蔵村山市 

[災]国立病院機構災害医療センター 

 （立川市緑町３２５６） 

11 北多摩南部 武蔵野市、三鷹市、府中市、

調布市、小金井市、狛江市 

[多]東京都立多摩･小児総合医療センター 

 （府中市武蔵台２－８－２９） 

12 北多摩北部 小平市、東村山市、清瀬市、

東久留米市、西東京市 

[昭]公立昭和病院 

 （小平市花小金井８－１－１） 

13 

 

島しょ 東京都災害対策本部地方隊（各支庁※）が対応 

 ※ 大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁の４支庁 
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国は、令和４年７月２２日付「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備に

ついて」において、複数の市町村をまとめた地域における保健医療福祉調整の拠点とし

て、保健所を想定しています。 

都においては、保健及び福祉に関する調整は、東京都災害対策本部と区市町村災害対

策本部が直接連携して行いますが、二次保健医療圏の医療救護に関する調整は、医療対

策拠点で行うこととしています。 

医療対策拠点は、保健医療局の災害対策本部と連携して活動することに加えて、地域

災害医療コーディネーターが中心となり、各圏域で地域災害医療連携会議を実施するこ

ととしており、連携会議には区市町村（保健所含む）、都保健所が構成員に含まれている

ため、連携会議を通じて圏域の各主体が情報を共有できるため、地域の保健・福祉のニ

ーズを踏まえた調整を行います。 

 

［図１０：地域における保健医療福祉調整の体制］ 

 

 

※ 上記の構成を基本として、各医療対策拠点で柔軟に組織を構成します。 

地域災害医療コーディネーターの補佐役として、医療チームの代表者や行政職員等を追加することや、

参集した都職員のほか、区市町村職員を各部門に配置することも、円滑な連携に有効です。 
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２ 情報収集及び医療救護活動の統括・調整（関連Ｐ８８・Ｐ９２）  
 

都は、災害医療や地域の医療事情に精通している医師を、地域災害医療コーディネー

ターに指定しています。地域災害医療コーディネーターは、医療対策拠点において、圏

域内の医療救護活動を統括・調整します。 

 

[表２３：地域災害医療コーディネーターの活動期間] 

フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５
発災直後 超急性期 急 性 期
フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２

亜急性期 慢 性 期 中 長 期

【医療対策拠点に参集】
・医療対策拠点の設置運営
・圏域内の医療情報の集約一元化
・医療チームの配分調整
・傷病者を受け入れる病院の確保
・各災害医療コーディネーターとの連絡調整 など

【情報連絡体制に移行】
・地域災害医療連携会議の定期的な開催
・区市町村災害医療コーディネーターに対する

専門的助言

 

(1) 圏域内の情報収集に関すること 

 医療対策拠点は、圏域内の人的・物的被害の状況、病院の被害状況、都や区市町

村等から提供される医療情報を集約します。 

 

(2) 医療チームの配分調整に関すること 

医療対策拠点は、都から派遣された都医療救護班、都歯科医療救護班、都薬剤師

班、都内ＤＭＡＴ、都内の協力医療チーム及び全国から参集する応援医療チームを、

圏域内の区市町村や災害拠点病院に配分調整します。 

  

(3) 傷病者を受け入れる病院の確保等に関すること 

医療対策拠点は、圏域内の区市町村や災害拠点病院から要請を受けて、傷病者を

受け入れる病院を確保します。病院の確保に当たって、医療対策拠点が要請できる

範囲は、他の医療対策拠点、圏域内の災害拠点病院及び区市町村になります。 

また、圏域内の区市町村や災害拠点病院からの病院機能維持のためのライフライ

ン（水・燃料）支援要請を受けて、都に支援の調整を行います。 

  

(4) 災害医療コーディネーター等との連絡調整に関すること 

地域災害医療コーディネーターは、圏域内の医療救護活動方針、他圏域からの傷

病者の受入れ、他圏域への医療チームの派遣等について、都災害医療コーディネー

ター又は他の地域災害医療コーディネーターと調整します。 

また、地域災害医療コーディネーターは、圏域内の区市町村災害医療コーディネ 

ーターに対して、災害医療に関する専門的な助言を行います。 

 

(5) その他医療救護に関すること 

    地域災害医療コーディネーターは、医療対策拠点に参集した日本ＤＭＡＴ（原則

として統括ＤＭＡＴ※1）と連携して、ＤＭＡＴ活動拠点本部※2 の設置運営、圏域内

の病院支援活動及び地域医療搬送活動等を行う日本ＤＭＡＴを統括します。 
※１各ＤＭＡＴ本部の責任者として活動する統括ＤＭＡＴ有資格者をいう。 
※２参集した日本ＤＭＡＴの指揮及び調整や日本ＤＭＡＴ活動方針の策定等を行う本部をいう。 
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第５節 区市町村の災害医療体制 
 

区市町村は、大規模な災害が発生した（又は発生するおそれがある）場合に、区市

町村災害対策本部を設置します。 

都内（島しょ部を除く）で震度６弱以上の地震が発生した場合には、当該区市町村

内の震度に関わらず、医療に関する調整が可能な体制を確保することが望まれます。 

 
※ 本節は、区市町村の標準的な取扱いについて記載していますが、各区市町村が定める地域防災
計画が優先されます。 

 

１ 情報収集及び医療救護活動の統括・調整（関連Ｐ１０１・Ｐ１４５）  

 

区市町村は、区市町村災害医療コーディネーターからの医学的な助言を踏まえて、医

療救護活動を統括・調整します。    

 

用  語 説   明 

区市町村災害医療 

コーディネーター※ 

区市町村内の医療救護活動を統括・調整するため、区市町村

に対して医学的な助言を行う区市町村が指定する医師 

※ 各区市町村が指定する災害医療コーディネーターの総称（固有名詞）とする。 

 

(1) 区市町村全域の情報収集に関すること 

 区市町村は、区市町村内の人的・物的被害、病院被害※、医療救護所の設置運営

状況、医療機関の診療状況、地区医療救護班などの医療チームの活動状況、その他

医療救護に必要な情報を集約します。 

 ※病院被害を把握できないときは、必要に応じて、現地確認を行います。 

 

(2) 医療救護所の設置・運営に関すること 

   区市町村は、医療救護所（緊急医療救護所及び避難所医療救護所）を設置・運営

します。 

 

(3) 医療救護活動拠点の設置・運営に関すること 

医療救護所を開設した区市町村は、原則として、区市保健所や保健センター等に

医療救護活動拠点を設置します。 

医療救護活動拠点では、区市町村災害医療コーディネーターが中心となって、医

療救護班などの医療チームと情報交換を行い、医療救護所や医療機関で行われる医

療救護活動に不均衡が生じないように医療ニーズや活動方針を確認します。 

 

用  語 説   明 

医療救護活動拠点 

 

区市町村が、医療救護所や在宅療養者の医療支援に関して

調整・情報交換するために設置する拠点 
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(4) 地区医療救護班等の編成及び派遣に関すること 

   区市町村は、地区医師会、地区歯科医師会、地区薬剤師会などの関係機関に対し

て、地区医療救護班、地区歯科医療救護班及び地区薬剤師班等の編成・派遣を要請

します。 

 

(5) 医療チームの派遣を要請すること 

   病院（災害拠点病院を除く）や医療救護所などで活動する医療チームが不足して

いる（又は不足が見込まれる）とき、区市町村は、管轄する医療対策拠点に対して、

医療チームの派遣を要請します。 

 

(6) 傷病者を受け入れる病院の確保等に関すること 

   区市町村は、病院、診療所及び医療救護所からの要請を受けて、傷病者を受け入

れる病院を確保します。病院の確保を要請できる範囲は、区市町村内の病院、圏域

内の災害拠点病院及び管轄する医療対策拠点になります。 

また、区市町村内の病院からの病院機能維持のためのライフライン（水・燃料）

支援要請を受けて、区市町村による支援が難しい場合には、管轄する医療対策拠点

へ支援のための調整を行います。 

 

(7) 医薬品・医療資器材の確保に関すること 

   区市町村は、地区薬剤師会と連携して災害薬事センターを設置し、備蓄医薬品の

活用や卸売販売業者から医薬品等の調達を行います。 

 

(8) その他医療救護に関すること 

  その他医療救護に関することは、区市町村の地域防災計画の定めによります。 
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２ 区市町村災害医療コーディネーターの機能       
 

区市町村は、災害医療や地域の医療事情（区市町村の医療環境や地理など）に精通し

ている医師を区市町村災害医療コーディネーターに指定します。 

区市町村災害医療コーディネーターは、大規模災害発生時において、区市町村長の要

請を受けて医療救護活動拠点などに参集し、次の職務に関して、医学的な見地から助言

を行います。 

 

[表２４：区市町村災害医療コーディネーターの活動期間] 

亜急性期

フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５

発災直後 超急性期 急 性 期 慢 性 期 中 長 期

【区市町村災害対策本部に参集】
・区市町村の医療救護活動方針の策定
・医療チームの配分調整
・傷病者を受け入れる病院の確保
・地域災害医療コーディネーターとの連絡調整

 

 

(1) 区市町村の医療救護活動方針の策定に関すること 

区市町村災害医療コーディネーターは、区市町村内の被害状況、医療救護所の医

療ニーズ、医療チームの活動状況などを踏まえ、区市町村が定める医療救護活動方

針に対して、医学的な助言を行います。 

 

(2) 医療チームの配分調整に関すること 

区市町村災害医療コーディネーターは、区市町村内の病院や医療救護所の人的・

物的資源に不均衡が生じないように、医療チームの配分調整について、医学的な助

言を行います。 

  

(3) 傷病者を受け入れる病院の確保に関すること 

区市町村災害医療コーディネーターは、傷病者を受け入れる病院の確保に向けて、

区市町村内の病院、圏域内の災害拠点病院及び管轄する医療対策拠点と調整します。 

 

(4) 地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること 

区市町村災害医療コーディネーターは、医療救護活動方針等について、地域災害

医療コーディネーターと調整します。 

 

(5) その他医療救護に関すること 

    その他医療救護に関して、区市町村に対する医学的な助言を行います。 
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３ 地区医療救護班等の活動等（関連Ｐ１６・Ｐ１０３・Ｐ１４７）          
 

(1) 地区医療救護班の編成・派遣 

区市町村は、地区医師会に対して、地区医療救護班の編成・派遣を要請します。

地区医療救護班は、医療救護所を中心に区市町村が定める医療救護活動を行います。 

この医療救護活動には、トリアージ及び傷病者に対する応急処置、助産救護、死

亡の確認（状況に応じて、遺体の検案に協力）などがあります。 

 

(2) 地区歯科医療救護班の活動 

区市町村は、地区歯科医師会に対して、地区歯科医療救護班の編成・派遣を要請

します。地区歯科医療救護班は、医療救護所を中心に区市町村が定める歯科医療救

護活動を行います。 

この歯科医療救護活動には、歯科医療を要する傷病者に対する応急処置又は歯科

医療の提供、トリアージの協力、検視・検案に際しての法歯学上の協力などがあり

ます。 

 

(3) 地区薬剤師班の活動 

区市町村は、地区薬剤師会に対して、地区薬剤師班の編成・派遣を要請します。

地区薬剤師班は、災害薬事センターなどで、区市町村が定める救護活動を行います。 

この救護活動には、医療救護所における調剤及び服薬指導、医薬品の集積場所等

における医薬品の仕分け・管理、トリアージの協力などがあります。 
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４ 医療救護所（関連Ｐ１０５・Ｐ１４８）                 
 

災害時には、災害現場の負傷者や被災地内の傷病者に対して救護活動を行うため、

救護所を設置します。救護所には、医師が医療救護活動を行う医療救護所や東京消防

庁などの救助機関が活動を行う現場救護所などがあります。 

区市町村は、各区市町村地域防災計画に基づいて医療救護所を設置・運営すること

になりますが、本ガイドラインでは、発災後に速やかに医療機関の近くに設置する緊

急医療救護所と、主に急性期以降に避難所内に設置する避難所医療救護所について記

載しています。 

 

[図１１：主な救護所の種別※] 

救護所

医療救護所
（医師が活動を行う救護所）

現場救護所 など
（消防などの救助機関が活動を行う救護所 など）

緊急医療救護所
（超急性期から医療機関の近接地等に設置する医療救護所）

避難所医療救護所
（主に、急性期から避難所内に設置する医療救護所）

 
  ※ ここで記載している救護所の種別は、法令等により定められたものではなく、広域災害救急医療情報 

システム（ＥＭＩＳ）の救護所種別（避難所救護所、医療機関前救護所、現場救護所及び拠点救護所）に 

基づいて、本ガイドラインが定めた区分になります。 

  

[表２５：医療救護所の設営時期] 

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５

超急性期 急性期 亜急性期 慢性期 中長期

　　速やかに設置し、トリアージ・応急処置等 （状況に応じて閉鎖） 緊急医療救護所

フェーズ０

発災直後

 想定される医療ﾆｰｽﾞ

 避難所医療救護所

外傷治療・救命救急の医療ニーズ

慢性疾患治療・被災者等の健康管理

（発災後３時間～）避難所設置

（必要に応じてﾄﾘｱｰｼﾞ・応急処置等） 慢性疾患治療及び被災者等の健康管理（巡回診療を含む）
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(1) 緊急医療救護所の設置 

区市町村は、発災直後からおおむね超急性期まで、災害拠点病院などの近接地等

（病院開設者の同意がある場合には病院敷地内を含む）に緊急医療救護所を設置し

ます。 

なお、ＥＭＩＳの「医療機関前救護所」に相当するものとします。 

 

(2) 避難所医療救護所の設置 

区市町村は、おおむね超急性期までは、病院がない地域を中心に避難所医療救護

所を設置し、また、おおむね急性期から慢性期までは、原則として５００人以上の

避難所又は二次避難所（福祉避難所）※などに、避難所医療救護所を設置します。 

なお、ＥＭＩＳの「避難所救護所」に相当するものとします。 

※ 一般的な避難所での避難生活が困難な要配慮者のために特別な配慮がなされた避難所 

 

 [表２６：緊急医療救護所と避難所医療救護所の比較] 

　１　目　的

　２　場　所

　４　期　間

医　　療　　救　　護　　所

緊 急 医 療 救 護 所 避 難 所 医 療 救 護 所

　区市町村が、発災後速やかに、災害拠点病院などの
　近接地等に設置する医療救護所

　区市町村が、おおむね急性期以降に、避難所内に
　設置する医療救護所

　３　機　能

[おおむね超急性期まで]

 ○ トリアージ
 ○ 軽症者（慢性疾患等を含む）に対する治療

 ○ (必要に応じて)中等症者・重症者に対する
　　搬送までの応急処置

[おおむね超急性期まで]
・病院がない地域に設置する避難所医療救護所
 ○ トリアージ
 ○ 軽症者（慢性疾患等を含む）に対する治療
 ○ 受入可能な医療機関までの搬送
 ○ 中等症者・重症者に対する応急処置
 ○ 避難者等に対する健康相談
 ○ 助産救護

[おおむね急性期以降]
・巡回診療などを行う避難所医療救護所
○　傷病者に対する治療
○　避難者等に対する健康相談　など

 ○ 原則として、超急性期まで開設
　　（近接病院等の状況から閉鎖を判断）

 ○ 原則として、急性期から慢性期まで開設
　　（地域の医療機能や避難所の状況から閉鎖を判断）

 ○ 災害拠点病院などの近接地等(病院敷地内を含む）  ○ 原則として500人以上の避難所、二次避難所

○ 重症度に応じた適切かつ迅速な医療の提供 ○ 地域住民に対する医療機能の提供

・発災直後は、多数傷病者に対する優先順位が必要

↓
・病院前トリアージを実施して、中等症者等に対する

災害拠点病院などの診療機能を確保

・地域医療が回復するまで医療機能の確保が必要
↓

・病院がない地域における臨時的な医療機能の提供
・避難生活の長期化による被災者の健康管理など
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《緊急医療救護所の考え方 —災害拠点病院の場合— 》 

１　緊急医療救護所の設置前（発災直後）

２　緊急医療救護所の設置後

災害拠点病院

病院前トリアージ※

応急処置

病院敷地内

※ 医師等病院関係者は病院前トリアージを実施する。

災害拠点病院が病院前トリアージを行う場合

（治療・収容）
重 症

中等症

軽 症

災害拠点病院

病院敷地内

※ 病院関係者は病院前トリアージを中止し、院内の治療に専念する。

設置パターン①（区市町村が災害拠点病院の入口前に設置する場合）

（治療・収容）※
緊急医療救護所

災害拠点連携病院
（治療・収容）

（治療）

災害拠点病院

病院敷地内

※ 病院関係者は病院前トリアージを中止し、院内の治療に専念する。

設置パターン②（区市町村が災害拠点病院の敷地内に設置する場合）

（治療・収容）※
緊急医療救護所

災害拠点連携病院
（治療・収容）

（治療）

災害拠点病院

病院敷地内

設置パターン③（災害拠点病院の近接地に設置する場合）

（治療・収容）重 症

中等症

軽 症

災害拠点連携病院
（治療・収容）

病院前トリアージ

緊急医療救護所

（治療）

重 症
中等症
軽 症

負傷者

負傷者

重 症
中等症

軽 症
負傷者

軽 症
中等症

重 症

負傷者

負傷者

災害拠点連携病院

（治療・収容）

応急処置

応急処置

応急

処置

応急処置
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《参考》 緊急医療救護所を設置する必要性について 

以前の東京都地域防災計画は、災害現場の負傷者や被災地内の傷病者を医療救護所

に一次的に集めることとし、医療救護所では対応できない傷病者を後方医療施設（被

災を免れた全ての医療機関）に搬送することとしていました。 

しかし、平成２３年に発生した東日本大震災では、傷病者が医療機関に集中する傾

向が強かったことから、都は、平成２４年に東京都地域防災計画を修正しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  避難所医療救護所では、平時から医療活動が行われていないため、 

重症者等に対応できません。 
  
１  発災直後には医療救護所がないこと 

避難所は、平時から開設されている医療施設ではないため、医療従事者の参
集や医療救護所の開設準備に時間を要します。 
このため、傷病者が避難所に集まっても、医師の応急処置等を受けられない

ことがあります。 
一方、病院は、平時から開設されている医療施設です。緊急医療救護所の開

設前であっても、傷病者は病院で診療を受けることができます。 
 

２  避難所医療救護所には十分な設備がなく、対応できる傷病者が限られること 
避難所医療救護所の設備や医薬品・医療資器材は、一般病院と比較して限ら

れたものになります。災害現場からの負傷者を避難所医療救護所に集めても、
対応できる傷病者は限られます。 

 
 ３  避難所医療救護所で受け入れた重症者等は、病院に搬送しなければならないこと 

避難所医療救護所で対応できない重症者等を近隣の災害拠点病院に搬送する
ためには、重症者等の搬送車両を配置しなければなりません。 

   
被災地内の傷病者は、できるだけ対応可能な病院に集めていく。 

  
 １ 傷病者が集中する病院の前に、緊急医療救護所を設置すること 

 公立小中学校等に設置が予定されている避難所医療救護所に比べて、被災地
内の医療機関は限られ、傷病者が医療機関に集中することが想定されます。 
 このため、発災直後から超急性期までは、区市町村が、病院の近くに緊急医
療救護所を最優先に設置して、重症者や中等症者等の収容・治療を担う病院の
医療機能を守ることが必要です。 
 

 ２ 病院の役割分担を定めること 

 病院は、救命救急センターを有する病院、救急告示医療機関、精神医療を担
う病院など、様々な特性を有しています。このため、災害時であっても、重症
者等に対応できる病院は限られます。 
 都は、全ての病院を「災害拠点病院」、「災害拠点連携病院」、「災害医療
支援病院」に分類しています。今後は、各病院の特性に応じた具体的な役割分
担を定めていくことが必要です。 
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５ 医療救護活動拠点                      
 

(1) 医療救護活動拠点の設置 

  医療救護所を開設する区市町村は、区市保健所や保健センターなどに医療救護活

動拠点を設置します。 

 

(2) 医療救護活動拠点の機能 

医療救護活動拠点では、毎朝・毎夕など定期的にミーティングを開催します。 

このミーティングでは、区市町村災害医療コーディネーターを中心に、医療救護

救護活動方針の確認や情報交換等を行います。 

特に、各医療救護所の運営に不均衡が生じないように、医療救護班等が不足して

いる医療救護所がないか、医療救護所の人的・物的支援に不均衡がないか、医療救

護活動が継続的かつ計画的に行われているか、などについて確認します。 

 

(3) 医療救護活動拠点の閉鎖 

区市町村は、医療救護所の設置数や医療救護活動の状況から、医療救護活動拠点

の閉鎖時期を決定します。 

 

 [参考:医療救護活動拠点のレイアウト（例）] 

区市町村
災害医療
コーディネーター

地区三師会・区市町村職員

医療チームの班長

パソコン電話・FAX

医薬品等器材置場

仕分け場 カルテ 処方箋 申し送り表

※施錠できる環境であること※施錠できる環境であること
必要に応じて災害薬事センター機能

文具

医療救護活動拠点

事務局

医療チームのスタッフ

災害医療に精通
した医療チームの
代表によるコーディ
ネーターのサポート
（日赤・ＪＭＡＴなど）
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第６節 医薬品・医療資器材 
 

１ 医薬品・医療資器材等の調達方法（関連Ｐ１３０）        

 

 (1) 病院、診療所、歯科診療所、薬局 

病院、診療所、歯科診療所及び薬局は、原則として、医薬品、医療機器、衛生材料

及び歯科用医薬品を平時と同様に卸売販売業者から購入します。 

卸売販売業による医薬品等の供給機能は段階的に復旧しますが、流通が回復するま

で（おおむね超急性期までの７２時間）は、医療機関の備蓄品等で対応します。 

 

 (2) 区市町村 

区市町村は、災害薬事センターを設置して卸売販売業者に医薬品等を発注し、医

療救護所や避難所に供給します。 

また、流通が回復するまでは、区市町村の備蓄品等で対応します。 

 

[表２７：医薬品・医療資器材等の供給] 

機 関 名 活 動 内 容 

東京都 

保健医療局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 医薬品等の卸売販売業者が早期に機能を復旧できるよう、自衛

隊等関係機関の協力を得ながら支援 

○ 区市町村の医薬品・医療資器材が不足する場合に、要請に基づ

き、都の備蓄品を供給 

○ 医薬品等が不足した場合には、東京医薬品卸業協会等災害時協

力協定締結団体から調達 

○ 災害拠点病院等が収容力を臨時的に拡大するために必要な応急

用資器材及び医薬品等の確保に努める。 

○ 必要に応じて医薬品集積センターを設置し、仕分けた上で区市

町村へ提供 

区市町村 

 

 

 

○ 発災後速やかに災害薬事センター（旧称：医薬品ストックセンタ

ー）を設置 

○ 災害時には区市町村が備蓄しているものを使用 

○ 備蓄医薬品等に不足が生じた場合は、区市町村において独自に調

達し、調達が困難な場合には都に要請 

都薬剤師会 

地区薬剤師会 

 

 

 

○ 区市町村災害医療コーディネーター、地域災害医療コーディネー

ター及び東京都災害医療コーディネーターの業務に協力 

○ 被災地内の地区薬剤師会は、区市町村の要請を受け、災害薬事セ

ンター（旧称：医薬品ストックセンター）における医薬品の仕分け・

管理、救護所での調剤、地区薬剤師班の調整等を行う。 

○ 都の要請があった場合、医薬品集積センターにおける仕分け・管

理等を実 
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２ 東京都の対応（関連Ｐ１２８）                            
（根拠：東京都地域防災計画など） 

 

都は、卸売販売業者及び災害時協力締結団体※や日本赤十字社東京都支部などとと連

携し、災害時の医薬品等の供給体制を構築しています。 

なお、医薬品・医療資器材と一部の血液製剤の調達方法は異なりますので、ご注意く

ださい。 
※  東京都薬剤師会、東京医薬品卸業協会、日本医療機器協会、日本産業・医療ガス協会、日本衛生材料

工業連合会及び大東京歯科用品商協同組合  
 

 １.医薬品・医療資機材 

(1) 医薬品集積センターの設置 

都は、必要に応じて、医薬品集積センターを設置し、被災地外の関係団体や他道

府県市などからの医薬品等を集積し、区市町村が設置する災害薬事センターに配送

します。 

 

(2) 卸売販売業の復旧支援 

都は、医薬品等の卸売販売業者が早期に機能を復旧できるよう支援します。 

 

(3) 区市町村への支援 

    甚大な被害を受けたこと等により、区市町村が自ら医薬品等を調達できない場合、

都は、区市町村から要請を受けて、医薬品等を調達します。 

また、調達を円滑に行うため、災害時協力協定締結団体から被災状況や医薬品等

の充足状況などの報告を受けます。 

 

(４) 医薬品・医療資器材等の備蓄 

都は、区市町村から要請があった場合に医薬品等を供給できるように、医療資器

材等の一部を備蓄しています。 

 

２.血液製剤（輸血用血液製剤） 

都は、区市町村から血液製剤(輸血用血液製剤）の供給要請があった場合、又は血

液製剤(輸血用血液製剤）の供給について必要と認めた場合は、日赤東京都支部（東

京都赤十字血液センター）及び献血供給事業団に供給を要請します。 

  血液製剤(輸血用血液製剤）が不足する場合、都は他道府県を通じて他道府県血液

センター（他道府県支部）に応援を依頼し、都外からの供給によりその確保を図り

ます。 

 

 【参考】血液製剤とは、人の血液又はこれから得られた物を有効成分とする医薬品

のことです。人の血液の全部（全血）又は人の血液から赤血球、血小板、血漿とい

った成分を分離・調剤した「輸血用血液製剤」と、人の血液の血漿から治療に必要

な血漿タンパク質を種類ごとに分離精製した「血漿分画製剤」があります。 
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３ 区市町村の対応（関連Ｐ１２９）                    

（根拠：東京都地域防災計画など） 

 

区市町村は、災害時に必要な医薬品等を備蓄するとともに、地区薬剤師会と連携し、

災害薬事センターの設置場所や運営方法、卸売販売業者からの調達方法などをあらかじ

め協議しておきます。 

詳しくは、『災害時薬剤師班活動ガイドライン』によります。 

 

(1) 医薬品等の備蓄 

区市町村は、地区医師会、地区歯科医師会及び地区薬剤師会と協議のうえ、医療

救護所や避難所などで使用する医薬品等の備蓄に努めます。備蓄量は発災から３日

間で必要な量を目安とします。 

 

(2) 災害薬事センター（旧称：医薬品ストックセンター）の設置 

区市町村は、地区薬剤師会と連携して、医療救護所や避難所などへの医薬品等の

供給拠点となる災害薬事センター（旧称：医薬品ストックセンター）を、原則とし

て、医療救護活動拠点と同一建物内（又は近接する場所）に設置します。 

また、地区薬剤師会から災害薬事コーディネーター（旧称：医薬品ストックセン

ター長）を選任します。 

 

(3) 災害薬事センターの機能 

災害薬事センターは、薬事に関する「人」（＝薬剤師、薬局、卸売販売業者等）と

「物」（＝医薬品、医療資器材等）を調整する拠点としての役割を担います。 

また、災害薬事センターで収集した情報は、災害薬事コーディネーターを通して

区市町村災害医療コーディネーターへ提供します。   

その他、運営方法、納入先及び納入先への搬送方法等具体的な活動内容について

定めておきます。 

 

(4) 災害薬事コーディネーターの機能 

災害薬事センターのセンター長は、災害薬事コーディネーターとして、薬事の観

点から区市町村災害医療コーディネーターをサポートし、地域の医療救護活動が円

滑に行われるように、医薬品に関する情報収集や薬剤師班の活動を調整します。 

 

[参考：災害薬事コーディネーターの業務] 

 

 

 

 

 

 

１ 医療救護所等で必要になる医薬品等の需給状況の把握、卸売販売業者への発注、在庫管理など 

２ 薬剤師班の差配、支援要請など 

３ 病院薬剤部、薬局、卸売販売業者等、地域の薬事関係者の復旧状況や医薬品の過不足状況の 

把握、薬事関係者の調整など 
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第７節 医療機関 
 

１ 医療機関（全般）（関連Ｐ１１１）                    
 

  災害時には、多数の傷病者等が医療機関に集中することが想定されます。このとき、

傷病者に対して中心的な役割を担うのは、被災地内の医療機関です。 

 

(1) 医療機関等の分類 

  都は、被災地の限られた医療資源を有効に活用するため、全ての病院を、災害拠

点病院、災害拠点連携病院及び災害医療支援病院に分類しています。傷病者を受け

入れる医療機関の分類は、下記のとおりです。 

 

[表７（再掲）：災害時における病院の役割分担] 

種  別 役 割 分 担 

災害拠点病院 主に重症者の収容・治療を行う都が指定する病院 

災害拠点連携病院 
主に中等症者又は容態の安定した重症者の収容・治療を行

う都が指定する病院 

 

災害医療支援病院 

主に専門医療、慢性疾患への対応、区市町村地域防災計画

に定める医療救護活動を行う病院 

（災害拠点病院及び災害拠点連携病院を除く全ての病院） 

 

[表１３（再掲）：診療所・歯科診療所・薬局の種別と役割分担] 

種  別 役 割 分 担 

専門的医療を行う 

診療所 

原則として、診療を継続する診療所 

（救急告示医療機関、透析医療機関、産科及び有床診療所） 

診療所 

歯科診療所 

薬 局 

区市町村地域防災計画に定める医療救護活動又は診療を

継続する診療所等 

（上記以外の診療所、歯科診療所、薬局） 

 

(2) 平常時からの備え 

ア 災害対策委員会の設置 

院長等を責任者とする災害対策委員会を設置し、災害時の医療救護体制の在り

方、施設設備等の安全点検、防災訓練の実施などについて事前に検討します。 

 

イ 緊急時の連絡網の整備 

災害発生直後から迅速に対応できるように、職員や関係機関との緊急連絡網を

整備し、安否確認の方法や関係機関に要請すべき事項を取りまとめて、職員に周知

します。 
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ウ 事業継続計画（ＢＣＰ）や災害対応マニュアルの策定 

病院、診療所、歯科診療所及び薬局は、災害時においても診療等を継続できる

ように事業継続計画（ＢＣＰ）や災害対応マニュアルを策定し、職員の参集体制、

災害発生時の初動体制、外来・入院患者への対応、新たな傷病者の受入場所の確保

や病床の臨時拡大の方法、地域の関係機関との連携などについて、あらかじめ定め

ておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

エ 医薬品・医療資器材の管理 

卸売販売業者が復旧し、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な医薬品等

（おおむね３日分程度）をあらかじめ備蓄します。 

 

オ 施設・設備等の点検 

医療機能の維持に欠かせない電気、水道などの施設・設備等の点検を毎年度定

期的に実施します。 

      

カ 防災訓練の実施 

被災地内の医療機関には、在院患者の安全確保や新たな傷病者の受入れなどが求

められます。このため、各医療機関は、次の（ア）及び（イ）を目的として、計画

的に防災訓練を実施します。 

   （ア）事業継続計画（ＢＣＰ）や災害対応マニュアルの検討・見直し 

（イ）災害時の対応方法の周知 

 

【参考：病院における防災訓練マニュアル等】 

○ 病院における防災訓練マニュアル（平成８年８月発行） 

○ 病院の施設・設備自己点検チェックリスト（平成１２年３月発行） 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/bousaikunnrenn.html 

 

【参考：事業継続計画（ＢＣＰ）】 

  事業継続計画（ＢＣＰ）とは、災害時においても重要業務を中断しないように

事前に定めた計画をいいます。 

  事業継続計画（ＢＣＰ）において想定する主な業務には、①優先度の高い通常

業務、②災害時応急対策業務、③応急復旧業務、④優先度の高い復旧業務、⑤予

防業務があります。 

  都では、以下のとおりガイドラインを定めていますので、ご活用ください。 

(1)医療機関の事業継続計画（ＢＣＰ）策定ガイドライン 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/zigyoukeizokukeikaku.html 

(2)災害時の薬局業務運営の手引き ～薬局ＢＣＰ・地域連携の指針～ 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/yakkyokubcp.html 

 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/bousaikunnrenn.html
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/zigyoukeizokukeikaku.html
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/yakkyokubcp.html
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２ 災害拠点病院（関連Ｐ１１６）                     
（根拠：東京都災害拠点病院設置運営要綱） 

 

都内で災害が発生し、通常の医療体制では、傷病者に対する医療の提供が困難な場

合、災害拠点病院は、重症者等の受入体制の強化、都医療救護班や都内ＤＭＡＴの編

成・派遣など、災害拠点病院として必要な医療救護活動を行います。 

 

(1) 災害拠点病院の指定 

都は、首都直下地震等が発生した場合の被害想定や二次保健医療圏の医療事情を

踏まえて、都が定める指定基準を満たした病院から災害拠点病院を指定しています。 

 

(2) 災害拠点病院の分類 

都は、災害拠点病院を、基幹災害拠点病院、地域災害拠点中核病院及び地域災害

拠点病院に三分類しています。 

 

ア 基幹災害拠点病院 

基幹災害拠点病院とは、災害拠点病院に対する訓練研修機能等を有する病院と

して、原則として都道府県に１か所指定される病院をいいます。 

都は、人口規模が大きいことから、都立広尾病院と国立病院機構災害医療セン

ターの２か所を指定しています。 

 

イ 地域災害拠点中核病院 

地域災害拠点中核病院とは、二次保健医療圏（基幹災害拠点病院を有する医療

圏及び島しょ保健医療圏を除く。）に１か所指定される病院をいいます。 

 

ウ 地域災害拠点病院 

地域災害拠点病院とは、基幹災害拠点病院及び地域災害拠点中核病院を除く全

ての災害拠点病院をいいます。 

 

(3) 災害拠点病院の機能 

ア 主に重症者を受け入れること 

災害拠点病院は、原則として、近隣の医療機関や医療救護所等では対応できない

重症者等の収容・治療を行います。このため、病院前に緊急医療救護所を設置して、

病院機能を確保します。 

 

イ 都医療救護班及び都内ＤＭＡＴの編成・派遣 

災害拠点病院は、都の要請を受けて、都医療救護班及び都内ＤＭＡＴを編成・派

遣します。 

 

ウ 医療対策拠点の設置 

都は、基幹災害拠点病院と地域災害拠点中核病院に、医療対策拠点を設置します。 
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(4) 院内体制の整備 

災害拠点病院は、前記「１ 医療機関（全般）」の「(2) 平常時からの備え」の

ほか、下記について事前に検討します。 

 

ア 重症者等の受入場所の確保  

災害拠点病院は、多数の傷病者を受け入れることができるように、施設内の構造

などを踏まえ、トリアージエリア、重症者等の受入場所、患者動線、遺体安置所な

どをあらかじめ確保します。 

さらに、臨時の受入場所として、廊下、会議室、食堂などのスペースを最大限に

活用できるように、あらかじめ災害時の対応を定めておきます。 

 

イ 医療チームの受入方法の確立 

災害拠点病院には、病院支援や地域医療搬送などを担う医療救護班や日本ＤＭ

ＡＴなどの医療チームが参集します。このため、医療チームの受入方法について、

あらかじめ定めておきます。 
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３ 災害拠点連携病院（関連Ｐ１２１）                   
（根拠：東京都災害拠点連携病院設置運営要綱） 

 

都内で災害が発生し、通常の医療体制では傷病者に対する医療の提供が困難な場合、

災害拠点連携病院は、主に中等症者を受け入れます。 

 

(1) 災害拠点連携病院の指定 

都は、救急告示を受けている病院、その他同等の機能を有すると知事が認めた病

院から災害拠点連携病院を指定します。 

 

(2) 災害拠点連携病院の機能 

   災害拠点連携病院は、主に中等症者や容態の安定した重症者の収容・治療を行い

ます。 

 

(3) 傷病者等の受入場所の確保  

災害拠点連携病院は、前記「１ 医療機関（全般）」の「(2) 平常時からの備え」

のほか、多数の傷病者を受け入れることができるように、施設内の構造などを踏ま

え、トリアージエリア、中等症者等の受入場所、患者動線、遺体安置所などをあら

かじめ確保します。 

さらに、臨時の受入場所として、廊下、会議室、食堂などのスペースを最大限に

活用できるように、あらかじめ災害時の対応を定めておきます。 
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４ 災害医療支援病院（関連Ｐ１２４）                   
 

災害医療支援病院は、災害拠点病院及び災害拠点連携病院以外の全ての病院であり、

次の(1)及び(2)に分類されます。 

 

(1) 専門医療を担う病院 

災害時において、医療機能の維持が求められる周産期医療、小児救急、精神医療、

透析医療、その他専門医療への対応を行う病院は、既存のネットワーク等の連携体

制を活用して、災害時に不足する医療機能の確保に努めます。 

 

(2) 主に慢性疾患を担う病院 

「(1) 専門医療を担う病院」以外の全ての災害医療支援病院は、慢性疾患への対

応や区市町村地域防災計画に定める医療救護活動を行います。 

 

 

５ 診療所・歯科診療所・薬局（関連Ｐ１２７）                         
 

診療所、歯科診療所及び薬局の具体的な役割は、次の(1)及び(2)に分類されます。 

その他、詳細については、区市町村が定める地域防災計画によります。 

 

(1) 専門的医療を行う診療所 

  救急告示医療機関、透析医療機関、産科及び有床診療所は、原則として診療を継

続します。 

 

(2) 一般診療所・歯科診療所及び薬局 

「(1) 専門的医療を行う診療所」以外の診療所、歯科診療所及び薬局の取り扱い

については、区市町村地域防災計画に定める医療救護活動や診療継続に努めます。 
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第８節 搬送体制（関連Ｐ１３３） 
 

 

都は、東京都災害医療コーディネーターの医学的な助言を受けて、傷病者の受入れが

可能な医療機関を確保し、傷病者を搬送します。 

また、都外に搬送する必要がある場合には、都が、他自治体との協定等に基づき、他

県又は市（以下「他県等」という。）に対して傷病者等の受入れを要請します。 

 

[表２８：医療搬送の定義] 

用 語 定  義 

地域医療搬送 ・地域医療搬送とは、被災地内外を問わず、都道府県、市区町村及び病院が、各防

災関係機関の協力を得て、ヘリコプター、救急車等により患者を搬送する医療搬送

（県境を越えるものも含む）であって、広域医療搬送以外のものをいう。 

・ 災害現場から被災地域内の医療機関への搬送、被災地域内の医療機関から近隣

地域への搬送、被災地域内の医療機関からＳＣＵへの搬送及び被災地域外のＳＣＵ

から医療機関への搬送を含む。 

広域医療搬送 ・広域医療搬送とは、国が各機関の協力の下、自衛隊機等の航空機を用いて対象患

者を被災地内の航空搬送拠点から被災地外の航空搬送拠点まで航空搬送する医療

搬送をいう。 

・広域医療搬送は、被災地域及び被災地域外の民間や自衛隊の空港等に航空搬送拠

点を設置して行う。 

【日本ＤＭＡＴ活動要領による】 

 

(1) 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置 

都は、大規模災害時等において傷病者の航空搬送を行うための拠点を確保し、同

拠点内に臨時医療施設（Staging Care Unit。以下「ＳＣＵ」という。）を設置しま

す。 

ＳＣＵとは、主に航空機搬送に際して患者の症状の安定化を図り、搬送を実施す

るための臨時医療施設として、必要に応じて被災地域及び被災地域外の航空搬送拠

点に設置されるものです。 

   都は、内閣府が定めるＳＣＵ設置候補地（東京国際空港（羽田空港）、有明の丘広

域防災拠点及び立川駐屯地の３か所）に設置することを予定しています。 

 

(2) 搬送体制の整備等 

都は、自動車、ヘリコプター、船舶など複数の搬送手段を確保するとともに、ヘ

リコプター緊急離着陸場※の確保を図ることとします。 

また、相互応援協定等に基づき、国や関係県市等との広域医療搬送体制の整備に

努めています。 
※東京都地域防災計画[別冊資料]に、「災害時臨時離着陸場候補地一覧」を掲載しています。 
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                           第  ２  章     

 
 

各論Ⅰ：発災直後～超急性期・急性期 
    ～ 救命救急のニーズに対応する ～ 

 
   ● 本章のポイント● 

 発災直後から超急性期・急性期までは、外傷治療

及び救命救急ニーズに対応する必要があります。 
本章は、発災直後の限られた医療資源を最大限に

活用できるように、各機関の標準的な活動方針につ

いて記載しています。 
各機関が連絡できる範囲が限定されていること、

都や区市町村が定める統一的な活動方針を踏まえて

各機関が連携して医療救護活動を行うことなど、平

常時と異なる対応があることをご確認ください。 
                  １ 本章では、この「避難所管理運営の指針（区市町

村向け）」の作成目的・構成、用語の定義等、基本

的な事項について記載しました。 
２ この指針は、東京都地域防災計画の修正を踏まえ、

区市町村がそれぞれの地域の実情に応じた「マニュ

アル」又は「運営基準」を策定・改訂する際に活用

していただけるよう、平成１９年に作成した内容を

改訂したものです。 
３ 各区市町村におかれましては、今後、地域の実情

に応じ、避難所の管理運営に係るマニュアルなどの

策定等をお願いします。 
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第１節 情報連絡体制 
 

都内において震度６弱以上の地震が発生した場合など大規模な災害が発生していると

き、都は、本ガイドラインに定める医療救護に関する情報を収集します。 

各地域の被害状況は、主に、都や区市町村の災害対策本部が把握しますが、「医療救護

に関する情報（医療機関や医療救護所の状況、医療チームの活動状況など）」については、

都、医療対策拠点、区市町村その他関係機関が連携して情報収集に努めます。 

 

[図１２：急性期までの情報連絡体制] 

区市町村医療救護活動拠点
（区市町村

災害医療コーディネーター）

人的・物的被害
その他被害状況

医療対策拠点
（地域災害医療コーディネーター）

東京都災害対策本部
（東京都災害医療コーディネーター）

人的・物的被害
その他被害状況

災害拠点病院

東京都医師会
東京都歯科医師会
東京都薬剤師会
日本赤十字社東京都支部

災害拠点連携病院
災害医療支援病院

東京ＤＭＡＴ指定病院

緊急医療救護所
避難所医療救護所

地区医師会
地区歯科医師会
地区薬剤師会 など

国や他道府県などの関係機関

 

【注：本ガイドラインにおける情報】 

発災直後は、人的・物的被害の状況について正確な情報を集約し、外傷治療・救命

救急の医療ニーズを的確に把握することが重要です。都は、よりきめ細かな医療ニー

ズを把握するため、災害医療コーディネーターを中心として医療救護活動に必要な情

報を集約します。 

（本ガイドラインでは医療救護に関する情報の取扱いについて示します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：災害時の情報（保健医療局関係） 

医療救護に関する情報 

○透析医療 在宅難病、 

精神医療、血液製剤など 

○避難所、高齢者施設、 

障害者施設、児童施設など 

○医薬品、感染症、遺体 

食品衛生、水、動物など 
○医療機関や医療救護所の状況 

○医療チームの活動状況など 
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【参考：通信手段について】 

   

 災害時においては、様々な通信手段を活用することにより、関係機関と情報共有する

ことが求められますが、本ガイドラインでは、「電話等」及び「電子メール・ＦＡＸ等」

を下記のとおり想定しています。さらに、こうした基本的な通信手段のほか、多数の関

係者が同時に情報共有等を行う必要がある際などは、インターネットの接続状況によっ

て、新型コロナ禍で普及した「ＷＥＢ会議システム」も活用し、効果的・効率的な情報

共有を行うことが必要です。 

 

① 電話等 

固定電話、携帯電話、防災行政無線、ＭＣＡ無線、衛星携帯電話など遠隔地と会話

できる通信手段。 

※ ＭＣＡ無線は、令和１１年５月３１日でサービス終了予定 

 

② 電子メール・ＦＡＸ等 

電子メール、ＦＡＸ、防災行政ＦＡＸなど遠隔地に資料を送信できる通信手段。 

 

③ ＷＥＢ会議システム 

   インターネット環境下で、ＷＥＢ会議により、多数の関係者が同時に、映像、音声、

資料共有などができる通信手段。 
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〔参考：衛星携帯電話等の発信方法〕 

　　※最初の０を除く

※事前手続必要

※事前手続必要

※事前手続必要

※国際区分登録済は不要

※国際区分登録済は不要

※国際区分登録済は不要

81 ＋

スラーヤ 00 ＋ 88216 ＋

インマルサット
・イリジウム
・スラーヤ

インマルサット 00 ＋ 870 ＋

イリジウム 00 ＋
8816/8817

ＸＸＸＸＸＸＸ ＋ 呼出キー
発信番号 アクセス番号 ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号

ＸＸＸＸＸＸＸ ＋ 呼出キー
発信番号 アクセス番号 イリジウム番号

＋

＋ 呼出キー
発信番号 アクセス番号 スラーヤ番号

ＸＸＸＸＸＸＸ

固定電話
携帯電話

ワイドスター

ＸＸＸＸＸＸＸ ＋ 呼出キー
発信番号 国番号 相手先番号

固定電話
携帯電話

ワイドスター

00 ＋

ワイドスター

インマルサット
009130 ＋ 010 ＋

イリジウム
009130 ＋ 010

870 ＋ ＸＸＸＸＸＸＸ
事業者識別番号 国際電話 ｱｸｾｽ番号 ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号

8816/8817
＋ ＸＸＸＸＸＸＸ

事業者識別番号 国際電話 アクセス番号 イリジウム番号
＋

スラーヤ
009130 ＋ 010 ＋ 88216

＋ 870

＋ ＸＸＸＸＸＸＸ
事業者識別番号 国際電話 アクセス番号 スラーヤ番号

通常の発信方法

8816/
8817

＋ ＸＸＸＸＸＸＸ

事業者識別番号 国際電話 ｱｸｾｽ番号 ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号

KDDI：001
NTTｺﾐｭ：0033
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ：0061

楽天：0037
＋ 010

ＸＸＸＸＸＸＸ

事業者識別番号 国際電話 ｱｸｾｽ番号 イリジウム番号

イリジウム

KDDI：001
NTTｺﾐｭ：0033
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ：0061

楽天：0037
＋ 010 ＋

ＸＸＸＸＸＸＸ

事業者識別番号 国際電話 ｱｸｾｽ番号 スラーヤ番号

スラーヤ

KDDI：001
NTTｺﾐｭ：0033
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ：0061

楽天：0037
＋ 010 ＋ ＋

固定電話

インマルサット

スラーヤ 010 ＋ 88216 ＋

88216

＋

携帯電話
NTTﾄﾞｺﾓ

au
Softbank

楽天

インマルサット 010 ＋ 870 ＋

国際電話 ｱｸｾｽ番号
イリジウム 010 ＋

8816/8817
＋ ＸＸＸＸＸＸＸ

イリジウム番号

ＸＸＸＸＸＸＸ
国際電話 ｱｸｾｽ番号 スラーヤ番号

ＸＸＸＸＸＸＸ
国際電話 ｱｸｾｽ番号 ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号
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(1) 情報連絡系統の対象範囲（原則） 

各機関の情報連絡系統（被害状況の報告、医療チームの派遣要請・決定、傷病者

の受入・搬送調整）は、原則として、図１１のとおり実線で結ばれている範囲内と

します。 

 

[図１３：情報連絡系統の対象範囲（原則）] 

 情報連絡系統
 （被害状況・医療チームの派遣要請・患者搬送等）

Ｂ区内

拠点病院①

国（厚生労働省・内閣府等）

東京都（保健医療局等）他道府県等

医療対策拠点①
（Ａ区・Ｂ区）

他道府県等

都内ＳＣＵ
（羽田・立川・有明等）

医療対策拠点②
（Ｃ市ほか）

Ｂ区内

拠点病院②
Ｂ区 医療救護

活動拠点

Ａ区 医療救護

活動拠点

Ｃ市 医療救護

活動拠点

Ａ区内

診療所等
Ａ区内

支援病院②

Ａ区内

連携病院①

Ａ区内

連携病院②
Ａ区内

支援病院①

Ａ区内

医療救護所

Ｃ市内

拠点病院③

Ｃ市

医師会等

東京都医師会等

日本赤十字社東京都支部

Ｃ市内

診療所等

Ｃ市内

支援病院③
Ｃ市内

連携病院④

Ｃ市内

連携病院③

日本ＤＭＡＴ

東京ＤＭＡＴ

Ｃ市内

医療救護所

 

 

《情報連絡系統の対象範囲（原則）》

１ 医療対策拠点①の場合
東京都、他の医療対策拠点（医療対策拠点②）、都内ＳＣＵ

圏域内の区市町村医療救護活動拠点（Ａ区・Ｂ区医療救護活動拠点）及び災害拠点病院（Ｂ区内拠点病院①・②）

２ Ａ区医療救護活動拠点の場合

圏域内の医療対策拠点（医療対策拠点①）、

圏域内の区市町村医療救護活動拠点（Ｂ区医療救護活動拠点）及び災害拠点病院（Ｂ区内拠点病院①・②）

Ａ区内の災害拠点連携病院（Ａ区内連携病院①・②）及び災害医療支援病院（Ａ区内支援病院①・②）

Ａ区内の診療所等及び医療救護所

３ Ｂ区内の災害拠点病院①の場合

圏域内の医療対策拠点（医療対策拠点①）

圏域内の区市町村医療救護活動拠点（Ａ区・Ｂ区医療救護活動拠点）及び災害拠点病院（Ｂ区内拠点病院②）

４ Ａ区内の災害拠点連携病院①の場合（※Ａ区内の支援病院・診療所等・医療救護所も同様）

Ａ区医療救護活動拠点

Ａ区内の災害拠点連携病院（Ａ区内連携病院②）及び災害医療支援病院（Ａ区内支援病院①・②）

Ａ区内の診療所等及び医療救護所

例１）拠点病院①から拠点病院②への連絡経路
拠点病院①→拠点病院②

例２）拠点病院①からＣ市内の拠点病院③への連絡経路

拠点病院①→医療対策拠点①→医療対策拠点②→拠点病院③
（医療対策拠点の調整後は、拠点病院①と拠点病院③が直接連絡できる）

例３）連携病院①から連携病院②
連携病院①→連携病院②

例４）連携病院①から拠点病院①への連絡経路

連携病院①→Ａ区医療救護活動拠点→拠点病院①
例５）連携病院①からＣ市内の拠点病院③へ連絡する場合

連携病院①→Ａ区医療救護活動拠点→医療対策拠点①→医療対策拠点②→拠点病院③
（医療対策拠点の調整後は、連携病院①と拠点病院③が直接連絡できる）
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(2) 情報連絡系統の対象範囲（事前ルールがある場合） 

各二次保健医療圏で行われる地域災害医療連携会議において、地域の実情を踏ま

えた情報連絡系統を事前に定めることができます。 

ただし、前提条件は、下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《情報連絡系統の対象範囲（事前ルールがある場合）》・・・地域の実情を踏まえた対応を想定

(1) 同一区市町村において、具体的な連携方法を定めた場合
例１）Ｃ市内連携病院４からＣ市内拠点病院３への患者搬送ルールを事前に定めた場合

(2) 同一圏域内において、具体的な連携方法を定めた場合

例２）Ａ区内連携病院２からＢ区内拠点病院１への患者搬送ルールを事前に定めた場合

(3) 医療圏を超えて、具体的な連携方法を定めた場合
例３）Ｃ市内連携病院３からＢ区内拠点病院２への患者搬送ルールを事前に定めた場合

(1)(3)(2)

Ｂ区内

拠点病院１

Ｂ区内

拠点病院２

Ａ区内

支援病院２

Ａ区内

連携病院１

Ａ区内

連携病院２

Ｃ市内

拠点病院３

Ｃ市内

支援病院

Ｃ市内

連携病院４
Ｃ市内

連携病院３

医療対策拠点①
（Ａ区・Ｂ区）

医療対策拠点②
（Ｃ市ほか）

Ｂ区 医療救護

活動拠点

Ａ区 医療救護

活動拠点

Ｃ市 医療救護

活動拠点

 

 

 

 
【事前ルールを定める場合の前提条件】 

 
 1 災害拠点病院に、所在地以外の区市町村からも重症者を受け入れる体制が確保されていること 

2 医療対策拠点又は医療救護活動拠点に必要な情報が集約される仕組みがあること 

 3 その情報量は、医療対策拠点又は医療救護活動拠点の人員や設置スペースで対応できるもので 

あること 
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第２節 東京都の医療救護活動 
 

都は、都内で大規模な災害が発生した又は発生するおそれがある場合、東京都災害対

策本部を設置します。 

ただし、夜間休日等の勤務時間外において震度６弱以上の地震（島しょを除く）が発

生した場合は、東京都災害対策本部を自動的に設置します。 

都は、東京都災害医療コーディネーターの医学的な助言に基づいて、都内全域の医療

救護活動を統括・調整します。 

 

[表２９：東京都から関係機関への情報連絡・要請系統] 

　他道府県
（8) 東京都→他道府県
　ア　日本DMATの派遣を要請すること
　イ　傷病者の受入れを要請すること

(3) 東京都→ＳＣＵ（参集拠点を含む）
　ア　東京都災害対策本部、医療対策拠点を設置したこと
　イ　都内の人的被害、大規模事故の発生状況、道路状況等について情報提供すること
　ウ　都、各医療圏及びＳＣＵの医療救護活動方針について情報提供すること
　エ　医療チーム（日本ＤＭＡＴなど）を配分すること
　オ　広域医療搬送方針、臨時離着陸場、フライトプランについて情報提供すること

  都内参集場所
(4) 東京都→都内参集場所
　ア　日本ＤＭＡＴなどの医療チームに対して参集拠点を指定すること

　区市町村
(5) 東京都→区市町村
　ア　東京都災害対策本部等を設置したこと
　イ　都、各医療圏及びＳＣＵの医療救護活動方針についてＥＭＩＳで公表すること

　災害拠点病院

(6) 東京都→災害拠点病院
　ア　東京都災害対策本部等を設置したこと
　イ　都、各医療圏及びＳＣＵの医療救護活動方針についてＥＭＩＳで公表すること
　ウ　東京ＤＭＡＴの編成・派遣を要請すること　（※東京DMAT指定病院に限る）

　エ　都医療救護班や都内ＤＭＡＴの編成・派遣を要請すること

　国
　（DMAT事務局など）

東
　
　
京
　
　
都

　東京都医師会・
　東京都歯科医師会・

　東京都薬剤師会・
　日本赤十字社東京都支部

(1) 東京都→東京都医師会・歯科医師会・薬剤師会・日本赤十字社東京都支部
　ア　東京都災害対策本部、医療対策拠点及びＳＣＵを設置したこと
　イ　都、各医療圏及びＳＣＵの医療救護活動方針について情報提供すること
　ウ　都医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班の編成・派遣を要請すること
　エ　ＪＭＡＴ、日本赤十字社救護班等の医療チームの派遣を要請すること
　オ　日本赤十字社の医療救護所（ｄＥＲＵを含む）の設置等について、調整員を派遣すること

　医療対策拠点

(2) 東京都→医療対策拠点
　ア　医療対策拠点の設置を要請すること
　イ　東京都災害対策本部、他の医療圏の医療対策拠点、ＳＣＵ及び日本赤十字社の医療救
　　　護所（ｄＥＲＵを含む）を設置したこと
　ウ　都内の人的被害、大規模事故の発生状況、道路状況等について情報提供すること
　エ　都、各医療圏及びＳＣＵの医療救護活動方針について情報提供すること
　オ　医療チーム（都医療救護班や日本ＤＭＡＴ・日本赤十字社救護班など）を配分すること
　カ　病院からのライフライン支援要請（水・燃料など）の対応を決定すること
　キ　広域医療搬送方針、臨時離着陸場、フライトプランについて情報提供すること

　ＳＣＵ
　（参集拠点を含む）

(7) 東京都→国（厚生労働省DMAT事務局・内閣府など）

　ア　日本DMATの配分調整を要請すること
　イ　広域医療搬送に関する調整を要請すること
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 [表３０：関係機関から東京都への情報連絡・要請系統] 

 

東
　
京
　
都

　東京都医師会・
　東京都歯科医師会・

　東京都薬剤師会・
　日本赤十字社東京都支部

　都内参集場所
（陸路及び空路による）都内参集場所→都
　　医療チーム（主に応援日本ＤＭＡＴ）の参集状況を報告すること

災害拠点病院→東京都
　ア　自院の被害状況を報告すること（EMIS入力又はFAXによる）
　イ　東京ＤＭＡＴの編成・派遣の可否について回答すること（※東京DMAT指定病院に限る）

　ウ　都医療救護班や都内ＤＭＡＴの編成・派遣の可否について回答すること

　災害拠点病院

東京都医師会・歯科医師会・薬剤師会・日本赤十字社東京都支部→東京都
　ア　都医師会等の災害対策本部を設置したこと
　イ　都医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班を編成・派遣すること
　ウ　ＪＭＡＴ、日本赤十字社救護班などの医療チームを派遣すること
　エ　日本赤十字社の医療救護所（ｄＥＲＵを含む）の設置等について、調整員を派遣すること

　医療対策拠点

医療対策拠点→東京都
　ア　地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの所在を報告すること
　イ　医療対策拠点等を設置したこと
　ウ　（必要に応じて）圏域内の病院の被害状況等を報告すること
　エ　圏域内の医療救護活動方針について都と調整すること
　オ　医療チーム（都医療救護班や日本ＤＭＡＴなど）の派遣を要請すること
　カ　病院へのライフライン支援（水・燃料）を要請すること
　キ　日本赤十字社の医療救護所（ｄＥＲＵを含む）の設置について調整すること
　ク　その他、都と調整すること

　ＳＣＵ
　（参集拠点を含む）

ＳＣＵ（参集拠点を含む）→東京都
　ア　ＳＣＵの組織体制や医療チームの参集状況等について報告すること
　イ　ＳＣＵの医療救護活動方針について都と調整すること
　ウ　医療チーム（主に日本ＤＭＡＴ）の派遣を要請すること
　エ　広域医療搬送の状況について報告すること
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１ 情報連絡体制                             
 

都内において震度６弱以上の地震が発生した場合など大規模な災害が発生したとき、

都は、都内全域の人的・物的被害、病院被害、大規模事故、ライフラインや主要道路の

状況、その他本ガイドラインに定める医療救護に関する情報の収集を開始します。 

なお、ＥＭＩＳの災害モード切替基準は下記のとおりです。 

 

[ＥＭＩＳの災害モード切替基準（都の場合）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 東京都 → 東京都医師会・歯科医師会・薬剤師会・日本赤十字社東京都支部 

　東京都医師会・
　東京都歯科医師会・
　東京都薬剤師会・
　日本赤十字社東京都支部

 ア 東京都災害対策本部等を設置したこと
 イ 医療救護活動方針について情報提供すること
 ウ 医療救護班等の編成・派遣を要請すること
 エ ＪＭＡＴ等の医療チームの派遣を要請すること
 オ 日本赤十字社に調整員を派遣すること

　東京都

 

 

ア 東京都災害対策本部等を設置したこと 

（ア）都は、東京都災害対策本部を設置したこと、ＥＭＩＳの運用を災害モードに

切り替えたことについて、様式１「災害時連絡用紙」を電子メール・ＦＡＸ等

により送付します。 

（イ）都は、各医療対策拠点、ＳＣＵの設置状況について、様式１「災害時連絡用

紙」を電子メール・ＦＡＸ等により送付します。 

 

イ 都、各医療圏及びＳＣＵの医療救護活動方針について情報提供すること 

（ア）都は、都、各医療圏及び各ＳＣＵの医療救護活動方針について、様式１「災

害時連絡用紙」を電子メール・ＦＡＸ等により送付します。 

（イ）都は、国や他道府県等との調整事項について、情報提供します。 

 

ウ 医療救護班等の編成・派遣を要請すること 

「４ 都医療救護班等の派遣」（Ｐ７６）によります。 

 

エ ＪＭＡＴ、日本赤十字社救護班等の医療チームの派遣を要請すること 

「４ 都医療救護班等の派遣」（Ｐ７６）を準用します。 

 

都は、大規模地震等の災害が発生するなど下記の基準に該当する場合に、広域災害救急医療

情報システム（ＥＭＩＳ）の運用を災害モードに切り替えます。 

 

 (1) 東京都内及び隣接する県に、震度５強以上の地震が発生したとき。 

 (2) 東京都内で災害が発生し、又は発生することが予測され、東京都災害対策本部が設置さ

れたとき。 

 (3) 国の機関又は他の道府県から広域災害救急医療情報の入力依頼があったとき。 

 (4) その他、都が必要と認めたとき。 
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  オ 日本赤十字社の医療救護所（ｄＥＲＵを含む）の設置等について、調整員を派遣する 

こと 

都は、必要に応じて日本赤十字社の医療救護所（ｄＥＲＵを含む）の設置等にお

いて、円滑な連携体制を確保するため、日本赤十字社東京都支部へ調整員の派遣を

考慮します。 

   

   

(2) 東京都 → 医療対策拠点 

　東京都 　医療対策拠点

 ア 医療対策拠点の設置を要請すること
 イ 東京都災害対策本部等を設置したこと
 ウ 都内の被害状況等について情報提供すること
 エ 医療救護活動方針について情報提供すること
 オ 医療チームを配分すること
 カ 病院からのライフライン支援要請の対応を決定すること
 キ 広域医療搬送方針等について情報提供すること

 
  ア 医療対策拠点の設置を要請すること 

都は、地域災害医療コーディネーターの所在を確認します。また、震度５強以下

の地震、その他の災害発生時に医療対策拠点の設置が必要な場合、医療対策拠点の

設置を要請します。 

 

イ 東京都災害対策本部等を設置したこと 

（ア）都は、東京都災害対策本部を設置したこと、ＥＭＩＳの運用を災害モードに

切り替えたことをＥＭＩＳ掲示板に公表し、様式１「災害時連絡用紙」を電子

メール・ＦＡＸ等により送付します。 

（イ）都は、各医療対策拠点、都内ＳＣＵ及び日本赤十字社の医療救護所（ｄＥＲ

Ｕ含む）の設置状況をＥＭＩＳ掲示板に公表し、様式１「災害時連絡用紙」を

電子メール・ＦＡＸ等により送付します。 

 

ウ 都内の被害状況等について情報提供すること 

  東京都災害情報システム（ＤＩＳ）を使用しないときは、都は、都内の人的・物    

的被害、大規模事故の発生状況等について、様式１「災害時連絡用紙」等により情

報提供します。 

 

エ 医療救護活動方針について情報提供すること 

（ア）都は、都、各医療圏及び各ＳＣＵの医療救護活動方針を取りまとめて、ＥＭ

ＩＳ掲示板に公表します。 

なお、ＥＭＩＳを使用しないときは、様式１「災害時連絡用紙」等により情

報提供します。 

（イ）都は、国や他道府県等との調整事項について、様式１「災害時連絡用紙」等

により情報提供します。 

 

オ 医療チーム（都医療救護班や日本ＤＭＡＴ・日本赤十字社救護班など）を配分すること 

  都は、都医療救護班や日本ＤＭＡＴ・日本赤十字社救護班などの医療チームの配

分を決定し、医療対策拠点に電話等又は電子メール・ＦＡＸ等で報告します。 
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カ 病院からのライフライン支援要請（水・燃料など）の対応を決定すること 

  都は、病院の水や燃料など、ライフラインに関する支援要請への対応を決定し、

医療対策拠点に電話等又は電子メール・ＦＡＸ等で報告します。 

 

キ 広域医療搬送方針等について情報提供すること 

  都は、広域医療搬送に関する都の方針、使用可能な臨時離着陸場、航空機のフラ

イトプランなどについて、様式１「災害時連絡用紙」等により情報提供します。 

 

 

(3) 東京都 → ＳＣＵ（参集拠点を含む） 

　東京都
　ＳＣＵ
　（参集拠点を含む）

 ア 東京都災害対策本部等を設置したこと
 イ 都内の被害状況等について情報提供すること
 ウ 医療救護活動方針についてＥＭＩＳで公表すること
 エ 医療チームを配分すること
 オ 広域医療搬送方針等について情報提供すること

 
 

ア 東京都災害対策本部等を設置したこと 

（ア）都は、東京都災害対策本部を設置したこと、ＥＭＩＳの運用を災害モードに

切り替えたことをＥＭＩＳ掲示板に公表し電子メール・ＦＡＸ等します。 

（イ）都は、各医療対策拠点、都内各ＳＣＵの設置状況について、ＥＭＩＳ掲示板

に公表します。 

 

イ 都内の被害状況等について情報提供すること 

都は、都内の人的・物的被害、大規模事故の発生状況等について、電話等により

情報提供します。 

 

ウ 医療救護活動方針についてＥＭＩＳで公表すること 

都は、都、各医療圏及び各ＳＣＵの医療救護活動方針を取りまとめて、ＥＭＩＳ

掲示板に公表します 

 

エ 医療チーム（都医療救護班や日本ＤＭＡＴなど）の配分決定を行うこと 

都は、日本ＤＭＡＴなどの医療チームの配分を決定し、ＳＣＵに電話等で報告

します。 

 

オ 広域医療搬送方針等について情報提供すること 

都は、広域医療搬送に関する都の方針、使用可能な臨時離着陸場、航空機のフ

ライトプランなどについて、電話等により情報提供します。 
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(4) 東京都 → 都内参集場所（P80 参照） 

　東京都 　都内参集場所  ア 他県ＤＭＡＴなどに対して参集拠点を指定すること

 
 

ア 他県ＤＭＡＴなどに対して参集拠点を指定すること 

都は、他県ＤＭＡＴなどの医療チームに対して、最終的な参集場所である医療

対策拠点を指定します。 

 

 

(5) 東京都 → 区市町村 

　東京都 　区市町村
 ア 東京都災害対策本部等を設置したこと
 イ 医療救護活動方針についてＥＭＩＳで公表すること

 

 

ア 東京都災害対策本部等を設置したこと 

都は、東京都災害対策本部を設置したこと、ＥＭＩＳの運用を災害モードに切

り替えたことをＥＭＩＳ掲示板により公表します。 

 

イ 医療救護活動方針についてＥＭＩＳで公表すること 

都は、都、各医療圏及び各ＳＣＵの医療救護活動方針を取りまとめて、ＥＭＩ

Ｓ掲示板に公表します。 

 

 

(6) 東京都 → 災害拠点病院 

　東京都 　災害拠点病院

 ア 東京都災害対策本部等を設置したこと
 イ 医療救護活動方針についてＥＭＩＳで公表すること
 ウ 東京ＤＭＡＴの編成・派遣を要請すること
 エ 都医療救護班や都内ＤＭＡＴの編成・派遣を要請すること

 

 

ア 東京都災害対策本部等を設置したこと 

イ 都の医療救護活動方針についてＥＭＩＳで公表すること 

前記「(5)東京都→区市町村」のア及びイに同じです。 

 

ウ 東京ＤＭＡＴの編成・派遣を要請すること（※東京ＤＭＡＴ指定病院に限る） 

都は、東京ＤＭＡＴ指定病院に対し、東京ＤＭＡＴの編成・派遣を要請します。 

 

エ 都医療救護班や都内ＤＭＡＴの編成・派遣を要請すること 

都は、災害拠点病院に対し、都医療救護班や都内ＤＭＡＴの編成・派遣を要請

します。 
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(7) 東京都 → 国（厚生労働省ＤＭＡＴ事務局・内閣府など） 

　東京都
　国
  (ＤＭＡＴ事務局など)

 ア 他県DMATの配分調整を要請すること
 イ  広域医療搬送に関する調整を要請すること

 
 

ア 他県ＤＭＡＴの配分調整を要請すること 

首都直下地震等では、近隣県を含めて被災地になります。このため、厚生労働

省ＤＭＡＴ事務局に対して、他県ＤＭＡＴを各被災県に配分調整するように要請し

ます。 

 

イ 広域医療搬送に関する調整を要請すること 

都は、厚生労働省ＤＭＡＴ事務局や内閣府など国の関係機関と、広域医療搬送

に必要な調整を行います。 

 

 

(8) 東京都 → 他道府県 

　東京都 　他道府県
 ア 他県DMATの派遣を要請すること
 イ 傷病者の受入れを要請すること

 
 

ア 他県ＤＭＡＴの派遣を要請すること 

都は、厚生労働省ＤＭＡＴ事務局と調整の上、他の道府県に対して、他県ＤＭ

ＡＴの派遣を要請します。要請に当たっては、日本ＤＭＡＴ活動要領に基づいて、

参集場所や活動方針を提示します。 

 

イ 傷病者の受入れを要請すること 

都は、広域医療搬送が必要な傷病者の受入れを要請します。 
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２ 医療救護活動の統括・調整（関連Ｐ２３）             

 

都は、東京都災害医療コーディネーターの医学的な助言に基づき、都内全域の医療救

護活動を統括・調整します。 

 

(1) 東京都災害医療コーディネーターの参集 

都内（島しょ地域を除く）において震度６弱以上の地震が発生したとき、その他

都が必要と認めるとき※、東京都災害医療コーディネーターは、自らの所在を都に報

告し、東京都災害対策本部（都庁又は代替機能を有する施設）に参集します。 

自力参集を原則としますが、参集が困難な場合は、都が移動手段を確保します。 

※ 震度５強以下の地震が発生した場合で被害が大きいとき、島しょ地域で大規模な災害が発生したときなど 

 

(2) 医療救護活動方針の策定 

都は、都内の被害状況や東京都災害医療コーディネーターの医学的な助言を踏ま

えて、医療救護活動方針を策定します。 

この医療救護活動方針は、フェーズや被害状況に応じて、適宜修正されます。 

 

[表３１：フェーズ別に想定される活動方針※] 
※ 被害状況により活動方針は異なります。最新の活動方針を確認してください。 

フェーズ 想定期間 想定される活動方針 

０ 発災直後 発災～６時間 

① 医療救護活動を統括するための本部組織の設置 

② 都内の人的・物的被害や病院状況等の情報収集・共有 

③ 重点的に医療救護活動を行うべき地域の選定 

④ 東京ＤＭＡＴの災害医療コーディネーター支援や災害現

場への派遣 

１ 超急性期 

 

６時間 

～７２時間 

① 医療チームの編成・派遣の要請 

② 応援医療チームの受入体制の確立 

③ 医療チームの配分調整 

④ 病院収容力の臨時拡大や広域医療搬送の要請 

⑤ その他、フェーズ０の活動方針の継続・修正 

２ 急性期 

 

７２時間 

～１週間程度 

① 避難所医療救護所などの医療ニーズの把握 

② 医療チームの計画的な配分調整 

③ 応援医療チームや支援物資の活用 

④ 亜急性期以降の救護計画の検討 

⑤ その他、フェーズ１までの活動方針の継続・修正 
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(3) 東京ＤＭＡＴの派遣 

都は、災害現場での多数傷病者等に対する救命処置や災害医療コーディネーター

の支援など東京ＤＭＡＴを投入する活動、投入先や投入順序を決定し、東京ＤＭＡ

Ｔ指定病院に対して出場を要請します。 

 

(4) 都医療救護班等の配分決定 

   都は、都医師会などの関係機関に対して、都医療救護班等の編成・派遣を要請し、

各地域の被害状況などを踏まえて、都医療救護班等の配分を決定します。 

 

(5) 都内の協力医療チームの配分決定 

都は、都内の災害拠点病院や医療関係団体に対して、都内ＤＭＡＴなどの協力医

療チームの編成・派遣を要請します。 

また、医療対策拠点からの派遣要請や各地域の被害状況などを踏まえて、協力医

療チームの配分を決定します。 

 

(6) 全国の応援医療チームの受入れ 

都は、厚生労働省ＤＭＡＴ事務局、他道府県、都医師会、日本赤十字社東京都支

部などの関係機関と調整の上、他県ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、日本赤十字社救護班など

の応援医療チームを受け入れます。 

 

(7) 傷病者を受け入れる病院の確保 

都は、比較的被害の少ない二次保健医療圏を統括・調整する地域災害医療コーデ

ィネーターや他道府県などの関係機関に対して、傷病者を受け入れる病院の確保を

要請します。 

 

(8) 広域医療搬送の調整 

災害拠点病院が対応できない（キャパシティオーバーを含む。）とき、都は、東京

都災害医療コーディネーターや地域災害医療コーディネーターと連携して、傷病者

の広域医療搬送を調整します。 

 

ア 他自治体との協定に基づく広域医療搬送 

    傷病者を都外に搬送する必要がある場合、都は、他自治体との協定※に基づいて、

他道府県又は市に対して、傷病者の受入れを要請します。 
※「１都９県との震災時等の相互応援に関する協定・実施細目」、「九都県市との災害時相互応援
に関する協定・実施細目」、「関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定」、「２
１大都市との災害時相互応援に関する協定・実施細目」などの協定を締結しています（東京都
地域防災計画（令和５年修正）〔別冊②協定等〕を参照）。 

     

イ 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置 

    他道府県へ航空医療搬送が必要な場合、都は、航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣ

Ｕ）を設置します。 
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(9) 都道府県ＤＭＡＴ調整本部の指揮・調整 

都は、日本ＤＭＡＴ活動要領に基づき、都道府県保健医療福祉調整本部において、

ＤＭＡＴ都道府県調整本部を指揮・調整します。 

また、東京都災害医療コーディネーターは、日本ＤＭＡＴ活動要領に定める、都

道府県ＤＭＡＴ調整本部の本部長として、都に対して医学的な助言を行います。 

 

ア 都内で活動する日本ＤＭＡＴの指揮及び調整 

都は、都内１２か所の医療対策拠点に対して、その地域の被害状況に応じて、

日本ＤＭＡＴの配分方針を決定します。 

なお、都内で活動する日本ＤＭＡＴの指揮及び調整は、医療対策拠点の地域災害

医療コーディネーターが行い、統括ＤＭＡＴ等の資格を有する日本ＤＭＡＴ隊員

が補佐します。 

 

イ ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部の設置、指揮及び調整 

都は、ＳＣＵの設置場所に、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所を設置します。 

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所の指揮者は、原則として、統括ＤＭＡＴ有資格者から

都が指定する医師とします。（Ｐ１３５参照） 

 

ウ 都内におけるＤＭＡＴ活動方針の策定 

都は、都の医療救護活動方針の一部として、日本ＤＭＡＴの活動方針を定め、

ＥＭＩＳ掲示板に公表します。この活動方針を策定するに当たっては、必要に応

じて、ＤＭＡＴ事務局と調整します。 

 

エ 病院などの被害情報の収集 

都は、ＥＭＩＳなどを活用して、病院などの被害情報を収集します。ＤＭＡＴ

都道府県調整本部は、ＥＭＩＳによる情報収集に協力します。 

 

オ その他、日本ＤＭＡＴ活動要領に定める業務 

日本ＤＭＡＴ活動要領が定める業務（活動する日本ＤＭＡＴ、医療機関へのロ

ジスティクス、医療搬送調整等）については、地域災害医療コーディネーターが、

各医療対策拠点において、個別に指示します。 

 



73 

３ 東京ＤＭＡＴの活動（関連Ｐ１６・Ｐ２５）                  
（根拠：災害医療派遣チーム（東京ＤＭＡＴ）運営要綱） 

 

都は、災害現場などの医療の空白地帯での多数傷病者に対する救命処置や、東京都災

害対策本部や医療対策拠点における災害医療コーディネーターの支援、被災した医療機

関における本部支援や転院調整・搬送活動のため、東京ＤＭＡＴを派遣します。 

※ ここでは、東京ＤＭＡＴの活動を取り扱います。日本ＤＭＡＴについては、Ｐ７８を参照してください。 

 

[図１４：東京ＤＭＡＴの出場までの流れ] 

(1) 待機要請※

　　「東京ＤＭＡＴ待機要請書（様式3-1）」を電子メール・ＦＡＸ等で送付

(2) 出場の可否等（報告）
　　「東京ＤＭＡＴ待機報告書（様式3-2）」を電子メール・ＦＡＸ等で送付

(3) 出場の決定（出場命令）
　　防災行政無線・電話等で要請

災害現場への派遣について報告

　※　都内（島しょ地域を除く）において、震度6弱以上を記録した場合は、要請を待たずに待機します。

　東京ＤＭＡＴ
　指定病院（２７）

　東京消防庁

　東京都
　災害対策本部

 

 

(1) 待機要請 

都内（島しょ地域を除く※。）において大規模地震災害が発生した場合、都は、様

式３－１「東京ＤＭＡＴ待機要請書」により、東京ＤＭＡＴ指定病院に対して、東

京ＤＭＡＴの待機を要請します。ただし、都内において震度６弱以上の震度を記録

した場合には、東京ＤＭＡＴ指定病院は、都からの要請を待たずに待機します。 

※ 島しょ地域の取扱いについては、Ｐ９６を参照してください。 

 

(2) 出場の可否等（報告） 

東京ＤＭＡＴ指定病院は、施設の被害状況や傷病者の受入状況などを踏まえ、出

場の可否と出場可能なチーム数を確認し、様式３－２「東京ＤＭＡＴ待機報告書」

により、都に報告します。 

通信手段は、原則として電子メール・ＦＡＸ等（防災行政ＦＡＸ（70062）含む）

とします。 

 

(3) 出場の決定（出場命令） 

ア 都は、災害現場での多数傷病者等に対する救命処置や災害医療コーディネータ

ーの支援など東京ＤＭＡＴを投入する活動、投入先や投入順序について、都内の

被害状況や出場可能なチーム数、東京都災害医療コーディネーターの医学的な助

言などを踏まえて、東京消防庁、都立病院機構と協議の上、決定します。 

イ 都は、東京ＤＭＡＴ指定病院に対して、東京ＤＭＡＴの出場を命じます。災害

現場への出場の場合、東京消防庁にも報告し、東京消防庁は、東京ＤＭＡＴ連携

隊を東京ＤＭＡＴ指定病院に派遣します。 
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(4) 編 成 

東京ＤＭＡＴ指定病院は、災害現場への出場の際、１チーム当たり、医師１名、

看護師等２名の計３名を基準として、東京ＤＭＡＴを編成します。ただし、必要に

応じて業務調整員を含めることができます。 

その他の活動に関する出場の際は、当該支援活動に必要な隊員を編成します。 

 

(5) 出 場 

東京ＤＭＡＴは、災害現場への出場の際、東京ＤＭＡＴ連携隊とともに出場しま

す。その他の活動に関する出場の際は、東京ＤＭＡＴ指定病院で確保した車両によ

り出場します。ただし、東京ＤＭＡＴが車両以外で出場することが効果的であると

都が判断した場合は、関係機関と協議し、出場方法を速やかに決定します。 

 

(6) 災害現場での活動 

ア 東京ＤＭＡＴは、災害現場の現場救護所等において、東京消防庁の現場指揮本

部長の指揮下で活動します。 

イ 東京ＤＭＡＴは、現場指揮本部長から受けた活動範囲や活動内容の指示に基づ

き、東京ＤＭＡＴ連携隊など消防隊等により安全が確保され、かつ、特別な装備

を着装する必要がない範囲で活動します。 

ウ 現場救護所等では、東京ＤＭＡＴ連携隊の支援を受けて、救出救助された傷病

者に対するトリアージや救命処置等を実施します。 

また、東京ＤＭＡＴは、搬送の優先順位などについて、消防隊等に対して医学

的な見地から助言を行います。 

エ 東京ＤＭＡＴの活動期間は、出場からおおむね４８時間以内とします。 

 

(7) 災害現場において複数の東京ＤＭＡＴが活動する場合 

同一の災害現場において、複数の東京ＤＭＡＴが活動する場合は、以下のとおり 

とします。 

ア 原則として、災害現場に最先着した東京ＤＭＡＴが、現場指揮本部長に対して

医学的な見地から助言を行います。 

イ 原則として、その活動場所に最先着した東京ＤＭＡＴが、その現場責任者に対

して医学的な見地から助言を行うとともに、後着の東京ＤＭＡＴと連携します。 

 

(8) 対策本部等の支援活動 

災害対策本部等の都の本部において、東京都災害医療コーディネーターの活動を

補佐するなど、医学的助言に関することや医療対策拠点をはじめ関係機関との調整

等に関することなど、本部活動の支援を行います。 

 

(9) 地域災害医療コーディネーターの支援活動 

医療対策拠点において、地域災害医療コーディネーターの活動を補佐します。 

具体的には、応援医療チームの活動、医療情報の集約、傷病者を収容する医療機

関の確保、東京都災害医療コーディネーターと地域災害医療コーディネーター等と

の連絡調整に関することなどを行います。 
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(10) 医療機関に対する支援活動 

  出場先である医療機関管理者等の指示に基づき、医療機関の機能維持、入院患

者等の転院調整などの支援活動を行います。 

 

(11) その他 

  その他詳細については、「災害医療派遣チーム（「東京ＤＭＡＴ」）運営要綱」、「都

内大規模地震等災害発生時活動要領」及び「対策本部等支援活動要領」の定めによ

ります。 
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４ 都医療救護班等の派遣（関連Ｐ１６・Ｐ２８・Ｐ１４２）             
  

(1) 要請手続き 

都は、都医師会、都歯科医師会、都薬剤師会、日本赤十字社東京都支部、災害拠点

病院などの関係機関に対して、都医療救護班、都歯科医療救護班及び都薬剤師班の編

成・派遣を要請します。 

また、都は、都医療救護班等の編成可能数や被害状況に応じて配分調整を行い、都

医療救護班等に対して参集場所を指定します。 

都医療救護班等は、原則として、移動手段を自ら確保して、速やかに出動しますが、

移動手段の確保が困難な場合は、都に要請します。 

なお、都歯科医師会に対する都歯科医療救護班の派遣要請、「災害時歯科医療救護活

動ガイドライン」に、都薬剤師会に対する都薬剤師班の派遣要請は、「災害時薬剤師班

活動ガイドライン」に、それぞれ定める場合を除き、この要請手続を準用します。 

 

 [図１５：都医療救護班等の要請手続き] 

 ① 派遣要請  ② 編成・派遣要請

 ④ 配分決定  ③ 編成・派遣決定

東　京　都
 東京都歯科医師会

都災害医療
　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  日本赤十字社東京都支部

 東京都薬剤師会

 災害拠点病院

　地域災害医療
　　　コーディネーター

医療対策拠点
 東京都医師会

 

〔都医療救護班等の派遣要請手順〕 

① 派遣要請（医療対策拠点 ⇒ 東京都） 

医療対策拠点は、圏域内の医療ニーズや区市町村又は災害拠点病院からの派遣要

請を取りまとめ、圏域内で活動中の都医療救護班等を配分調整します。 

また、圏域内の医療救護班が不足しているときは、都医療救護班等の派遣を都に

要請します。 

 

② 編成・派遣要請（東京都 ⇒ 都医師会等） 

都は、医療対策拠点から派遣要請を受けたとき又は都が必要と判断したときは、

都医師会、都歯科医師会、都薬剤師会、日本赤十字社東京都支部及び災害拠点病院

に対して、電話等により、都医療救護班、都歯科医療救護班及び都薬剤師班の編成・

派遣を要請します。 

 

③ 編成・派遣決定（都医師会等 ⇒ 都） 

要請を受けた都医師会などの関係機関は、都医療救護班等の編成・派遣を決定し、

編成可能数や派遣チームについて、電話等により回答します。 

 

④ 配分決定（都 ⇒ 医療対策拠点） 

都は、都医療救護班等の配分を決定し、医療対策拠点に、電話等により回答しま

す。 
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(2) 都医療救護班の活動 

都医療救護班は、参集場所において、地域災害医療コーディネーター、区市町村

災害医療コーディネーター、派遣先の病院長等が決定した活動方針を確認し、主に、

トリアージ、軽症者に対する治療、中等症者及び重症者への応急処置を行います。 

また、医療救護活動拠点や医療対策拠点などで、区市町村災害医療コーディネー

ターや地域災害医療コーディネーターを補佐します。 

なお、都医療救護班による検視・検案活動については、「災害時における遺体の取

扱いに関する共通指針（検視・検案等活動マニュアル）」によります。 

 

(3) 都歯科医療救護班の活動 

都歯科医療救護班は、参集場所において、地域災害医療コーディネーター、区市

町村災害医療コーディネーターなどが決定した活動方針を確認し、主に医療救護所

で、歯科医療を要する傷病者に対する応急処置やトリアージの協力などを行います。 

なお、都歯科医療救護班による検視・検案に際しての法歯学上の協力※については、

「災害時の歯科医療救護活動における身元確認班（歯科医師班）研修テキスト」に

よります。 

   ※ 身元不明の遺体が多数発生した場合、警視庁からの協力要請に基づき、身元確認班（歯科

医師班）を編成し、区市町村が設置する遺体収容所において、警視庁の検視責任者の指示に

より身元確認作業を行います。 

 

(4) 都薬剤師班の活動 

都薬剤師班は、参集場所において、地域災害医療コーディネーター、区市町村災

害医療コーディネーターなどが決定した活動方針を確認し、主に医療救護所におけ

る調剤・服薬指導、医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け・管理、トリアー

ジの協力などを行います。 

なお、薬剤師班の活動については、「災害時薬剤師班活動ガイドライン」により

ます。 

 

 (5) 東京都災害時医療救護従事者証の携行 

都医療救護班等は、原則として、各機関の災害対策用被服などを着用するととも

に、都が事前に発行している東京都災害時医療救護従事者証を携行します。 
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５ 日本ＤＭＡＴの活動（関連Ｐ１７・Ｐ１８）                   
（根拠：日本ＤＭＡＴ活動要領など） 

 

(1) 日本ＤＭＡＴの待機 

厚生労働省が定める日本ＤＭＡＴ活動要領には、日本ＤＭＡＴの自動待機基準が

定められています。日本ＤＭＡＴは、原則として、東京都区部（２３区）で震度５

強以上の地震が発生した場合、又は市町村部（多摩地域）で震度６弱以上の地震が

発生した場合に、被災の状況に関わらず、都や厚生労働省等からの要請を待たずに、

派遣のための待機を行います。 

なお、島しょ地域における対応は、第３節「４ 山間部・島しょ地域」（Ｐ９６）

によります。 

 

 

 

 

 

※ 日本ＤＭＡＴ活動要領から抜粋 

 

(2) 都内ＤＭＡＴの派遣要請 

都は、災害拠点病院に対して、都内ＤＭＡＴの派遣を要請します。 

要請手続きは、「４ 都医療救護班等の派遣」（Ｐ７６）を準用します。 

 

 

 

【注：支援が必要な災害拠点病院の場合】 

日本ＤＭＡＴなどの医療チームを受け入れる体制を速やかに確立することとし、 

都から要請があるまでは、編成・待機を行いません。 
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(3) 他県ＤＭＡＴの派遣要請 

都は、厚生労働省ＤＭＡＴ事務局と調整し、ＥＭＩＳを活用して、全国の道府県

に対して他県ＤＭＡＴの派遣を要請します。 

 

 [図１６：他県ＤＭＡＴの派遣要請] 

 ① 他県ＤＭＡＴの派遣（要請）

 ② 他県ＤＭＡＴの配分調整（要請）  ④ 都の派遣要請を情報提供

 ⑥ 参集拠点の指定等 ⑤ 派遣要請

 ⑦ 他県ＤＭＡＴの参集

※　道府県等とは、被災地外の道府県のほか、文部科学省及び国立病院機構をいう。

厚生労働省
（ＤＭＡＴ事務局）

被災地外の

道府県等
※東京都

　道府県等
※

の
　ＤＭＡＴ指定病院

医療対策拠点
（DMAT活動拠点本部）

③ 参集拠点の設置

参集拠点
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 [他県ＤＭＡＴの派遣要請手順] 

 

① 他県ＤＭＡＴの派遣（要請） 

都は、厚生労働省ＤＭＡＴ事務局と調整し、他の道府県や国立病院機構などの

関係機関に対して、他県ＤＭＡＴの派遣を要請します。 

要請に当たっては、下記の項目について要請先の道府県に情報提供します。 

・必要チーム数 

・参集場所（施設名・住所・電話等番号・担当者名） 

・その他（活動予定時間、活動予定場所、活動内容など） 

 

② 他県ＤＭＡＴの配分調整（要請） 

都は、厚生労働省ＤＭＡＴ事務局に対して、全国から参集する他県ＤＭＡＴの

都県単位の配分調整（東京都に必要な班数）を要請します。 

 

③ 医療対策拠点（ＤＭＡＴ活動拠点本部）の設置 

都は、東京都災害医療コーディネーターの医学的な助言や都内全域の被害状況、

他県ＤＭＡＴの移動手段及び移動経路などを踏まえて、都内の医療対策拠点にＤ

ＭＡＴ活動拠点本部を設置し、ＥＭＩＳなどにより公表します。 

 

④ 都の派遣要請を情報提供 

厚生労働省ＤＭＡＴ事務局は、都から派遣要請があったことを被災地外の道府

県、文部科学省及び国立病院機構に対して情報提供します。 

 

⑤ 派遣要請 

要請を受けた被災地外の道府県等は、管轄のＤＭＡＴ指定病院に対して、他県

ＤＭＡＴの派遣を要請します。 

 

⑥ 参集拠点の指定 

厚生労働省ＤＭＡＴ事務局は、参集拠点の統括ＤＭＡＴ等に対して、各他県Ｄ

ＭＡＴの参集拠点を指定します。 

 

⑥ 他県ＤＭＡＴの参集 

他県ＤＭＡＴは、隣接県の他県ＤＭＡＴを除き、参集拠点を経由して、都が指

定する医療対策拠点まで移動します。 
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(4) 陸路による参集 

陸路により参集する他県ＤＭＡＴは、原則として、医療対策拠点（ＤＭＡＴ活動

拠点本部）に参集します。 

 

ア 参集拠点を指定できない場合（自動参集－区部） 

大規模地震により東京都区部（２３区）に甚大な被害が発生した場合、高速道路

のサービスエリア等に参集拠点が設置されるまでは、下表により、医療対策拠点に

直接参集します。 
 
[表３２：参集経路別の参集拠点（区部参集の場合）]  

 想定される主な参集経路※１ 医療対策拠点 

1 
東北自動車道→首都高川口線→中央環状線（C2）
滝野川Ｒ※２・国道４号（日光街道）      

日本医科大学付属病院 
（文京区千駄木１－１－５） 

2 
首都高羽田線羽田Ｒ※２・首都高湾岸線・ 
国道 15 号（第一京浜）・国道１号（第二京浜）    

東邦大学医療センター大森病院 
（大田区大森西６－１１－１） 

3 
東名高速道路→首都高３号渋谷線渋谷Ｒ※２・ 
国道２４６号 

東京都立広尾病院 
（渋谷区恵比寿２－３４－１０） 

4 
中央自動車道→首都高４号新宿線新宿Ｒ※２・ 
国道２０号（甲州街道）     

東京医科大学病院 
（新宿区西新宿６－７－１） 

5 
関越自動車道→首都高５号池袋線板橋本町Ｒ※２・ 
国道１７号（中山道）    

帝京大学医学部附属病院 
（板橋区加賀２－１１－１） 

6 
常磐自動車道→首都高６号三郷線加平Ｒ※２・ 
国道４号（日光街道）・国道６号（水戸街道）     

東京女子医科大学附属足立医療センター 

（足立区江北４－３３－１） 

7 
京葉道路錦糸町Ｒ※２・東関東自動車道・ 
国道１４号（千葉街道） 

東京都立墨東病院 
（墨田区江東橋４－２３－１５） 

※１災害時には、主要道路の通行の可否を必ず確認してください。 
※２各参集拠点の最寄ランプ（首都高速出口）です。 
 

[図１７－１：参集経路別の参集場所（区部参集の場合）]  

※　国土交通省が検討している「八方向作戦」に準拠

東京医大病院

都立広尾病院

帝京大学病院

東邦大学大森

都立墨東病院

女子医足立

日本医大病院

羽田空港

有明の丘

中央道

首都高羽田線

東関東道

医療対策拠点

航空搬送拠点（SCU）

参集経路（陸路）

参集拠点
（サービスエリア等） 足柄SA（80.9km）

高坂SA（34.8km）

談合坂SA
（57.7km）

蓮田SA（18.1km）

佐野SA（57.9km）
守谷SA

（15.5km）

東名道

圏央道

圏央道

常磐道
東北道

関越道
圏央道・外環道

アクアライン

酒々井SA

（35.1km）

あきるの市

立川駐屯地
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イ 参集拠点を指定できない場合（自動参集－多摩地域） 

大規模地震により東京都多摩地域に甚大な被害が発生した場合、高速道路のサー

ビスエリア等に参集拠点が設置されるまでは、下表により、医療対策拠点に直接参

集します。 
 
[表３３：参集経路別の参集拠点（多摩地域参集の場合）]  

 想定される主な参集経路※１ 医療対策拠点 

1 関越自動車道→圏央道→青梅ＩＣ 
市立青梅総合医療センター 
（青梅市東青梅４－１６－５） 

2 東名高速道路→圏央道→高尾山ＩＣ 
東京医科大学八王子医療センター 
（八王子市館町１１６３） 

3 中央自動車道（上り）→国立府中ＩＣ 
災害医療センター 
（立川市緑町３２５６） 

4 首都高速→中央自動車道（下り）→国立府中ＩＣ 
東京都立多摩総合医療センター 
（府中市武蔵台２－８－２９） 

5 東北自動車道→外環道→大泉ＩＣ 
公立昭和病院 
（小平市花小金井８－１－１） 

※災害時には、主要道路の通行の可否を必ず確認してください。 
 

[図１７－２：参集経路別の参集拠点（多摩地域参集の場合）]  

東京医科大学
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公立昭和病院
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羽田空港
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立川駐屯地

中央道

医療対策拠点

航空搬送拠点（SCU）

参集経路（陸路）

高坂SA（34.8km）

談合坂SA
（57.7km）

蓮田SA（18.1km）

佐野SA（57.9km）

守谷SA

（15.5km）

圏央道

足柄SA（80.9km）

東名道

中央道

圏央道

関越道

東関東道

酒々井SA

（35.1km）

参集拠点
（サービスエリア等）

外環道

東北道 常磐道

あきるの市

 

 

ウ 参集拠点で都内の医療対策拠点を指示できる場合（指定参集） 

高速道路のサービスエリア等に参集拠点が設置されている場合、都は、厚生労

働省ＤＭＡＴ事務局を通じて、他県ＤＭＡＴに対して、最終的な参集場所（医療対

拠点）を公表します。 
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(5) 空路による参集（航空機参集） 

都は、東京国際空港（羽田空港）、有明の丘広域防災拠点、立川駐屯地などを候補

地として、空路による参集拠点を指定します。 

 

[図１８：指定参集・航空機参集の流れ]  

隣接県（被災地内含む） 東京都（被災地内）

支援県①（被災地外）

支援県②（被災地外）

支援県③（被災地外）

※　隣接県が被災地になる場合は、支援県に含みません

  2.支援県② 　東北・中部・近畿・中国・四国の各ブロック 　指定参集　又は　航空機参集

  3.支援県③ 　北海道・九州沖縄の各ブロック 　主に、航空機参集

  0.隣接県
※ 　千葉・埼玉・神奈川 　自動参集

  1.支援県① 　茨城・栃木・群馬（隣接県を除く関東ブロック） 　自動参集　又は　指定参集

他県DMAT

参集拠点(SCU)等

他県DMAT

区  分 想定される支援県・ブロック 想定される主な参集方法

他県DMAT
医療対策拠点 災害拠点病院

他県DMAT

その他病院

参集拠点
高速道路

ＳＡ・ＰＡ等

①他県と配分調整

②参集ﾙｰﾄの確認

③参集拠点の確認

国（ＤＭＡＴ事務局）は、隣接県等に対し参集拠点の設置を要請

都が指定する

災害拠点病院

羽田空港など

 

 

 (6) 活動方針〔都の基本方針〕 

都内で活動する日本ＤＭＡＴは、主に、本部活動支援、地域医療搬送、病院支援

などを行います。 

 

[図１９：参集方法別の活動方針（案※）]  ※状況により異なります 

　※　受入可能数・搬送距離等による

 移動が可能な場合  病院支援　など

 統括DMAT・最先着のDMAT等  DMAT・SCU指揮所

空　路  派遣元（県）で受入可  航空機内の医療活動

 その他のDMAT  派遣元（県）への搬送不可  ＳＣＵ内の医療活動

 統括DMAT・最先着のDMAT等  医療対策拠点
（DMAT活動拠点本部）

陸　路
 患者搬送車両で参集  地域医療搬送

日
本
Ｄ

Ｍ
Ａ
Ｔ

 その他のDMAT

 その他の車両で参集  病院支援参集手段による分類

都本部による分類

都本部による分類

地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀによる分類

ＳＣＵ指揮所による分類

地
域
Ｃ
Ｏ
の
調
整

Ｓ
Ｃ
Ｕ
指
揮
所
の
調
整
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ア 本部活動支援 

医療対策拠点に最先着した日本ＤＭＡＴは、地域災害医療コーディネーターの

指示により、本部活動（ＤＭＡＴ活動拠点本部※の設置・運営を含む。）を行います。 

また、統括ＤＭＡＴ※の有資格者が参集した場合には、地域災害医療コーディネ

ーターの確認を受けて、最先着した日本ＤＭＡＴと交替します。 
※  ＤＭＡＴ活動拠点本部、統括ＤＭＡＴについては、Ｐ３１・Ｐ９５を参照 
 

イ 地域医療搬送 

傷病者を搬送できる車両で参集した日本ＤＭＡＴは、地域災害医療コーディネー

ターの指示により、主に地域医療搬送を担当します。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 病院支援 

傷病者の搬送車両を有しない日本ＤＭＡＴは、地域災害医療コーディネーター

の指示により災害拠点病院などに派遣され、病院管理者の指揮下で、病院支援を

行います。 

また、空路により参集した日本ＤＭＡＴが、最寄りの災害拠点病院などに移動

できる※ときは、病院支援などを行うことがあります。 
※  移動できるとは、例えば、立川駐屯地に参集した日本ＤＭＡＴが災害医療センターに
徒歩で参集すること、東京国際空港（羽田空港）まで傷病者搬送した場合の帰路の車両
に同乗することなどが考えられます。 

 

エ ＳＣＵ支援 

ＳＣＵに最先着した日本ＤＭＡＴは、都が指定する医師（原則として、都内の

統括ＤＭＡＴ有資格者）の指示により、本部活動（ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所の設

置・運営を含みます）を行います。 

その他の日本ＤＭＡＴは、ＳＣＵで受け入れた患者の広域医療搬送（航空機内

の医療活動）やＳＣＵ内の医療活動等を行います。 

 

オ 災害現場活動 

都内の災害現場活動は、原則として、東京ＤＭＡＴが行います。 

 

(7) 活動時間等 

日本ＤＭＡＴの初動のチームの活動時間は、移動時間を除きおおむね４８時間以

内を原則としますが、災害の規模に応じて、長期間（１週間など）に及ぶ場合には、

ＤＭＡＴ２次隊、３次隊等の追加派遣での対応を考慮し、２次隊、３次隊等の活動

期間は、４８時間に限定せず、柔軟に対応します。 

【重要：日本ＤＭＡＴによる地域医療搬送手段の確保】 

都は、全ての病院を、災害拠点病院、災害拠点連携病院、災害医療支援病院
に分類して、被災地内の医療資源を有効に活用できるように計画しています。 
首都直下地震では、多数の傷病者を重症度に応じて搬送することが重要にな

りますが、道路の渋滞などにより、転院搬送が困難なケースも想定されます。 
この課題に対して、都は、日本ＤＭＡＴが搬送車両で参集するように求める

など、地域医療搬送手段を確保していきます。 
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６ 都内の医療チームの活動（関連Ｐ３０）               
 

上記の都内ＤＭＡＴや、東京ＤＰＡＴ登録機関へ要請を行う東京ＤＰＡＴ、協定締結

施設へ要請を行う災害支援ナースを除き、協力医療チームの派遣要請や活動内容は、「４ 

都医療救護班等の派遣」を準用します。 

 

(1) 日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ） 

都は、都医師会に対して、ＪＭＡＴによる協力を要請します。 

 

(2) その他の協力医療チーム 

都は、都内の医療関係団体に対して、医療チームによる協力を要請します。 

 

 

７ 全国の応援医療チームの活動（関連Ｐ３１・Ｐ８５）         
 

他県ＤＭＡＴを除く全国の応援医療チームの派遣要請や活動内容は、「４ 都医療救護

班等の派遣」を準用します。参集場所や活動内容は、要請先と協議の上決定します。 

 

(1) 日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ） 

都は、都医師会に対して、全国から参集するＪＭＡＴによる協力を要請します。 

 

(2) 日本赤十字社救護班の受入れ 

都は、日本赤十字社東京都支部に対して、日本赤十字社救護班による協力を要請

します。 

 

(3) その他の医療救護チーム 

都は、他道府県や全日本病院協会などの医療関係団体に対して、医療救護班その

他応援医療チームによる協力を要請します。 
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第３節 二次保健医療圏の医療救護活動 
 

都は、各二次保健医療圏に医療対策拠点を設置します。医療対策拠点では、地域災害

医療コーディネーターが、圏域内の医療救護活動を統括・調整します。 

 

[表３４：医療対策拠点から関係機関への情報連絡・要請系統] 

医
療
対
策
拠
点

　東京都

(1) 医療対策拠点→東京都
　ア　地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの所在を報告すること
　イ　医療対策拠点等を設置したこと
　ウ　（必要に応じて）圏域内の病院の被害状況等を報告すること
　エ　圏域内の医療救護活動方針について都と調整すること
　オ　医療チーム（都医療救護班等）の派遣を要請すること
　カ　病院へのライフライン支援（水・燃料）を要請すること
　キ　日本赤十字社の医療救護所（ｄＥＲＵを含む）の設置について調整すること
　ク　その他、都と調整すること

　他の
　医療対策拠点

(2) 医療対策拠点→他の医療対策拠点
　ア　医療救護活動方針について、隣接医療圏と調整すること
　イ　傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること

　圏域内の
　　災害拠点病院

(5) 医療対策拠点→圏域内の災害拠点病院
　ア　医療対策拠点等を設置したこと
　イ　圏域内の医療救護活動方針について情報提供すること
　ウ　医療チーム（都医療救護班等）の派遣を決定すること
　エ　ライフライン支援要請への対応を提示すること
　オ　傷病者を受け入れる病院を提示すること
　カ　傷病者の受入れを要請すること

　ＳＣＵ
　（参集拠点を含む）

(3) 医療対策拠点→ＳＣＵ（参集拠点を含む）
　ア　（必要に応じて）病院の被害状況について情報提供すること
　イ　広域医療搬送する傷病者の受入れについて調整すること

　圏域内の
　　区市町村

(4) 医療対策拠点→圏域内の区市町村
　ア　医療対策拠点等を設置したこと
　イ　（必要に応じて）病院の被害状況の確認（現地調査を含む）を要請すること
　ウ　圏域内の医療救護活動方針について情報提供すること
　エ　医療チーム（都医療救護班等）の派遣を決定すること
　オ　病院からのライフライン支援要請への対応を提示すること
　カ　傷病者を受け入れる病院を提示すること
　キ　傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること

 

[表３５：関係機関から医療対策拠点への情報連絡・要請系統] 

医
療
対
策
拠
点

　東京都

東京都→医療対策拠点
　ア　医療対策拠点の設置を要請すること
　イ　東京都災害対策本部、他の医療圏の医療対策拠点・ＳＣＵ及び日本赤十字社の医療
　　　救護所（ｄＥＲＵを含む）等を設置したこと
　ウ　都内の人的被害、大規模事故の被害状況、道路状況等について情報提供すること
　エ　都、各医療圏及びＳＣＵの医療救護活動方針について情報提供すること
　オ　医療チーム（都医療救護班等）を配分すること
　カ　病院からのライフライン支援要請（水・燃料など）への対応を決定すること
　キ　広域医療搬送方針、臨時離着陸場、フライトプランについて情報提供すること

　ＳＣＵ
　（参集拠点を含む）

ＳＣＵ（参集拠点を含む）→医療対策拠点
　ア　（必要に応じて）病院の被害状況の確認を求めること
　イ　広域医療搬送する傷病者の受入れについて調整すること

　区市町村

区市町村→医療対策拠点
　ア　区市町村災害対策本部や医療救護活動拠点を設置したこと
　イ　病院の被害状況について情報提供すること
　ウ　区市町村の医療救護活動方針について情報提供すること
　エ　医療救護所の設置・運営状況を報告すること
　オ　医療チーム（都医療救護班等）の派遣を要請すること
　カ　病院へのライフライン支援（水・燃料）を要請すること
　キ　傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
　ク　傷病者を受け入れる病院を提示すること

　災害拠点病院

災害拠点病院→医療対策拠点
　ア　自院の被害状況を報告すること（ＥＭＩＳ入力又はＦＡＸによる）
　イ　医療チーム（都医療救護班等）の派遣を要請すること
　ウ　自院のライフラインへの支援を要請すること
　エ　自院で対応できない傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
　オ　他病院の傷病者の受入要請に対して、可否を回答すること  
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１ 医療対策拠点の設置（関連Ｐ３３）                 
 

圏域内で震度６弱以上の地震が発生した又は都から設置の指示があった場合、地域

災害医療コーディネーター及び医療対策拠点の職員は、原則として、直ちに地域災害

拠点中核病院等（以下、「中核病院等」という。）に参集し、医療対策拠点を設置しま

す。また、地域災害医療コーディネーターが不在の場合は、あらかじめ指定された代

理者又は都が指定する者が、医療対策拠点を設置します。 

 

(1) 組織体制（例） 

地域災害医療コーディネーターは、東京ＤＭＡＴ隊員、地域災害時小児周産期リ

エゾン、都職員、区市町村職員、中核病院等職員のほか、日本ＤＭＡＴなどの医療

チームとともに医療対策拠点を運営し、圏域内の医療救護活動を統括・調整します。 

 [表３６：医療対策拠点の組織体制] 

 
※ 総務部門・・・中核病院との連絡調整、医療対策拠点の設置運営サポート 

搬送調整部門・・・地域医療搬送や広域医療搬送の要請、搬送手段調整、搬送先医療機関の確保 

情報収集部門・・・都及び区市町村との連絡調整、人的被害、医療機関被害状況、道路状況等の把握 

※ 上記の構成を基本として、各医療対策拠点で柔軟に組織を構成します。 

地域災害医療コーディネーターの補佐役として、医療チームの代表者や行政職員等を追加することや、

参集した都職員のほか、区市町村職員を各部門に配置することも、円滑な連携に有効です。 

 

(2) 通信手段等の確認 

中核病院等の職員は、電気（室内の照明を含む）、通信機器（電話等、電子メール・

ＦＡＸ等）などの使用の可否を確認します。 

また、都や圏域内の区市町村及び災害拠点病院に対して、医療対策拠点を設置し

たことを報告します。この際、電話等及び様式１「災害時連絡用紙」を電子メール・

ＦＡＸ等することで、通信手段を確認します。 
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２ 情報連絡体制（関連Ｐ３３）                     
 

医療対策拠点は、ＥＭＩＳにより圏域内の病院状況を確認するほか、都や管轄する区

市町村と連携して、医療救護に必要な情報を集約します。 

 

(1) 医療対策拠点 → 都 

医療対策拠点 　東京都

 ア 地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの所在を報告すること
 イ 医療対策拠点等を設置したこと
 ウ 圏域内の病院の被害状況等を報告すること
 エ 圏域内の医療救護活動方針について都と調整すること
 オ 医療チームの派遣を要請すること
 カ 病院へのライフライン支援（水・燃料）を要請すること
 キ 日本赤十字社の医療救護所（ｄＥＲＵを含む）の設置について
　　調整すること
 ク その他、都と調整すること

 

 

ア 地域災害医療コーディネーターの所在を報告すること 

地域災害医療コーディネーターは、自らの所在場所や参集の可否について都に

電話等連絡します。 

 

イ 医療対策拠点等を設置したこと 

地域災害医療コーディネーターは、医療対策拠点を設置したことを都に電話等で

連絡し、様式１「災害時連絡用紙」を電子メール・ＦＡＸ等で送付します。また、

ＥＭＩＳに医療対策拠点の本部登録を行う。また、様式６「医療チーム等参集受付

簿」により、医療チームや職員の参集状況について、定期的に都に報告※します。 

  ※ＥＭＩＳに参集状況や活動状況を入力した場合を除きます。 

 

ウ 圏域内の病院の被害情報等を報告すること 

医療対策拠点は、病院の被害情報をＥＭＩＳにより確認します。また、通信障

害等によりＥＭＩＳの使用が難しい場合は、様式２「医療機関状況報告書」により

電子メール・ＦＡＸ等により送付します。病院に甚大な被害が生じている場合や病

院避難の必要がある場合など、状況に応じて、都に報告します。 

 

エ 圏域内の医療救護活動方針について都と調整すること 

   地域災害医療コーディネーターは、圏域内の医療救護活動方針について、東京都

災害医療コーディネーターと調整し、都に様式１を電子メール・ＦＡＸ等により送

付します。 

 

オ 医療チームの派遣を要請すること 

医療対策拠点は、都に対して、都医療救護班や日本ＤＭＡＴなどの医療チーム

の派遣を電話等で要請し、様式４「医療チーム等派遣報告書」を送付します。 
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カ 病院へのライフライン支援（水・燃料）を要請すること 

医療対策拠点は、都に対して、病院の水や燃料など、ライフラインに関する支

援を電話等で要請し、給水については様式８「応急給水要請書兼応急給水作業指示

書」、燃料については様式９「燃料調整シート」を送付します。 

 

キ 日本赤十字社の医療救護所（ｄＥＲＵを含む）の設置について調整すること 

医療対策拠点は、圏域内の被害状況等を鑑みて、日本赤十字社の医療救護所（ｄ

ＥＲＵを含む）の設置について、都と調整します。 

 

ク その他、都と調整すること 

医療対策拠点は、上記のほか、本ガイドラインの定めがない事項について、都

と調整します。 

 

 

(2) 医療対策拠点→他の医療対策拠点 

医療対策拠点  他の医療対策拠点
 ア 医療救護活動方針について、隣接医療圏と調整すること
 イ 医療チームの派遣を要請すること
 ウ 傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること

 

ア 医療救護活動方針について、隣接医療圏と調整すること 

地域災害医療コーディネーターは、必要に応じて、隣接医療圏の地域災害医療

コーディネーターと医療救護活動方針について調整します。 

 

イ 医療チームの派遣を要請すること 

医療対策拠点は、他の医療対策拠点に対して、日本ＤＭＡＴなどの医療チーム

の派遣を要請できます。 

 

ウ 傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること 

医療対策拠点は、他の医療対策拠点に傷病者を受け入れる病院の確保を電話等

で要請し、様式７「医療搬送要請書」を送付します。 

なお、要請を受けた医療対策拠点は、地域災害医療コーディネーターの方針に

基づいて、傷病者の受入れの可否を電話等で回答します。 

 

(3) 医療対策拠点→ＳＣＵ 

医療対策拠点
　ＳＣＵ
　（参集拠点を含む）

 ア 病院の被害状況について情報提供すること
 イ 広域医療搬送する傷病者の受入れについて調整すること

 

ア 病院の被害状況について情報提供すること 

医療対策拠点は、圏域内の病院の被害状況について、必要に応じて、ＳＣＵに

情報提供します。 

 

イ 広域医療搬送する傷病者の受入れについて調整すること 

医療対策拠点は、ＳＣＵ指揮所と広域医療搬送する傷病者の受入れについて調

整します。 
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 (4) 医療対策拠点→圏域内の区市町村 

医療対策拠点
　圏域内の
　　　区市町村

 ア 医療対策拠点等を設置したこと
 イ 病院の被害状況の確認（現地調査を含む）を要請すること
 ウ 圏域内の医療救護活動方針について情報提供すること
 エ 医療チームの派遣を決定すること
 オ 病院からのライフライン支援要請への対応を提示すること
 カ 傷病者を受け入れる病院を提示すること
 キ 傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること

 
ア 医療対策拠点等を設置したこと 

地域災害医療コーディネーターは、医療対策拠点を設置したことを電話等で連

絡し、様式１「災害時連絡用紙」を送付します。 

 

イ 病院の被害状況の確認（現地調査を含む）を要請すること 

ＥＭＩＳにより被害状況を確認できない病院があるとき、医療対策拠点は、区

市町村に対して、現状の確認を要請することができます。この要請には、区市町村

による現地確認を含みます。 

 

ウ 圏域内の医療救護活動方針等について情報提供すること 

医療対策拠点は、圏域内の医療救護活動方針を区市町村に情報提供します。 

 

エ 医療チームの派遣を決定すること 

医療対策拠点は、都医療救護班や日本ＤＭＡＴなどの医療チームの派遣を決定

し、電話等で回答します。 

 

オ 病院からのライフライン支援要請（水・燃料など）への対応を提示すること 

医療対策拠点は、病院の水や燃料など、ライフラインに関する支援要請への対

応を、電話等で回答します。 

 

カ 傷病者を受け入れる病院を提示すること 

医療対策拠点は、区市町村から要請を受けて、傷病者を受け入れる病院を確保

し、様式７「医療搬送要請書」を区市町村に送付します。 

なお、傷病者を受け入れる病院が決定された場合、区市町村（又は要請元の病

院）は、受入病院と個別に調整します。 

 

キ 傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること 

医療対策拠点は、圏域内の区市町村に対して、傷病者を受け入れる病院を確保

するよう要請します。 
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(5) 医療対策拠点→災害拠点病院 

医療対策拠点
　圏域内の
　　　災害拠点病院

 ア 医療対策拠点等を設置したこと
 イ 圏域内の医療救護活動方針について情報提供すること
 ウ 医療チームの派遣を決定すること
 エ ライフライン支援要請への対応を提示すること
 オ 傷病者を受け入れる病院を提示すること
 カ 傷病者の受入れを要請すること

 

上記、アからエについては、「(4)医療対策拠点→圏域内の区市町村」を準用します。 

 

オ 傷病者を受け入れる病院を提示すること 

医療対策拠点は、災害拠点病院から要請を受けて、傷病者を受け入れる病院を

確保し、災害拠点病院に電話等で回答します。 

 

カ 傷病者の受入れを要請すること 

医療対策拠点（又はＤＭＡＴ活動拠点本部）は、災害拠点病院に対して、傷病

者の受入れを要請します。 
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３ 医療救護活動の統括・調整（関連Ｐ３３）             
 

地域災害医療コーディネーターは、医療対策拠点において圏域内の医療救護活動を統

括・調整します。 

 

(1) 圏域内の被害状況を集約すること 

 

ア 圏域内の人的被害や大規模事故の被害状況、道路状況等について把握すること 

医療対策拠点は、都内の人的・物的被害等について、東京都災害情報システム

（ＤＩＳ）により確認します。 

なお、東京都災害情報システム（ＤＩＳ）を使用しない場合は、都から情報提

供を受けます。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 圏域内の病院の被害状況について把握すること 

医療対策拠点は、病院の被害情報を、ＥＭＩＳ又は様式２「医療機関状況報告書」

により確認します。 

 

(2) 医療チームを派遣すること 

地域災害医療コーディネーターは、医療対策拠点から派遣要請を受けたとき又は

圏域内の医療ニーズを踏まえて必要と判断したときは、医療チームを災害拠点病院

又は区市町村に派遣します。 

 

[図２０：医療チームの派遣要請手続き] 

①-1 医療チームの派遣要請  ③ 医療チームの派遣要請

（電話＋様式４の送付） （電話＋様式４の送付）

 ④ 医療チームの派遣決定

⑤ 医療チームの派遣決定 　（電話のみ）

（電話のみ）

 ⑥ 医療チームの活動方針の指示  ⑥ 医療チームの活動方針の指示

①-2 医療ニーズの把握
②　  配分方針の決定

　地域災害医療
　　　コーディネーター

東京都又は
医療対策拠点

 災害拠点病院等に
 　参集した医療チーム

 医療対策拠点に
　  参集した医療チーム

 　圏域外から
　  参集する医療チーム

災害拠点病院
又は区市町村

医療対策拠点

都災害医療
　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

　又は
地域災害医療
　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

病院管理者又は
区市町村災害医療
コーディネーター

災害拠点病院・

 

 

[情報提供を受ける主な項目] 

死者（人）、行方不明者（人）、重症者（人）、軽症者（人）、症状不明者（人） 

建物被害、火災被害、土木被害、ライフライン被害、その他被害、 

高速道路の崩落、電車の脱線、大規模建造物の倒壊、主要道路の通行可否、 

気象情報、地震被害予測システムによる被害予測 など 
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  〔医療チームの派遣要請手順〕 

 

  ①－１ 医療チームの派遣要請 

医療対策拠点は、圏域内の災害拠点病院又は区市町村から、電話等及び様式４

「医療チーム派遣要請書」により、医療チームの派遣要請を受けます。 

 

①－２ 医療ニーズの把握 

医療対策拠点は、ＥＭＩＳや区市町村からの情報等から、圏域内の医療ニーズ

を把握します。 

 

  ② 医療チームの配分方針の決定 

地域災害医療コーディネーターは、医療チームの派遣要請や医療ニーズから総

合的に判断して、医療チームの配分方針を決定します。 

 

  ③ 医療チームの派遣要請 

圏域内の医療チームが不足している又は不足が見込まれる場合は、都又は他の

医療対策拠点に対して、医療チームの派遣を電話等で要請し、様式４を送付しま

す。 

 

  ④ 医療チームの派遣決定 

都は、都内の被害状況や医療ニーズ等を踏まえて医療チームの派遣を決定し、

電話等で回答します。 

 

  ⑤ 医療チームの派遣決定 

医療対策拠点は、地域災害医療コーディネーターが②で定めた配分方針を踏ま

えて医療チームの派遣を決定し、電話等で回答ます。 

 

  ⑥ 医療チームの活動方針の指示 

地域災害医療コーディネーター、災害拠点病院の管理者又は区市町村災害医療

コーディネーターは、参集した医療チームに対して、活動場所や主な活動方針（病

院支援や地域医療搬送など）、その他留意事項を指示します。 

なお、地域災害医療コーディネーターは、参集した統括ＤＭＡＴに対して、日

本ＤＭＡＴに関する業務の代行を指示することができます。 
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(3) 傷病者を受け入れる病院の確保 

 

ア 主に重症者を受け入れる病院の確保 

医療対策拠点は、ＥＭＩＳなどを活用して、圏域内の災害拠点病院から、主に

重症者を受け入れる病院を確保します。 

 

イ 主に中等症者を受け入れる病院の確保 

中等症者その他傷病者を受け入れる病院の確保が必要なときは、圏域内の区市

町村に対して、傷病者を受け入れる病院の確保を要請します。 

 

ウ 圏域内の病院で対応できないとき 

圏域内の病院で対応できないときは、他の地域災害医療コーディネーターと調

整して、傷病者の受入れを要請します。 

 

(4) 災害医療コーディネーターとの連絡調整 

比較的被害の少ない二次保健医療圏を管轄する地域災害医療コーディネーターは、

他医療圏からの傷病者の受入れや他医療圏への医療チームの派遣等に努めます。 

 

　①　他医療圏からの傷病者等の受入れ（要請）
　②　他医療圏への応援医療チームの派遣（要請）

　都災害医療コーディネーター

　（比較的被害の大きい医療圏）

　地域災害医療コーディネーター

　（比較的被害の少ない医療圏）

　地域災害医療コーディネーター

 

 

ア 他医療圏からの傷病者の受入れ 

比較的被害の少ない二次保健医療圏を管轄する地域災害医療コーディネーター

は、東京都災害医療コーディネーター又は他の地域災害医療コーディネーターか

ら要請を受けて、傷病者を受け入れます。なお、地域の被害状況や道路状況等を

踏まえ、圏域内の災害拠点病院から一次的な受入拠点を定めるなど、迅速な傷病

者の受入れに努めます。 

 

   イ 他医療圏への医療チームの派遣等 

比較的被害の少ない二次保健医療圏を管轄する地域災害医療コーディネーター

は、東京都災害医療コーディネーターや他の地域災害医療コーディネーターと調

整して、医療圏内に参集している日本ＤＭＡＴなどの医療チームを派遣します。 

 

   ウ 区市町村災害医療コーディネーターに対する専門的な助言 

地域災害医療コーディネーターは、区市町村では対応困難な事例又は災害医療

に関する専門的事項について、管轄の区市町村災害医療コーディネーターに対し

て専門的な助言を行います。 
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(5) 地域災害医療連携会議の開催 

地域災害医療コーディネーターは、必要に応じて、地域災害医療連携会議※を開催

します。 
※ 地域災害医療連携会議とは、地域災害医療コーディネーターが、病院、医師会、区市町村

などの関係機関を招集して、情報共有や具体的な方策の検討を行う会議をいいます。 

日本ＤＭＡＴ活動要領が定める地域災害医療対策会議に相当します。 

 

(6) ＤＭＡＴ活動拠点本部の設置・運営 

地域災害医療コーディネーターは、日本ＤＭＡＴ活動要領に定めるＤＭＡＴ活動

拠点本部の統括者として、医療対策拠点に参集した日本ＤＭＡＴの指揮・調整、日

本ＤＭＡＴ活動方針の策定などを行います。 

 

ア 参集した日本ＤＭＡＴの指揮及び調整 

  ＤＭＡＴ活動拠点本部は、地域災害医療コーディネーターが定める活動方針に基

づいて、参集した日本ＤＭＡＴに対して、具体的な活動方針を示します。 

 

イ 圏域内の日本ＤＭＡＴ活動方針の策定 

  地域災害医療コーディネーターは、統括ＤＭＡＴ等と協議して、圏域内の日本Ｄ

ＭＡＴ活動方針を定めます。 

 

ウ 圏域内の病院支援指揮所及び現場活動指揮所の指揮 

  ＤＭＡＴ活動拠点本部は、圏域内の病院に設置される病院支援指揮所と個別に調

整します。ただし、現場活動指揮所との調整は、地域災害医療コーディネーターが

行います。 

 

エ 圏域内の病院等の被害情報等の収集 

  ＤＭＡＴ活動拠点本部は、圏域内の病院状況をＥＭＩＳにより把握し、医療対策

拠点に情報提供します。また、病院の被害状況を把握できないときは、必要に応じ

て日本ＤＭＡＴ等を派遣し、被害状況や医療ニーズの把握に努めます。 

 

オ その他 

  その他、ＤＭＡＴ活動拠点本部による活動は、地域災害医療コーディネーターが

定めます。 
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４ 山間部・島しょ地域                      
 

(1) 山間部における医療救護活動  
山間部は、地震などにより、道路の寸断や通信線の断線が発生し、多くの集落が

孤立する恐れがあります。孤立地区では、原則として、医療チームが参集するまで、

市町村を中心とした医療救護活動を行います。 

都は、迅速に情報を収集し、市町村などの関係機関と連携しながら、速やかに医

療チームを派遣します。 

 

(2) 島しょ地域における医療救護活動  
島しょ地域は、医療機関が少なく、

医師や看護師などの医療従事者が限

られているという地域特性がありま

す。このため、島外からの医療チーム

が参集するまでは、島内の医療従事者

が医療救護活動を行います。 

都は、迅速に情報を収集し、島しょ

町村からの要請を受け、速やかに医療

チームを派遣します。 

東京都災害医療コーディネーター

は、東京都島しょ保健所のサポートの

もと、島しょ地域の状況を把握し、都

に対して医学的助言を行います。 

 

ア 東京ＤＭＡＴの派遣 

都は、必要に応じて、東京ＤＭＡ

Ｔ指定病院に対して東京ＤＭＡＴ

の待機を要請し、出場の可否を確認

します。   

その他詳細については、「災害医

療派遣チーム（「東京ＤＭＡＴ」）運

営要綱」及び「都内大規模地震災害

発生時活動要領」及び「対策本部等

支援活動要領」の定めによります。 

 

イ 都医療救護班等の派遣 

都は、都医師会、都歯科医師会、都薬剤師会、日本赤十字社東京都支部、災害拠

点病院などの関係機関に対して、都医療救護班、都歯科医療救護班及び都薬剤師班

の編成・派遣を要請します。 

 

ウ 医療救護に関する情報の収集 

都は、ＥＭＩＳ等により、島内医療機関や医療救護所などの状況を把握します。 



97 

第４節 区市町村の医療救護活動 
 

  区市町村は、区市町村災害医療コーディネーターの医学的な助言に基づいて、区市

町村内の医療救護活動を統括・調整します。 
※ 本節は、区市町村の標準的な取扱いについて記載していますが、各区市町村が定める地域防災

計画が優先されます。 

 

[表３７：区市町村から関係機関への情報連絡・要請系統] 

　災害医療支援病院

(4) 区市町村→災害医療支援病院
　ア　被害状況の報告を求めること
　イ　医療チームの派遣を決定すること
　ウ　ライフライン支援要請への対応を提示すること
　エ　傷病者の受入れを要請すること
　オ　傷病者を受け入れる病院を提示すること

区
市
町
村

　医療対策拠点

(1) 区市町村→医療対策拠点
　ア　区市町村災害対策本部や医療救護活動拠点を設置したこと
　イ　区市町村内の被害状況や病院の被害状況について情報提供すること
　ウ　区市町村の医療救護活動方針について情報提供すること
　エ　医療救護所の設置・運営状況を報告すること
　オ　医療チーム（都医療救護班等）の派遣を要請すること
　カ　病院へのライフライン支援（水・燃料）を要請すること
　キ　傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
　ク　傷病者を受け入れる病院を提示すること

　災害拠点病院

　災害拠点連携病院

(3) 区市町村→災害拠点連携病院
　ア　被害状況の報告を求めること
　イ　緊急医療救護所の設置運営について調整すること
　ウ　医療チームの派遣を決定すること
　エ　ライフライン支援要請への対応を提示すること
　オ　傷病者の受入れを要請すること
　カ　傷病者を受け入れる病院を提示すること

(2) 区市町村→災害拠点病院
　ア　被害状況の報告を求めること
　イ　緊急医療救護所の設置運営について調整すること
　ウ　傷病者の受入れを要請すること

 

[表３８：各関係機関から区市町村への情報連絡系統] 

区
市
町
村

　医療対策拠点

医療対策拠点→圏域内の区市町村
　ア　医療対策拠点等を設置したこと
　イ　（必要に応じて）病院の被害状況の確認（現地調査を含む）を要請すること
　ウ　圏域内の医療救護活動方針について情報提供すること
　エ　医療チーム（都医療救護班等）の派遣を決定すること
　オ　ライフライン支援要請への対応を提示すること
　カ　傷病者を受け入れる病院を提示すること
　キ　傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること

　災害拠点病院

災害拠点病院→区市町村
　ア　自院の被害状況を報告すること（ＥＭＩＳ入力又はＦＡＸによる）
　イ　緊急医療救護所の設置運営について調整すること
　ウ　傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
　エ　区市町村からの傷病者の受入要請に対して、可否を回答すること

　災害拠点連携病院

災害拠点連携病院→区市町村
　ア　自院の被害状況を報告すること（ＥＭＩＳ入力又はＦＡＸによる）
　イ　緊急医療救護所の設置運営について調整すること
　ウ　医療チーム（都医療救護班等）の派遣を要請すること
　エ　自院へのライフライン支援（水・燃料）を要請すること
　オ　自院で対応できない傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
　カ　区市町村からの傷病者の受入要請に対して、可否を回答すること

　災害医療支援病院

災害医療支援病院→区市町村
　ア　自院の被害状況を報告すること（ＥＭＩＳ入力又はＦＡＸによる）
　イ　医療チーム（都医療救護班等）の派遣を要請すること
　ウ　自院へのライフライン支援（水・燃料）を要請すること
　エ　自院で対応できない傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
　オ　区市町村からの傷病者の受入要請に対して、可否を回答すること

　診療所・歯科診療所・

　薬局

診療所・歯科診療所・薬局→区市町村
　　自院で対応できない傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
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１ 区市町村内の情報収集（関連Ｐ３７・Ｐ１３０）                   
 

 区市町村は、ＥＭＩＳや電子メール・ＦＡＸ等により病院の被害状況を確認するほ

か、医療対策拠点や関係機関と連携して、医療救護に必要な情報を集約します。 

 

(1) 区市町村→医療対策拠点 

　区市町村 　医療対策拠点

 ア 区市町村災害対策本部や医療救護活動拠点を設置したこと
 イ 区市町村内の病院の被害状況について情報提供すること
 ウ 区市町村の医療救護活動方針について情報提供すること
 エ 医療救護所の設置・運営状況を報告すること
 オ 医療チームの派遣を要請すること
 カ 病院へのライフライン支援（水・燃料）を要請すること
 キ 傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
 ク 傷病者を受け入れる病院を提示すること  

 

ア 区市町村災害対策本部や医療救護活動拠点を設置したこと 

  (ア)区市町村は、区市町村災害対策本部を設置したことをＤＩＳに入力し、医療

対策拠点に電話等により報告します。 

(イ)区市町村は、医療救護活動拠点を設置したことを医療対策拠点に電話等で連

絡し、様式１「災害時連絡用紙」を送付します。 

 

イ 病院の被害状況について情報提供すること 

区市町村は、ＥＭＩＳ又は様式２「医療機関状況報告書」により病院の被害状

況を把握します。通信障害等によりＥＭＩＳに入力できない病院があるとき、又は

現地確認を行ったときは、その情報をＥＭＩＳに代行入力します。 

ただし、医療対策拠点から報告を求められた場合は、病院の被害状況について

様式２「医療機関状況報告書」を電子メール・ＦＡＸ等により送付します。 

 

ウ 区市町村の医療救護活動方針について情報提供すること 

区市町村は、区市町村内の医療救護活動方針を医療対策拠点に情報提供します。 

 

エ 医療救護所の設置運営状況を報告すること 

区市町村は、医療救護所の設置運営状況を、定期的（１日１回程度）にＥＭＩ

Ｓに入力します。 

 

オ 医療チームの派遣を要請すること 

区市町村は、医療対策拠点に対して、医療チームの派遣を電話等で要請し、様式

４「医療チーム派遣要請書」を送付します。要請に当たっては、医療チームの種別

及び必要チーム数、参集場所、活動予定時間などを提示します。 

 

カ 病院へのライフライン支援（水・燃料）を要請すること 

区市町村は、医療対策拠点に対して、病院の水や燃料など、ライフラインに関

する支援を電話等で要請し、給水については様式８「応急給水要請書兼応急給水作

業指示書」、燃料については様式９「燃料調整シート」を送付します。 
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キ 傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること 

区市町村は、医療対策拠点に対して、区市町村内の病院等（災害拠点病院を除

く。）で対応できない傷病者を受け入れる病院の確保を電話等で要請し、様式７「医

療搬送要請書」を送付します。 

なお、傷病者を受け入れる病院が決定された場合、区市町村（又は要請元の病

院）は、受入病院と個別に調整します。 

 

ク 傷病者を受け入れる病院を提示すること 

区市町村は、医療対策拠点又は圏域内の災害拠点病院から要請を受けて、傷病

者を受け入れる病院を確保し、電話等で回答します。 

 

(2) 区市町村→災害拠点病院 

 

　区市町村 　災害拠点病院
 ア 被害状況の報告を求めること
 イ 緊急医療救護所の設置運営について調整すること
 ウ 傷病者の受入れを要請すること

 

 

ア 被害状況の報告を求めること 

区市町村は、ＥＭＩＳを入力していないなど被害状況の報告がない災害拠点 

病院に対して、ＥＭＩＳの入力又は様式２「医療機関状況報告書」による報告を求

めます。連絡がとれないときは、必要に応じて、現地確認を行います。 

なお、区市町村が様式２-１「医療機関状況報告書」又は現地確認により被害状

況を確認したときは、その状況をＥＭＩＳに代行入力します。 

 

イ 緊急医療救護所の設置運営について調整すること 

区市町村は、緊急医療救護所の設置について、災害拠点病院と調整します。 

 

ウ 傷病者の受入れを要請すること 

  区市町村は、圏域内の災害拠点病院に対して、区市町村内の病院（災害拠点病

院を除く）で対応できない傷病者の受入れを要請します。 

 

(3) 区市町村→災害拠点連携病院 

 

　区市町村  災害拠点連携病院

 ア 被害状況の報告を求めること
 イ 緊急医療救護所の設置運営について調整すること
 ウ 医療チームの派遣を決定すること
 エ ライフライン支援要請への対応を提示すること
 オ 傷病者の受入れを要請すること
 カ 傷病者を受け入れる病院を提示すること  

 

ア 被害状況の報告を求めること 

前記(2)ア（災害拠点病院の例）を準用します。 
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イ 緊急医療救護所の設置運営について調整すること 

前記(2)イ（災害拠点病院の例）を準用します。 

 

ウ 医療チームの派遣を決定すること 

区市町村は、都医療救護班や日本ＤＭＡＴなどの医療チームの派遣を決定し、

電話等で回答します。 

 

エ 医療チームの派遣を決定すること 

区市町村は、病院の水や燃料など、ライフラインに関する支援要請への対応を、

電話等で回答します。 

 

オ 傷病者の受入れを要請すること 

前記(2)ウ（災害拠点病院の例）を準用します。 

 

カ 傷病者を受け入れる病院を提示すること 

  区市町村は、災害拠点連携病院から要請を受けて、区市町村内の病院、圏域内

の災害拠点病院又は医療対策拠点と調整し、要請元の災害拠点連携病院に対して、

電話等で回答します。 

 

(4) 区市町村→災害医療支援病院 

 

　区市町村  災害医療支援病院

 ア 被害状況の報告を求めること
 イ 医療チームの派遣を決定すること
 ウ ライフライン支援要請への対応を提示すること
 エ 傷病者の受入れを要請すること
 オ 傷病者を受け入れる病院を提示すること  

 

アからオの各項目については、「(3) 区市町村→災害拠点連携病院」を準用します。 

 

(5) 区市町村 ⇔ 診療所・歯科診療所・薬局等 

区市町村は、診療所等から医療搬送の要請を受けて、区市町村内の病院、圏域内

の災害拠点病院又は医療対策拠点と調整し、要請元の診療所等に対して、電話等で

回答します。 

その他の事項は、区市町村が定めるところによります。  
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２ 医療救護活動の統括・調整（関連Ｐ３７・Ｐ１３０）            
 

区市町村は、区市町村災害医療コーディネーターの医学的な助言に基づき、区市町

村全域の医療救護活動を統括・調整します。 

 

(1) 地区医療救護班等の編成・派遣 

  区市町村は、区市町村地域防災計画等に基づいて、地区医師会、地区歯科医師会、

及び地区薬剤師会などの関係機関に対して、地区医療救護班、地区歯科医療救護班

及び地区薬剤師班の編成・派遣を要請します。 

 

(2) 医療救護所の設置・運営 

区市町村は、緊急医療救護所及び避難所医療救護所を設置し、その設置状況や運

営状況をＤＩＳ及びＥＭＩＳに入力します。 

 

(3) 医療救護活動拠点の設置・運営 

       区市町村は、医療救護活動拠点を設置して医療情報を集約し、区市町村災害医療

コーディネーターの医学的な助言を受けて、医療救護活動方針を策定します。 

 

(4) 医療チームの再配分 

区市町村は、病院（災害拠点病院を除く）から医療チームの派遣要請を受けて、

区市町村災害医療コーディネーターの医学的な助言を踏まえながら、区市町村内で

活動中の医療チームを再配分します。 

 

(5) 医療チームの派遣要請 

区市町村は、医療チームが不足している又は不足が見込まれるときは、医療対策

拠点に対して医療チームの派遣を電話等で要請し、様式４「医療チーム派遣要請書」

を送付します。 

 

(6) 傷病者を受け入れる病院の確保 

区市町村は、区市町村災害医療コーディネーターの医学的な助言を受けて、医療

機関や医療救護所で対応できない傷病者を受け入れる病院を確保します。 

 

ア 重症者の場合 

区市町村は、ＥＭＩＳや圏域内の医療救護活動方針などを確認して、圏域内の

災害拠点病院に対して、重症者の受入れを電話等で要請します。 

 

イ 中等症者・その他の傷病者の場合 

区市町村は、ＥＭＩＳや圏域内の医療救護活動方針などを確認して、区市町村

内の災害拠点連携病院・災害医療支援病院に対して、中等症者その他の傷病者の

受入れを電話等で要請します。 
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   ウ 医療対策拠点に対して要請する場合 

上記ア及びイによる受入病院の確保が困難な場合、区市町村は、医療対策拠点

対して、傷病者を受け入れる病院の確保を電話等で要請し、様式７「医療搬送要

請書」を送付します。 

 

(７) 地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること 

区市町村災害医療コーディネーターは、対応困難な事例又は災害医療に関する専

門的事項について、管轄の地域災害医療コーディネーターに対して助言を求めるこ

とができます。 
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３ 地区医療救護班等（関連Ｐ４０・Ｐ１４７）                
 

地区医療救護班、地区歯科医療救護班及び薬剤師班は、主に区市町村が設置する緊急

医療救護所又は避難所医療救護所において、医療救護活動を行います。 

 

(1) 災害対策本部の設置 

地区医師会、地区歯科医師会及び地区薬剤師会は、おおむね震度６弱以上の地震

が発生した場合に、速やかに災害対策本部を設置し、区市町村と連携して、最新の

被害状況の把握に努め、地区医療救護班、地区歯科医療救護班及び地区薬剤師班の

派遣要請に対応できるように、体制を整えます。 

 

(2) 医療救護班等の派遣要請 

ア 地区医療救護班等の編成 

区市町村は、区市町村地域防災計画等に基づいて、地区医師会、地区歯科医師

会及び地区薬剤師会などの関係機関に対して、地区医療救護班、歯科医療救護班及

び薬剤師班の編成を要請します。 

区市町村から要請を受けた地区医師会などの関係機関は、交代要員や必要な班

数を確保します。 

 

イ 地区医療救護班等の派遣・出場 

派遣要請を受けた地区医師会などの関係機関は、あらかじめ定められた緊急連

絡網などにより、会員へ指示伝達を行い、地区医療救護班等を参集場所に派遣しま

す。 

出動の指示伝達を受けた会員は、指示された場所に参集することとし、被災等

により参集できない場合には、可能な限り、その旨を地区医師会等に連絡するよう

にします。 

地区医師会等は、出動可能な班編成を確認し、活動場所ごとに医療救護活動の

指揮者を定めて、それを当該区市町村に連絡するものとします。 

 

ウ 地区医療救護班等の配分調整 

区市町村は、地区医療救護班等の編成状況、医薬品・医療資器材の確保状況、

傷病者の発生動向や医療ニーズを把握して、医療救護所の機能に不均衡が生じない

ように、医療救護班などの医療チームを配分調整します。 

 

エ 資器材等の携行 

出動する会員は、原則として、各団体又は区市町村が定める被服、ヘルメット、

帽子、手袋及び底厚の靴を着用し、懐中電灯や身分証明書等を持参します。 

 

オ 移動手段の確保 

地区医療救護班等は、原則として、移動手段を自ら確保しますが、移動手段の

確保が困難な場合は、区市町村に要請します。 
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(3) 地区医療救護班 

  地区医療救護班は、医療救護所を中心に、トリアージ、軽症者に対する治療、中

等症者及び重症者への応急処置など、区市町村が定める医療救護活動を行います。 

 

(4) 地区歯科医療救護班 

地区歯科医療救護班は、医療救護所を中心に、歯科医療を要する傷病者に対する

応急処置、トリアージの協力などを行います。 

 

(5) 地区薬剤師班 

地区薬剤師班は、主に医療救護所における調剤・服薬指導、トリアージの協力、

医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け・管理などを行います。 

なお、薬剤師班の活動については、「災害時薬剤師班活動ガイドライン」によりま

す。 

 

(6) その他協定団体等 

地区看護協会、地区柔道整復師会などの協力団体は、区市町村地域防災計画等に

定める救護活動等に協力します。 

 

 (7) 医療救護活動にあたっての留意事項 

 

ア カルテの作成 

災害時における異なる医療チーム間での共通のカルテ様式として、「災害時診療

記録 2018」の様式を活用します。チームの交代等があった際にも、円滑に被災者

の診療情報のやり取りが可能となります。 

また、連携するアプリである「Ｊ-ＳＰＥＥＤ」に必要な情報を入力することで、

集計された診療日報の作成・遠隔での共有が即座に可能となり、各本部におけるデ

ータに基づく医療調整活動に役立ちます。 

 

イ 次期医療救護班等への引継ぎ等 

医療救護所や医療救護活動拠点等において、活動記録書を作成し、次期医療救護

班等に引継ぎます。   

  

ウ 他の医療チームとの連携 

地区医療救護班等は、医療救護所の責任者の下、他の医療チーム等との連携を

図りながら、医療救護活動を行います。 
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４ 医療救護所（関連Ｐ４１・Ｐ１４８）                    
 

区市町村は、災害拠点病院等の近接地等（病院開設者の同意がある場合は、病院敷地

内を含む。）に、発災直後から緊急医療救護所を設置します。 

また、病院がない地域には、避難所医療救護所を設置します。 

 

(1) 標準的な体制 

緊急医療救護所又は避難所医療救護所を設置するためには、人員の確保、医療救

護所の設営、組織づくり（チームビルディング）が必要です。 

医療救護所の体制は、区市町村が状況に応じて決定しますが、標準的な体制と役

割は、下記のとおりです。 

なお、医療救護所の運営には、１班以上の医療救護班が必要です。医療チームが

限られている場合には、各班の兼任など、医療救護所の指揮者が担当を定めます。 

 

 

[図２１：緊急医療救護所・避難所医療救護所の標準的な体制（急性期まで）] 

 

･･･医療救護所の統括

運営部門

医療救護所指揮者

通信班

事務管理班

受付誘導班

診療部門

トリアージ班

軽症処置班

中等症等処置班

歯科医療班

調剤・服薬指導班

搬送調整班

･･･医療救護所内で使用する消耗品、資器材等の確保

･･･情報収集、病院または区市町村との連絡調整

･･･トリアージエリアや軽症処置エリアへの傷病者の誘導

･･･多数傷病者へのトリアージ

･･･軽症者（慢性疾患等を含む）に対する治療

･･･中等症・重症者に対する応急処置
（避難所医療救護所では、搬送順位の決定を含む）

･･･歯科医療を要する傷病者に対する応急処置

･･･軽症者に対する調剤及び服薬指導、医薬品等の管理

･･･重症・中等症者の搬送調整
（避難所医療救護所は、搬送先医療機関と搬送手段の確保を含む）
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(2) 医療救護所の指揮者等の選任 

    区市町村は、原則として、近接する病院の事情を最も知っている医師（近接病院

に勤務する医師）、又は地域の医療事情を最も知っている地区医師会の医師から、医

療救護所の指揮者を選任します。 

また、医療救護所での活動が長時間に及ぶことが想定される場合には、代理者等

を選任します。 

 

(3) 運営部門 

運営部門は、主に、通信班、事務管理班及び受付誘導班に分かれます。 

    

ア 通信班 

通信班は、情報収集、病院又は区市町村との連絡調整などを行います。 

特に、区市町村から、近隣地域の被害状況、周辺医療機関の状況、医療チーム

の確保状況などを確認します。 

 

イ 事務管理班 

事務管理班は、医療救護所で使用する消耗品や医療資器材等を確保します。 

（ただし、医薬品等の管理については、薬剤師班が行います。） 

 

ウ 受付誘導班 

受付誘導班は、参集した医療チームを医療救護所の指揮者に案内すること、傷

病者をトリアージエリアや軽症処置エリアに誘導すること、その他来所者の移動

の安全管理などを行います。 
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(4) 診療部門 

診療部門は、主に、トリアージ班、軽症処置班、中等症等処置班、歯科医療班、

調剤・服薬指導班及び搬送調整班に分かれます。 

 

ア トリアージ班 

医療救護所には、重症者、中等症者、軽症者などの傷病者が混在しています。 

このため、トリアージ班は、医療救護所の多数傷病者に対して、原則として、

医師を中心に、歯科医師、薬剤師、看護師などの医療従事者が協力してトリアージ
※を実施します。 

 医療従事者は、トリアージ・タッグを記入し、１枚目（災害現場用）を切り離し

て、医療救護所の受付票とします。 

 なお、１回目のトリアージがなされた後であっても、時間の経過や傷病者等の状

況を確認し、必要に応じて２回目以降のトリアージを実施します。 
※ トリアージの方法については、巻末資料（Ｐ１９６）や「トリアージハンドブック（東京都保健医療局

発行）」を参照してください。 

 

イ 軽症処置班 

軽症処置班は、トリアージされた軽症者（負傷者だけでなく慢性疾患等を有する

傷病者を含みます）に対する治療を行います。 

なお、近接する病院の受診を希望する傷病者には、受診を控えるよう協力を求め

ます。 

 

ウ 中等症等処置班 

中等症等処置班は、中等症者や重症者に対して応急処置を行います。 

また、病院から離れていて、搬送に時間を要するときは、重症者（最優先治療群）、

次に中等症者（待機的治療群）の順に応急処置を行い、搬送順位を決定します。 

なお、搬送までの待機中に中等症者と判定された傷病者の症状が悪化する場合が

あるので、バイタルサインや身体所見の変化に細心の注意が必要です。 

 

エ 歯科医療班 

歯科医療班は、医療救護所の来所者に対して歯科医療・衛生指導を行い、特に

歯科医療を要する傷病者がいるときは、応急処置を行います。 

 

オ 調剤・服薬指導班 

調剤・服薬指導班は、薬剤師班を中心に、医療救護所内に設置された調剤場所

で、災害用処方箋に基づいた調剤・服薬指導や医薬品等の管理、軽症者へのＯＴＣ

医薬品の供給などを行います。 

 

カ 搬送調整班 

搬送調整班は、医療救護所で応急処置を受けた重症者や中等症者を近くの医療

機関に搬送します。 

また、病院から離れた医療救護所の場合は、搬送先医療機関と搬送手段の確保

を行います。 



108 

 

 (5) 情報連絡体制 

医療救護所の情報連絡体制及び報告内容（被害情報や活動状況など）については、

区市町村の定めによります。 

区市町村は、医療救護所の医療ニーズや運営状況を把握して、各所の運営に不均衡

が生じないように情報収集を行います。 

また、従事する医療チームの交代時にも、円滑に医療救護所が運営されるよう、活

動報告書の作成など、引継ぎの際のルールを明確にしておく必要があります。 

  

ア 医療救護所の設置・運営 

区市町村は、医療救護所を設置したことをＥＭＩＳに入力します。また、医療

救護所の運営状況を、１日１回程度の頻度で入力します。 

なお、緊急医療救護所はＥＭＩＳの医療機関前救護所に、避難所医療救護所は

ＥＭＩＳの避難所救護所に、それぞれ入力します。 

 

イ 医療救護所の医療ニーズ 

医療救護所の指揮者は、医療救護所内の医療ニーズについて、区市町村災害医療

コーディネーターに報告します。 

 

 (6) 周辺住民に対する周知 

区市町村は、避難所医療救護所を設置したことを、周辺住民に周知します。 

 

(7) 医薬品等 

 医療救護所の指揮者は、調剤・服薬指導班と連携して、医療救護所で必要な医薬

品や医療資器材などを確認し、不足が見込まれる場合には、区市町村の災害薬事セ

ンターに補給を要請します。 

 

 (8) 閉鎖時期 

区市町村は、被災地内の医療機能や避難所の状況などから、区市町村災害医療コ

ーディネーターと協議の上、医療救護所の閉鎖を判断します。 

各医療チームが作成したトリアージタッグやカルテとして作成した災害時診療記

録は、多くの個人情報を含みます。医療救護所の施設運営者が、一括して保管する

など、あらかじめ取扱いを明確にしておく必要があります。 
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[参考:緊急医療救護所の設置例 –東京都総合防災訓練から- ] 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
東京都・区合同総合防災訓練（平成

２６年度）では、災害拠点病院の前に

緊急医療救護所を設置しました。 

 この訓練では、病院前に集まった傷

病者に対して、トリアージポスト用テ

ントでトリアージを行いました。 

 また、重症者と中等症者を、それぞ

れの処置エリアに担架搬送するととも

に、軽症者を緊急医療救護所テントに

誘導して、軽症治療を行いました。 

 

トリアージ 
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［参考：新興感染症等流行下での緊急医療救護所の設置例 –東京都総合防災訓練から–］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京都・品川区合同総合防災訓練では、（令和４年度）では、災害拠点病院に見

立てたエリアの前に緊急医療救護所を設置し、訓練を実施しました。 

この訓練においては、新興感染症対策を取り入れた緊急医療救護所運営を行い

ました。救護所スタッフはエリアごとに必要な感染防止資器材を装備し、トリア

ージをした後の傷病者に検温を実施することで発熱者と非発熱者の動線を分け、

軽症処置エリアはパーテーションにより発熱エリアと非発熱エリアに区分けを行

いました。 

 

【エリアごとに必要となる資器材】 

 

 【エリア別患者動線管理対応事項】 

  

エリア名 実災害時に必要と想定される装備 

医療処置エリア（軽症・非発熱エリア） マスク、手袋、ガウン 

医療処置エリア（軽症・発熱エリア、

中等症、重症）、トリアージエリア 

フェイスシールド、マスク（N95）、手袋、ガウン、

帽子 

患者対応が想定されるエリア：緊急医

療救護所本部、調剤・服薬指導エリア 

フェイスシールド、マスク、手袋 

エリア名 対応事項 

緊急医療救護所本部 
緊急医療救護所に来所した患者がトリアージエリアに移動する際、

トリアージエリアへ誘導する。 

トリアージエリア 
トリアージエリアにてトリアージ後、処置エリアへ患者を誘導、搬

送する。※トリアージエリアで検温は実施しない。 

処置エリア（軽症・中等

症・重症） 

各処置エリア入口にて検温し、発熱の有無を確認し、発熱者と非発

熱者の動線を分けた上で処置を実施する。 
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第５節 医療機関（共通事項） 
 

１ 医療機関の対応手順                     
（参照：病院における防災訓練マニュアル-東京都保健医療局-等） 

 

  災害時には、多数の傷病者が医療機関に集中することが想定されます。 

都は、被災地の限られた医療資源を有効に活用するため、全ての病院を、災害拠点病

院、災害拠点連携病院及び災害医療支援病院に分類※していますが、本節では、医療機

関に求められる共通事項として、災害時の対応手順について、まとめています。 
※ 病院の種別は、Ｐ１４「２ 医療機関・医療救護所の種別」を確認してください。 

 

[図２２：医療機関の対応手順] 

担当部署ごとの
現状把握・確認

(3) 医療継続の判断
（被害の程度等による）

(6) 外部への情報発信

(4) 避難に向けた対応

(1) 災害対策本部の設置

(2) 被害状況のとりまとめ

外部からの情報収集

(7) 応急対応・体制の決定

(6) 外部への情報発信

(5) 医療継続に向けた
    対応・体制の決定

医療継続

避 難

 

 

 

(1) 災害対策本部の設置 

   医療機関の管理者は、速やかに災害対策本部を設置します。 

また、管理者が不在の場合は、当直医師等が、事前の定めにより職務を代行しま

す。 

   本部の設置場所には、①緊急連絡先一覧表、②備品・什器類、③医療救護活動に

必要な関係書類、④周辺地図、⑤各医療機関が策定した災害対応マニュアルや事業

継続計画（ＢＣＰ）、都や区市町村の地域防災計画、本ガイドラインなどを用意して

おきます。 
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(2) 被害状況のとりまとめ 

 

 ア 患者等の安全確認 

医療機関は、情報収集部門（又は担当者）を設置し、在院している職員で分担

して、入院患者や手術中の患者の安否状況について確認します。 

また、院内で負傷者が発生しているときは、必要な治療等を行うとともに、被

害状況等を適切に説明するなど、院内の患者に安心感を与え、落ち着かせるように

します。 

 

イ 職員・家族等の安全確認 

勤務時間中に災害が発生した場合には、在院している職員の状況や職員の家族

の被害状況などを確認し、勤務可能な人員を職種別（医師、看護師、事務等）に把

握します。 

 

ウ 周辺地域の被害状況の確認 

周辺地域の人的被害状況（負傷者の発生状況など）、物的被害状況（周囲の火災

の状況や延焼の危険性など）、周辺道路の通行の可否などを把握します。 

 

エ 医療機能の把握 

空床状況（空床数、仮設ベッド数）や医療機能を把握し、ＥＭＩＳに入力しま

す。ＥＭＩＳに入力ができないときは、様式２「医療機関状況報告書」を区市町村

に送付します。 

 

(3) 医療継続の判断 

医療機関の管理者は、災害対策本部で収集した被害状況を踏まえて、医療の継続

又は避難の判断を行います。 

 

(4) 避難に向けた対応 

万一、火災の発生や建物の倒壊（又は倒壊のおそれがある場合）などにより、患

者等を避難させる必要があるときは、あらかじめ定めている避難計画に基づき、安

全な場所に避難誘導します。 
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(5) 医療継続に向けた対応・体制の決定 

 

ア 職員の参集指示 

災害拠点病院や災害拠点連携病院など地震発生直後から多数の傷病者の受入れ

等が想定される病院については、勤務時間外における職員の自動参集基準の設定や

職員の安否・参集可否の確認のためのシステムの導入などを行い、各病院の状況に

応じた迅速な参集について、あらかじめ対策を講じておくことが有効です。 

基準やシステムの導入がない場合も、休日・夜間に災害が発生したときは、緊

急連絡網により職員やその家族の状況を確認し、勤務可能な職員に対して、速やか

に参集するよう指示する必要があります。 

 

イ 診療体制の確保 

診療時間中に災害が発生した場合は、外来患者の安全確認を行ったうえで、緊

急を要する傷病者への対応を除き休診にして、診療体制の確保に努めます。 

また、医師の判断により、緊急を要しない手術や検査の延期や比較的症状の安

定している患者の一時退院などを行います。 

 

ウ 医療体制の継続 

医師、看護師、事務等の医療機関職員の疲労に配慮しながら、ローテーション

勤務とし、食事、寝具及び休息室の確保についても留意します。 

 

エ 医療チームの派遣要請 

多数の傷病者が集中しているなど、自院の職員だけでは対応できないときは、

区市町村に対して（ただし、災害拠点病院は医療対策拠点に対して）、医療チーム

の派遣を要請します。 

 

(6) 外部への情報発信 

マスコミなどから取材があった場合は、必要な情報提供を行います。その際、担

当窓口を一元化するなど医療救護活動との適切な役割分担に配慮します。 

また、災害により負傷した入院患者、他の医療機関へ搬送した患者及び死亡者の

氏名について、必要に応じて、適切な場所に掲示します。 

 

(7) 応急対応・体制の決定 

医療機関の管理者は、病院が事前に定めている災害対応マニュアルや事業継続計

画（ＢＣＰ）を活用しながら、病院の被害状況に応じた応急対応や院内の体制を決

定します。 
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２ 施設の維持・医薬品等の確保など                         
 

(1) 施設等の安全性の確認 

建物、自家発電装置、給排水設備、スプリンクラー、ボイラー、放射線関連設備

等の被害状況を把握し、安全性を確認します。故障が発生している場合には、直ち

にメンテナンス業者などに連絡をとるなど、速やかな復旧に努めます。 

また、診察室、手術室、ＩＣＵ、ＣＣＵ、検査室などの部屋ごとに被害状況や使

用の可否を確認するとともに、ＣＴ、Ｘ線検査機器などの医療機器や医薬品及び医

療資器材などの状況を確認します。 

 

[図２３：施設・設備の安全点検] 

　ＣＴ・Ｘ線検査機器

医薬品・医療資器材 　＜使用可能量等の確認＞

設備関連

　診察室・手術室・ＩＣＵ・ＣＣＵ・検査室など

　＜各室ごとに使用可能状況の確認＞

医療機器 　＜各機器毎に使用可能状況の確認＞

　＜被害状況の確認＞

　スプリンクラー、ボイラー、放射線関連設備など

　ライフライン関連設備（自家発電装置・給排水など）

建物関連

 

 

 

(2) ライフラインの維持 

医療機能を維持するために必要な電気、水、燃料、通信手段、医薬品等の被害状

況を把握し、ライフラインの供給停止あるいは著しい供給低下がある場合には、非

常用自家発電装置、備蓄用燃料、食料等を活用し、当面の対応を行います。 

 

（災害拠点病院） 

水の確保、燃料、食料、飲料水、医薬品等の備蓄については、３日分が指定の

要件となっています。 

（災害拠点連携病院） 

食料、飲料水、医薬品等の備蓄については３日分が指定要件、水及び燃料の確

保は３日分が望ましいとされています。 

（災害医療支援病院） 

病院の実情に応じて、備蓄等による確保を行う必要があります。 

 

※ 災害時には多数の患者が来院することや職員が帰宅困難となることも考慮す

る必要があります。 
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病院機能維持のためにとくに重要なライフラインである水や燃料が不足した場合

は、災害拠点病院は医療対策拠点に、災害拠点連携病院及び災害医療支援病院は区

市町村に支援要請を行います。 

要請先に電話等で要請し、給水については様式８「応急給水要請書兼応急給水作

業指示書」、燃料については様式９「燃料調整シート」を送付します。 

 

[図２４－１：応急給水要請フロー] 

災害拠点病院 医療対策拠点 東京都

災害拠点連携病院
災害医療支援病院

上記以外の受水槽を有する

透析医療機関等

区市町村

 

[図２４－２：燃料供給要請フロー] 

※区市町村と協定締結  している場合あり

東京都災害拠点病院

災害拠点連携病院
災害医療支援病院

上記以外の自家発電設備を

有する医療機関

区市町村

医療対策拠点

 

 

(3) 医薬品等の確保 

病院、診療所、歯科診療所及び薬局は、原則として、医薬品、医療機器、衛生材

料、歯科用医薬品を平時と同様に卸売販売業者から購入します。ただし、卸売販売

業が復旧し流通を通じて適切に供給されるまで（おおむね３日間程度）に必要とな

る医薬品等は、備蓄品を活用します。 

卸売販売業者は、全ての発注に対応できない場合は、原則として、災害拠点病院

へ優先的に医薬品等を供給します。ただし、東京都災害医療コーディネーターの助

言があった場合は、別途対応することとします。 
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第６節 災害拠点病院（関連Ｐ５１）            
 

   

 

(1) 広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の入力 

災害拠点病院は、院内の被害状況を十分に確認できない場合であっても、直ちに、

ＥＭＩＳに一部情報を入力※します。 

また、速やかに院内の被害状況を把握して、ＥＭＩＳに緊急時入力・詳細入力の

順に入力し、超急性期（発災後７２時間）までは、病院の状況が変わるごとに更新

します。  
※これにより、回線異常の有無を確認できます。 

 

(2) ＥＭＩＳが使用できないとき 

災害拠点病院は、都、管轄の医療対策拠点及び所在地の区市町村に対して、様式

２※「医療機関状況報告書」を電子メール・ＦＡＸ等（防災行政ＦＡＸ等や衛星回線

の活用を含む）により送付します。（※速やかに、様式２－１（緊急時入力分）を送

付し、その後様式２－２（詳細入力分）を送付します。） 

 

 

 

 

(1) 重症者・中等症者への対応 

病院の収容力が超過又はそのおそれがあるときは、原則として、重症者の収容・

治療を優先します。 

また、対応できない重症者等が搬送されてきた場合は、応急処置を実施した上で、

近隣の災害拠点病院等又は医療対策拠点と調整します。 

 

(2) 軽症者への対応 

病院前トリアージにより保留群（軽症）と判断された患者は、原則として院内に

入れることなく、近隣の緊急医療救護所や避難所医療救護所に誘導します。 

 

(3) 周産期医療等への対応 

周産期医療、小児救急医療、精神医療、透析医療等については、原則として、診

療を継続します。 

ポイント１：災害拠点病院は、直ちに被害状況を報告してください。 

ポイント２：災害拠点病院は、主に重症者の収容・治療を行います。 
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[表３９：災害拠点病院から関係機関への情報連絡・要請系統] 

災
害
拠
点
病
院

　東京都

(1) 災害拠点病院→東京都
　ア　自院の被害状況を報告すること（EMIS入力又はFAXによる）
　イ　東京ＤＭＡＴの編成・派遣の可否について回答すること（※東京DMAT指定病院に限る）

　ウ　都医療救護班や都内ＤＭＡＴの編成・派遣の可否について回答すること

　医療対策拠点

(2) 災害拠点病院→医療対策拠点
　ア　自院の被害状況を報告すること（ＥＭＩＳ入力又はＦＡＸによる）
　イ　医療チーム（都医療救護班等）の派遣を要請すること
　ウ　自院のライフラインへの支援を要請すること
　エ　自院で対応できない傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
　オ　他病院の傷病者の受入要請に対して、可否を回答すること

　区市町村

(3) 災害拠点病院→区市町村
　ア　自院の被害状況を報告すること（ＥＭＩＳ入力又はＦＡＸによる）
　イ　緊急医療救護所の設置運営について調整すること
　ウ　ライフライン支援要請への対応を提示すること
　エ　傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
　オ　区市町村からの要請に対して、受入可否を回答すること

(4) 災害拠点病院→他の災害拠点病院
　ア　自院の被害状況をEMISにより情報提供すること
　イ　自院で対応できない傷病者の受入れを要請すること

　他の
　災害拠点病院

  
 

[表４０：関係機関から災害拠点病院への情報連絡・要請系統] 

災
害
拠
点
病
院

　医療対策拠点

医療対策拠点→圏域内の災害拠点病院
　ア　医療対策拠点等を設置したこと
　イ　圏域内の医療救護活動方針について情報提供すること
　ウ　医療チーム（都医療救護班や日本ＤＭＡＴ等）の派遣を決定すること
　エ　傷病者の受入れを要請すること
　オ　（受入れが困難な災害拠点病院に対して）傷病者を受け入れる病院を提示すること

　区市町村

区市町村→災害拠点病院
　ア　被害状況の報告を求めること
　イ　緊急医療救護所の設置運営について調整すること
　ウ　傷病者の受入れを要請すること

　他の
　災害拠点病院

他の災害拠点病院→災害拠点病院
　ア　他院の被害状況をEMISにより情報共有すること
　イ　圏域内の災害拠点病院から要請のあった傷病者の受入可否について回答すること

　東京都

東京都→災害拠点病院
　ア　東京都災害対策本部等を設置したこと
　イ　都、各医療圏及びＳＣＵの医療救護活動方針についてＥＭＩＳで公表すること
　ウ　東京ＤＭＡＴの編成・派遣を要請すること　（※東京DMAT指定病院に限る）

　エ　都医療救護班や都内ＤＭＡＴの編成・派遣を要請すること
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１ 情報連絡体制                         

 

災害時には、ＥＭＩＳや防災行政無線により、関係機関に対して状況報告を行います。

（なお、災害拠点病院のうち東京ＤＭＡＴ指定病院は、東京ＤＭＡＴの出場の可否等を

報告します。） 

 

 (1) 災害拠点病院→東京都 

 ア 自院の被害状況を報告すること（ＥＭＩＳ入力又はＦＡＸによる）
 イ 東京ＤＭＡＴの編成・派遣の可否について回答すること
 ウ 都医療救護班や都内ＤＭＡＴの編成・派遣の可否について回答すること

　災害拠点病院 　東京都

 

 

ア 自院の被害状況を報告すること 

自院の被害状況をＥＭＩＳに入力します（ポイント１のとおり）。 

 

イ 東京ＤＭＡＴの編成・派遣の可否について回答すること（※東京ＤＭＡＴ指定病院に限る） 

本章第２節「３ 東京ＤＭＡＴの活動」（Ｐ７３）によります。 

 

ウ 都医療救護班や都内ＤＭＡＴの編成・派遣の可否について回答すること 

本章第２節「４ 都医療救護班等の派遣」（Ｐ７６）及び「５ 日本ＤＭＡＴの

活動」（Ｐ７８）によります。 

（緊急項目及び詳細項目）、②防災行政無線の順で対応しま 

 (2) 災害拠点病院→医療対策拠点 

　災害拠点病院 　医療対策拠点

 ア 自院の被害状況を報告すること（ＥＭＩＳ入力又はＦＡＸによる）
 イ 医療チームの派遣を要請すること
 ウ 自院のライフラインへの支援を要請すること
 エ 傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
 オ 他病院の傷病者の受入要請に対して、可否を回答すること

 
 

ア 自院の被害状況を報告すること 

「(1) 災害拠点病院→東京都」のアのとおりです。 

 

イ 医療チームの派遣を要請すること 

災害拠点病院は、医療対策拠点に対して医療チームの派遣を電話等で要請し、様

式４「医療チーム派遣要請書」を送付します。 

   

ウ 自院のライフラインへの支援を要請すること 

災害拠点病院は、医療対策拠点に対して、病院の水や燃料など、ライフライン

に関する支援を電話等で要請し、給水については様式８「応急給水要請書兼応急給

水作業指示書」、燃料については様式９「燃料調整シート」を送付します。 
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エ 傷病者を受け入れる病院を確保すること 

災害拠点病院は、医療対策拠点に対して、自院で対応できない傷病者を受け入

れる病院の確保を電話等で要請し、様式７「医療搬送要請書」を送付します。ただ

し、同一圏域内にある災害拠点病院に対して、直接要請することもできます。（災

害拠点病院に要請する場合は、様式７の送付は不要です。） 

なお、受入病院が決定された後は、医療対策拠点を経由することなく、受入要

請先の病院と個別に調整します。 

 

オ 他病院の傷病者の受入要請に対して、受入れの可否を回答すること 

災害拠点病院は、医療対策拠点から要請された傷病者の受入れの可否について、

電話等により、回答します。 

また、回答後は、医療対策拠点を経由することなく、要請元の病院と個別に調

整します。 

 

 (3) 災害拠点病院→区市町村 

　区市町村

 ア 自院の被害状況を報告すること（ＥＭＩＳ入力又はＦＡＸによる）
 イ 緊急医療救護所の設置運営について調整すること
 ウ 傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
 エ 区市町村からの要請に対して、受入可否を回答すること

　災害拠点病院

 

 

ア 自院の被害状況を報告すること 

「(1) 災害拠点病院→東京都」のアのとおりです。 

 

イ 緊急医療救護所の設置運営について調整すること 

災害拠点病院は、緊急医療救護所の設置について、区市町村と調整します。 

 

ウ 傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること 

災害拠点病院は、同一圏域内の区市町村に対して、中等症者や容態の安定した

重症者を受け入れる病院の確保を電話等で要請し、様式７「医療搬送要請書」を送

付します。   

なお、受入病院が決定された後は、区市町村を経由することなく、受入要請先

の病院と個別に調整します。 

 

エ 区市町村からの要請に対して、受入可否を回答すること 

災害拠点病院は、区市町村から要請された傷病者の受入れの可否について、電

話等により、回答します。 

また、回答後は、区市町村を経由することなく、要請元の病院と個別に調整し

ます。 

 
 (4) 災害拠点病院→（圏域内の）災害拠点病院 

　災害拠点病院
　（圏域内の）
　災害拠点病院

 ア 自院で対応できない傷病者の受入れを要請すること
 イ 他病院の傷病者の受入要請に対して、可否を回答すること

 



120 

 

ア 自院で対応できない傷病者の受入れを要請すること 

災害拠点病院は、圏域内の他の災害拠点病院に対して、自院で対応できない傷

病者を受け入れる病院の確保を要請できます。原則として、電話等により要請し、

様式７の送付を省略します。 

 
イ 他病院の傷病者の受入要請に対して、可否を回答すること 

災害拠点病院は、要請元の災害拠点病院に対して、傷病者の受入れの可否を電

話等で回答します。 

 

 

２ 災害医療体制への移行                     

 

(1) 災害対策本部等の設置 

病院管理者は、事業継続計画（ＢＣＰ）や災害対応マニュアルに基づいて、災害

対策本部を設置し、被害情報の収集や院内の活動方針を決定します。 

なお、災害拠点病院は、病院長の判断に基づいて、ＤＭＡＴ病院支援指揮所※を

設置することができます。 

 
※ ＤＭＡＴ病院支援指揮所は、ＤＭＡＴ活動拠点本部の指揮の下において、当該ＤＭＡＴ活動拠点
本部の業務の一部を行います。 

 

(2) 重症者の受入体制の確保 

病院管理者は、緊急を要する傷病者への対応を除き休診にして、多数の重症者を

受け入れる体制を確保します。  

 

(3) 病院前トリアージの実施 

病院と区市町村において事前協議がある場合を除き、原則として、区市町村が病

院の近接地等（病院開設者が認める場合には病院敷地内を含む）に緊急医療救護所

を設置して、病院前トリアージを行います。 

 

(4) 東京ＤＭＡＴの待機（※東京ＤＭＡＴ指定病院に限る） 

東京ＤＭＡＴ指定病院は、施設の被害状況や傷病者の受入状況を踏まえて、東京

ＤＭＡＴの出場の可否と出場可能なチーム数を確認し、様式３－２「東京ＤＭＡＴ

待機報告書」を都に送付します。 

 

(5) 都医療救護班や都内ＤＭＡＴの編成 

災害拠点病院は、都から編成を要請されたときは、施設の被害状況や傷病者の受

入状況を踏まえて都医療救護班や都内ＤＭＡＴの出場の可否を判断し、様式５「医

療チーム編成報告書」を都に送付します。なお、都内ＤＭＡＴを編成し、ＥＭＩＳ

に入力した場合は、様式５の送付を省略できます。  
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第７節 災害拠点連携病院（関連Ｐ５３）              
 

 

 

 

 

(1) 広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の入力 

災害拠点連携病院は、院内の被害状況を十分に確認できない場合であっても、直

ちに、ＥＭＩＳに一部情報を入力※します。 

また、速やかに院内の被害状況を把握して、ＥＭＩＳに緊急時入力・詳細入力の

順に入力し、超急性期（発災後７２時間）までは、病院の状況が変わるごとに更新

します。 ※これにより、回線異常の有無を確認できます。 

 

(2) ＥＭＩＳを使用できないとき 

災害拠点連携病院は、管轄の区市町村に対して、様式２「医療機関状況報告書」

を電子メール・ＦＡＸ等により送付します。 

（※速やかに、様式２－１（緊急時入力分）を送付し、その後様式２－２（詳細入

力分）を送付します。） 

 

 

 

 

 

(1) 重症者・中等症者への対応 

病院の収容力が超過又はそのおそれがあるときは、原則として、中等症者や対応

可能な重症者の収容・治療を優先します。 

また、対応できない重症者等が搬送されてきた場合は、応急処置を実施した上で、

近隣の災害拠点病院への転院搬送について、区市町村と調整します。 

 

(2) 軽症者への対応 

病院前トリアージにより保留群（軽症）と判断された患者は、原則として院内に

入れることなく、近隣の緊急医療救護所に誘導します。 

 

(3) 周産期医療等への対応 

周産期医療、小児救急医療、精神医療、透析医療等については、原則として、診

療の継続に努めます。 
 

ポイント１：災害拠点連携病院は、直ちに被害状況を報告してください。 

ポイント２：災害拠点連携病院は、   

       主に中等症者や容態の安定した重症者の収容・治療を行います。 
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１ 情報連絡体制                         
 

(1) 災害拠点連携病院→区市町村 

 

 ア 自院の被害状況を報告すること（EMIS入力又はFAXによる）
 イ 緊急医療救護所の設置運営について調整すること
 ウ 医療チームの派遣を要請すること
 エ 自院のライフラインへの支援を要請すること
 オ 傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
 カ 区市町村からの受入要請に対して、可否を回答すること

　災害拠点
　　　連携病院

　区市町村

 

 

ア 自院の被害状況を報告すること 

ポイント１（Ｐ１２１）に記載のとおりです。 

 

イ 緊急医療救護所の設置運営について調整すること 

災害拠点連携病院は、緊急医療救護所の設置運営について、区市町村と調整し

ます。 

 

ウ 医療チームの派遣を要請すること 

災害拠点連携病院は、区市町村に対して医療チームの派遣を電話等で要請し、様

式４「医療チーム派遣要請書」を送付します。 

 

エ 自院のライフラインへの支援を要請すること 

災害拠点連携病院は、区市町村に対して、病院の水や燃料など、ライフライン

に関する支援を電話等で要請し、給水については様式８「応急給水要請書兼応急給

水作業指示書」、燃料については様式９「燃料調整シート」を送付します。 

 

オ 傷病者を受け入れる病院を確保すること 

災害拠点連携病院は、区市町村に対して、自院で対応できない傷病者を受け入

れる病院の確保を要請し、様式７「医療搬送要請書」を送付します。ただし、同

一区市町村内にある病院（ただし、災害拠点病院を除く）に対して、直接要請す

ることもできます。 

なお、受入病院が決定された後は、区市町村を経由することなく、受入要請先

の病院と個別に調整します。 
 

カ 区市町村からの受入要請に対して、受入れの可否を回答すること 

  災害拠点連携病院は、区市町村から要請された傷病者の受入れの可否について、

電話等で回答します。 

また、回答後は、区市町村を経由することなく、要請元の病院と個別に調整しま

す。 
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(2) 災害拠点連携病院→（区市町村内の）災害拠点連携病院 

 

　災害拠点
　　　連携病院

（区市町村内の）
災害拠点連携病院

 ア 自院で対応できない傷病者の受入れを要請すること
 イ 他病院の傷病者の受入要請に対して、可否を回答すること

 

 

ア 自院で対応できない傷病者の受入れを要請すること 

災害拠点連携病院は、同一区市町村内の災害拠点連携病院に対し、自院で対応

できない傷病者の受入れを電話等で要請できます。（様式７の送付を省略します。）  
 

イ 他病院の傷病者の受入要請に対して、可否を回答すること 

災害拠点連携病院は、要請元の災害拠点連携病院に対して、傷病者の受入れの

可否を電話等で回答します。 
 

 

２ 災害医療体制への移行                    

 

(1) 災害対策本部の設置 

   病院管理者は、事業継続計画（ＢＣＰ）や災害対応マニュアルに基づいて、災害

対策本部を設置し、被害情報の収集や院内の活動方針を決定します。 

 

(2) 中等症者等の受入体制の確立 

病院管理者は、緊急を要する傷病者への対応を除き休診にして、多数の中等症者

や容態の安定した重症者を受け入れる体制を確保します。  

 

(3) 病院前トリアージの実施 

病院と区市町村において事前協議がある場合を除き、原則として、区市町村が病

院の近接地等（病院開設者が認める場合には病院敷地内を含む）に緊急医療救護所

を設置して、病院前トリアージを行います。 
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第８節 災害医療支援病院（関連Ｐ５４）                 

 

 

 

(1) 広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の入力 

災害医療支援病院は、院内の被害状況を十分に確認できない場合であっても、直

ちに、ＥＭＩＳに一部情報を入力※します。 

また、速やかに院内の被害状況を把握して、ＥＭＩＳに緊急時入力・詳細入力の

順に入力し、超急性期（発災後７２時間）までは、病院の状況が変わるごとに更新

します。 ※これにより、回線異常の有無を確認できます。 

 

(2) ＥＭＩＳを使用できないとき 

災害医療支援病院は、管轄の区市町村に対して、様式２「医療機関状況報告書」

を電子メール・ＦＡＸ等により送付します。 

（※速やかに、様式２－１（緊急時入力分）を送付し、その後様式２－２（詳細入

力分）を送付します。） 

 

１ 情報連絡体制                          
 

(1) 災害医療支援病院→区市町村 

  

　区市町村

 ア 自院の被害状況を報告すること（EMIS入力又はFAXによる）
 イ 医療チームの派遣を要請すること
 ウ 自院のライフラインへの支援を要請すること
 エ 傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること
 オ 区市町村からの受入要請に対して、可否を回答すること

　災害医療
　　　支援病院

 
 

ア 自院の被害状況を報告すること 

上記ポイントのとおりです。 

 

イ 医療チームの派遣を要請すること 

災害医療支援病院は、区市町村に対して医療チームの派遣を電話等により要請し、

様式４「医療チーム派遣要請書」を送付します。 

 

ウ 自院のライフラインへの支援を要請すること 

災害医療支援病院は、区市町村に対して、病院の水や燃料など、ライフライン

に関する支援を電話等で要請し、給水については様式８「応急給水要請書兼応急給

水作業指示書」、燃料については様式９「燃料調整シート」を送付します。 

 

ポイント：災害医療支援病院は、直ちに被害状況を報告してください。 
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エ 傷病者を受け入れる病院を確保すること 

災害医療支援病院は、区市町村に対して、自院で対応できない傷病者を受け入

れる病院の確保を要請し、様式７－１「医療搬送要請書」を送付します。ただし、

同一区市町村内にある災害拠点連携病院又は災害医療支援病院に対して、直接要請

することもできます。 

なお、傷病者を受け入れる病院が決定された後は、区市町村を経由することな

く、受入要請先の病院と個別に調整します。 
 

オ 区市町村からの受入要請に対して、受入れの可否を回答すること 

  災害医療支援病院は、区市町村から要請された傷病者の受入れの可否について、

電話等で回答します。 

また、回答後は、区市町村を経由することなく、要請元の病院と個別に調整しま

す。 

 

(2) 災害医療支援病院→（区市町村内の）災害拠点連携病院・災害医療支援病院 

 

　災害医療
　　　支援病院

（区市町村内の）
災害拠点連携病院
災害医療支援病院

 ア 自院で対応できない傷病者の受入れを要請すること
 イ 他病院の傷病者の受入要請に対して、可否を回答すること

 

 

ア 自院で対応できない傷病者の受入れを要請すること 

災害医療支援病院は、同一区市町村内の災害拠点連携病院又は災害医療支援病

院に対して、自院で対応できない傷病者の受入れを要請できます。（様式７の送付

を省略します。） 
 

イ 他病院の傷病者の受入要請に対して、可否を回答すること 

災害医療支援病院は、要請元の災害拠点連携病院又は災害医療支援病院に対し

て、傷病者の受入れの可否について電話等で回答します。 

 

 

 

２ 災害医療体制への移行                    
 

(1) 災害対策本部の設置 

   病院管理者は、事業継続計画（ＢＣＰ）や災害対応マニュアルに基づいて、災害

対策本部を設置し、被害情報の収集や院内の活動方針を決定します。 

 

(2) 診療継続又は区市町村が定める医療救護活動の実施 

   災害医療支援病院は、各病院の特性に応じて対応が異なります。 
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ア 診療を継続する病院 

周産期医療、小児救急医療、精神医療、透析医療、その他専門医療への対応を

行う病院は、原則として、既存のネットワークなどの連携体制を活用して、災害時

に不足が見込まれる医療機能を継続します。 

 

イ 主に慢性疾患を担う病院 

前記「ア 診療を継続する病院」以外の全ての災害医療支援病院は、原則として、

慢性疾患への対応や区市町村が定める活動方針に協力します。 
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第９節 診療所・歯科診療所（関連Ｐ５４）           

 

（※ 薬局の対応は、「災害時薬剤師班活動ガイドライン」によります） 

 

１ 情報連絡体制                          
 

(1) 診療所・歯科診療所→区市町村 

診療所・歯科診療所は、区市町村に対して、自院で対応できない傷病者を受け入

れる病院の確保を電話等で要請し、様式７「医療搬送要請書」を送付します。 

なお、傷病者を受け入れる病院が決定された後は、区市町村を経由することなく、

要請先の病院と個別に調整します。 
 

(2) 診療所・歯科診療所→（区市町村内の）災害拠点連携病院・災害医療支援病院 

診療所・歯科診療所は、同一区市町村内の他の災害拠点連携病院又は災害医療支

援病院※に対して、自院で対応できない傷病者の受入れを要請できます。 

   ※災害拠点病院に搬送が必要な場合は、区市町村に要請してください。 

 

 

２ 災害医療体制への移行                    
 

(1) 診療継続する診療所 

   救急告示医療機関、透析医療機関、産科及び有床診療所は、原則として、診療を

継続します。 

 

(2) (1)以外の診療所・歯科診療所 

   前記（1）以外の診療所及び歯科診療所は、区市町村が定める医療救護活動方針に

協力します。 
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第１０節 医薬品・医療資器材 
 

１ 東京都の医薬品・医療資器材（関連Ｐ４７）            

 

(1) 医薬品集積センターの設置 

都は、被災地外の区市町村及び都薬剤師会と協議し、必要に応じて、「医薬品集積

センター」を設置します。 

医薬品集積センターは、被災地外の関係団体からの医薬品等を集積し、必要な仕

分けを行い、災害薬事センターに配送します。 

また、他道府県市等からの医薬品等の集配機能も担います。ただし、医薬品等の

調達は、卸売販売業者を主体とするため、集積センターの業務は補完的な位置づけ

とします。 

 

(2) 卸売販売業復旧の支援 

都は、医薬品等の卸売販売業者が早期に機能を復旧できるよう、関係機関の協力

を得ながら支援します。 

 

(3) 区市町村への支援 

    都は、区市町村から要請を受けたときは、区市町村に代わって医薬品等を調達し

ます。 

また、調達を円滑に行うため、災害時協力協定締結団体に対して、職員派遣を依

頼します。 

 

(4) 支援物資の取扱い 

災害時に使用する医薬品等の確保は卸売販売業者からの購入を基本とし、支援物

資（製薬団体等から提供される無償の医薬品等）の利用はその補完的な位置づけと

します。 

都は、支援物資を効率的に活用するために、以下の基本方針を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：医薬品等の支援物資を受け入れる際の基本方針】 

① 個人からの支援物資は基本的に受け入れない。 

② 都は、必要に応じて国やメーカーへ支援を要請する。 

③ 都が要請した物資以外で製薬団体等からの支援の申し出があった物資は、 

事前に都に連絡があり、都が必要とする物だけを受け入れる。 

④ 都は、発災後、医薬品集積センターを設置し、②及び③によって提供された

支援物資を医薬品集積センターで受け入れ、仕分けをした上で、災害薬事セン

ターへ提供する。 
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２ 区市町村の対応（関連Ｐ４８）                    
 

(1) 災害薬事センターの設置 

区市町村は、地区薬剤師会と連携して、医療救護所等への医薬品等の供給拠点と

なる「災害薬事センター」を、発災後速やかに設置します。 

設置場所は、医療チームへの医薬品の供給や薬剤師班の受け入れなどを円滑に行

うため、医療救護活動拠点内又は近くの場所とします。 

 

(2) 災害薬事センターを複数設置するとき 

災害薬事センターを複数設置するときには、中核となる災害薬事センターのセン

ター長（＝災害薬事コーディネーター）を、地区薬剤師会から選任します。 

この中核となる災害薬事センターのセンター長は、その他の災害薬事センターを

統括します。 

なお、その他のセンター長は、地区薬剤師会と区市町村が協議の上、決定します。 

 

(3) 災害薬事センターの主な業務 

災害薬事センターの各センター長は、区市町村災害医療コーディネーター、地域

災害医療コーディネーター及び東京都災害医療コーディネーターの業務に協力しま

す。 

 災害薬事センターでは、医療救護班や巡回医療チーム等への医薬品の供給、薬剤

師班の受入れを行うほか、医薬品等の発注・供給管理、薬剤師班活動の調整、薬事

関係者の情報収集・調整を行います。 
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３ 医薬品の調達（関連Ｐ４６）                     
 

(1) 病院、診療所、歯科診療所及び薬局 

病院、診療所、歯科診療所及び薬局は、平時と同様に、卸売販売業者に対して発

注します。卸売販売業が復旧し流通を通じて適切に供給されるまで（おおむね３日

間程度）に必要となる医薬品等は、備蓄品を活用します。 

卸売販売業者は、全ての発注に対応できない場合は、原則として、災害拠点病院

へ優先的に医薬品等を供給します。ただし、東京都災害医療コーディネーターの助

言があった場合は、別途対応することとします。 

 

(2) 医療救護所及び避難所 

医療救護所や避難所で必要な医薬品等は、区市町村が、卸売販売業者に対して発

注します。ただし、卸売販売業が復旧するまでは、区市町村が、地区薬剤師会や薬

局に供出を依頼します。 

 

ア 医療救護所 

区市町村は、災害薬事センターにおいて、医療救護所で必要な医薬品の請求を

取りまとめて、卸売販売業者に発注します。 

卸売販売業者は、原則として、医療救護所に納品します。 

 

イ 避難所 

区市町村は、災害薬事センターにおいて、避難所で必要な医薬品の請求を取り

まとめて、卸売販売業者に発注します。 

発注を受けた卸売販売業者は、災害薬事センターに納品し、薬剤師班が避難所

に配布します。 

 

(3) 医薬品等の供給優先順位 

医薬品が不足した場合、病院、診療所、歯科診療所、薬局及び医療救護所に対す

る卸売販売会社からの医薬品は、原則として、災害拠点病院へ優先的に医薬品等を

供給します。ただし、東京都災害医療コーディネーターの助言があった場合は、別

途対応することとします。 

 

(4) 医薬品を調達できない場合 

区市町村が自ら医薬品を調達できない場合には、都に対して、医薬品の供給を要

請します。 
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《区市町村が使用する医薬品等の調達手順》 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 [図２５：卸売販売業者からの医薬品調達の流れ] 

 

 
災害発生時には区市町村の備蓄を優先的に使用する。備蓄だけで対応ができない場合は、災

害薬事コーディネーターと協議の上、地区薬剤師会医薬品管理センターや薬局等へ提供を要請

する。 

① 区市町村の備蓄品を使用する 

 
区市町村は卸売販売業者へ医薬品等を発

注する（発注は災害薬事センターがとりまとめ

て行う。）。 

区市町村での調達が不可能な場合 

 
卸売販売業者は、区市町村へ納品する。 

（原則として、医療救護所で使用する医薬品は各医療救護所へ、避難所で使用する医薬品 

は区市町村の災害薬事センターへ納品する。） 

 
区市町村の備蓄が不足する場合に、区市町村は都に対し、都の備蓄を供出するよう協力を 

要請する。都の備蓄は、都が区市町村へ配送する。 

（状況に応じて、都への備蓄供出要請の前に、③に示す卸からの調達を行う。） 

② 都の備蓄品を使用する 

 
区市町村は都に対し調達を要請する。 

都は、災害時協力協定締結団体へ調達を 

依頼し、団体が会員卸売販売業者へ依頼する。 

③ 区市町村が卸から調達する ③ 都が卸から調達する 

④ 卸売販売業者が医薬品等を納入 

区市町村(災害薬事センター) 
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①
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東京都災害薬事コーディネーター 
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４ 血液製剤（輸血用血液製剤）の調達（関連Ｐ４７）      
 

(1)都 

 区市町村から血液製剤(輸血用血液製剤）の供給要請があった場合、又は血液製剤(輸

血用血液製剤）の供給について必要と認めた場合は、「災害時における血液製剤の供給

衣業務に関する協定書」に基づき日赤東京都支部（東京都赤十字血液センター）及び

献血供給事業団に供給を要請します。 

  血液製剤(輸血用血液製剤）が不足する場合、都は他道府県を通じて他道府県血液セ

ンター（他道府県支部）に応援を依頼し、都外からの供給によりその確保を図ります。 

 

(2)日赤東京都支部（東京都赤十字血液センター） 

  災害発生後、速やかに東京都赤十字血液センター及び事業所等の被災状況を調査し、

その機能の復旧を図るとともに、日赤東京都支部（東京都赤十字血液センター）を中

心に血液製剤確保体制をとります。 

  日赤東京都支部（東京都赤十字血液センター）は、被害の軽微な地域に採血班を出

動させ、一般都民からの献血を受けます。 

  医療機関等への血液製剤(輸血用血液製剤）の供給は、日赤東京都支部（東京都赤十

字血液センター）が、都及び献血供給事業団と密接な連携の下に行います。 

 

※なお、医薬品・医療資器材と一部の血液製剤の調達方法は異なりますので、ご注意

ください。 

 

[表４１：血液製剤の供給] 

機 関 名 活 動 内 容 

日本赤十字社 

東京都支部 

○協定に基づく供給要請があった場合、東京都赤十字血液センター 

 と献血供給事業団が連携して供給 

献血供給事業

団 

○協定に基づく血液製剤等の供給要請があった場合は、東京都赤十 

 字血液センター等と連携して供給 
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第１１節 搬送体制（全体概要）（関連Ｐ５５）  
※ 搬送体制については、関係機関との調整が、引き続き必要です。 

 

都及び区市町村は、被災地内の傷病者を的確に搬送できるように、重症度、傷病者

数及び搬送距離に応じて、陸路、空路及び水路による搬送手段を確保します。 

都は、東京都災害対策本部に集まる道路啓開情報並びに警視庁及び東京消防庁のヘ

リコプターが収集した画像情報をはじめとした道路交通情報を各医療対策拠点に情報

提供します。 

 

[表４２：傷病者等の搬送] 

機 関 名 内    容 

東京都 

〇 医療機関又は医療救護所から災害拠点病院等の病院までの搬送 

〇 東京消防庁等の関係機関と調整して、搬送手段を確保 

〇 ドクターヘリにより、医療機関や広域医療搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）等

への搬送を実施 

〇 （要請があった場合）都が派遣する医療救護班等の医療スタッフの搬送 

〇 その他協定締結団体等による重症者等の広域搬送を実施 

〇 「九都県市災害時相互応援協定」及び「首都直下地震応急対策活動要領」に基

づき、関係機関に対し医療機関への広域搬送に必要な措置を要請 

東京消防庁 

〇 搬送は、被災現場等から医療機関への重症者の搬送を優先し、あらかじめ定め

られた基準に基づく搬送順位に従い、最も近い災害拠点病院等に搬送 

〇 負傷者等の医療機関への搬送は、状況に応じて、都と連携 

警視庁 

自衛隊 

第三管区海上保安本部   

〇 ヘリコプター等を活用し、医療機関や広域医療搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）

等へ搬送 

 区市町村 

〇 被災現場から医療救護所まで搬送 

〇 医療機関又は医療救護所から災害拠点病院等の病院までの搬送 

〇 （要請があった場合）区市町村が派遣する医療救護班等の医療スタッフの搬送 

〇 搬送は、あらかじめ定められた基準に基づく搬送順位に従って、搬送先施設等

の受入体制を確認し行う。 

 

 １ 医療チームの移動手段の確保                 
 

医療チームは、原則として、自ら移動手段を確保しますが、その確保が困難な場合に

は、要請者に対して移動手段の調達を求めます。 

要請者に対して移動手段確保の依頼があった場合、区市町村が派遣する医療救護班等

の搬送は、区市町村が対応し、都が派遣する都医療救護班等の搬送は、都が対応します。 

なお、都医療救護班等の搬送にあたっては、既に締結している関係機関との協定等に

基づき、バス、船舶、トラック等による搬送を活用します。 
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２ 傷病者の搬送                              
 

搬送は、原則として災害現場から医療救護所等までは区市町村が対応し、医療機関又

は医療救護所から災害拠点病院等の病院までは、区市町村及び都が対応します。 

区市町村及び都は、被災地域内の傷病者を搬送するため、重症度、傷病者数及び搬送

距離などに応じて、陸路、空路及び水路による搬送手段を確保します。 

 また、都は、警察・消防・自衛隊その他関係団体と連携して、搬送手段を確保します。 

搬送先医療機関の確保と合わせて調整する場合、日本ＤＭＡＴによる搬送の可否を含

め、区市町村から医療対策拠点、東京都へと段階的に要請します。 

 

 [図２６：負傷者等の搬送]  

車両・ヘリ・船舶

東京消防庁等の搬送機関

東京都 要請

応援協定等に
基づく協力要請

要請 区市町村 要請 区市町村
（調整・確保）

医療機関
又は

※医療救護所

災害現場
又は

※
現場救護所

災害拠点病院
災害拠点連携病院
災害医療支援病院

車両・担架等

国・関係団体

要請

要請 医療対策拠点

東京消防庁

災害拠点病院

の場合

 
              ※現場救護所及び医療救護所についてはＰ４１をご覧ください。 

(1) 災害現場又は現場救護所 

災害現場で救出救助された傷病者は、重症度や緊急度、搬送距離等に応じて、救

急車、区市町村の庁有車、自家用車等（自助）、住民等による担架搬送（共助）等

により搬送します。この場合、できるだけ医療機関への搬送を優先します。 

また、東京消防庁などの搬送機関は、重症者を中心に、最も近い災害拠点病院等

に搬送します。 

 

(2) 医療機関又は医療救護所 

  収容した医療機関や医療救護所で対応できない症状の患者は、日本ＤＭＡＴなど

の医療従事者による医療搬送が中心になります。また、安定化した患者を搬送する

際には、日本ＤＭＡＴなどの医療従事者による医療搬送に加えて、病院救急車を活

用することも有効です。搬送車両がない場合は、要請に応じて、区市町村又は都が

調達します。 

 

(3) 軽症者の対応 

 軽症者は、原則として、自力歩行により、近隣の医療機関又は医療救護所に移動

します。ただし、自力歩行が困難なときは、住民やボランティア等に協力と求めて、

担架搬送等を行います。 
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３ 広域医療搬送                           
 

  被災地内での受入れが困難なとき、又は被災地外での医療を必要とする場合には、傷

病者数や重症度に応じて、空路により広域医療搬送を活用します。 

 

(1) ＳＣＵの設置 

都は、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所※を設置し、原則として、都内の統括ＤＭＡＴ有資

格者から、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所のリーダーを指定します。 

 
※被災地域の都道府県は、必要に応じて、広域医療搬送に関わる日本ＤＭＡＴの活動を統括

するＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所を設置します。 

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所は、①参集した日本ＤＭＡＴの指揮及び調整、②診療部門、医療搬

送部門の設置及び運営、③広域医療搬送等に関する情報収集、④広域医療搬送患者の情報管理、

⑤搬送手段の調整等を行います。 

 

[図２７：ＳＣＵの標準的な体制] 

● 指揮者：都が指定する医師（原則として、統括ＤＭＡＴ有資格者）
➢参集した日本ＤＭＡＴの指揮及び調整

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所

➢ 都やＤＭＡＴ事務局などと連絡調整
➢ 日本ＤＭＡＴの受付・登録

➢ ＥＭＩＳによる情報収集・発信 ➢ 広域医療搬送に関する調整

ＤＭＡＴ活動指揮

➢ 広域医療搬送患者の受入調整

➢ 都内医療搬送手段の調整

都内医療搬送部門

➢広域搬送に際して患者の症状の安定化➢ 広域医療搬送患者の情報管理
➢ 広域医療搬送手段の調整

広域医療搬送部門 診療部門

医療ニーズ情報 搬送等調整 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ
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(2) ＳＣＵの情報連絡体制 

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所は、広域医療搬送等に係る情報収集、広域医療搬送患者の

情報管理、搬送手段の調整、地域における受入医療機関の調整等を行います。 

主な情報連絡項目は次のとおりです。 

 

[表４３：参集拠点・ＳＣＵ⇔関係機関] 

参
集
拠
点

　
・
Ｓ
Ｃ
Ｕ

　東京都

ＳＣＵ（参集拠点を含む）→東京都
　ア　ＳＣＵの組織体制や医療チームの参集状況等について報告すること
　イ　ＳＣＵの医療救護活動方針について都と調整すること
　ウ　医療チーム（主に日本ＤＭＡＴ）の派遣を要請すること
　エ　広域医療搬送の状況について報告すること

　医療対策拠点
ＳＣＵ（参集拠点を含む）→医療対策拠点
　ア　（必要に応じて）病院の被害状況の確認を求めること
　イ　広域医療搬送する傷病者の受入れについて調整すること

参
集
拠
点

　
・
Ｓ
Ｃ
Ｕ

　東京都

東京都→ＳＣＵ（参集拠点を含む）
　ア　ＳＣＵの組織体制や医療チームの参集状況等について報告すること
　イ　ＳＣＵの医療救護活動方針について都と調整すること
　ウ　医療チーム（主に日本ＤＭＡＴ）の派遣を要請すること
　エ　広域医療搬送の状況について報告すること

　医療対策拠点
医療対策拠点→ＳＣＵ（参集拠点を含む）
　ア　（必要に応じて）病院の被害状況について情報提供すること
　イ　広域医療搬送する傷病者の受入れについて調整すること

 

 

ア ＳＣＵ（参集拠点を含む） → 東京都 

（ア） ＳＣＵの組織体制や医療チームの状況等について報告すること 

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所は、原則として、参集した日本ＤＭＡＴなどの医

療チームを受け付けて、ＥＭＩＳに登録します。 

 

（イ） ＳＣＵ内の医療救護活動方針について都と調整すること 

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所のリーダーは、ＳＣＵ内の医療救護活動方針につい

て、東京都災害医療コーディネーターと調整します。 

 

（ウ） 医療チームの派遣を要請すること 

ＳＣＵは、都により初期配置される指揮者や医療チームを除き、原則として、

他道府県から航空機により参集する他県ＤＭＡＴが運営します。 

参集した他県ＤＭＡＴの役割分担は、本章第２節「５ 他県ＤＭＡＴの活動」

の[図１９：参集方法別の活動方針（案）]（Ｐ８３）を参考に、ＳＣＵの指揮

者が定めます。ただし、ＳＣＵ内で活動する医療チームが不足するときは、都

に対して医療チームの派遣を電話等で要請します。 

 

（エ）  広域医療搬送の状況について報告すること 

広域医療搬送する患者の情報や搬送経路については、原則として、ＥＭＩ

Ｓによることとします。 
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イ ＳＣＵ（参集拠点を含む） → 医療対策拠点 

（ア） 必要に応じて、病院の被害状況の確認を求めること 

ＳＣＵの活動方針は、近隣地域にある病院の被害状況により、修正しなけれ

ばならないことも想定されます。病院の被害状況は、原則として、ＥＭＩＳ

により確認しますが、必要に応じて、所在地を管轄する医療対策拠点に被害

状況の確認を求めます。 

 

（イ） 広域医療搬送する傷病者の受入れについて調整すること 

ＳＣＵは、広域医療搬送する傷病者の受入れについて、各医療対策拠点と調

整します。 

 

ウ 東京都 → ＳＣＵ（参集拠点を含む）  

本章第２節「１ 情報連絡体制（3）」（Ｐ６７）を参照してください。 

 

エ 医療対策拠点 → ＳＣＵ（参集拠点を含む） 

本章第３節「１ 情報連絡体制（3）」（Ｐ８９）を参照してください。 
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(3) 主なＳＣＵ候補地 

  都は、内閣府が定める候補地（東京国際空港（羽田空港）、東京湾臨海部基幹的広

域防災拠点（有明の丘地区）及び立川駐屯地）を中心にＳＣＵを設置しますが、具

体的な設置場所は、被害の状況や施設管理者との調整により決定します。 

 

[図２８：航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）設置候補地] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 各ＳＣＵ候補地の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 東京国際空港（羽田空港） 

東京国際空港（羽田空港）

は、固定翼による航空医療搬送

の拠点候補地です。 

ＳＣＵは、国際線貨物地区

や旧整備場地区の建物等を活

用して設置する予定です。 

 
国際線貨物地区 

旧整備場地区 

立川駐屯地 

東京国際空港（羽田空港） 

有明の丘 
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イ 有明の丘地区 

有明の丘地区は、回転翼に

よる航空医療搬送の拠点候補

地です。 

この地区には、東京臨海広域

防災拠点として、災害時医療支

援用地やヘリコプターの臨時

離着陸場が確保されています。 

 
がん研究会 有明病院 

基幹的広域防災拠点施設（本部棟） 

Ⓗ 

災害時医療 
支援用地 

ウ 立川駐屯地周辺 

立川駐屯地周辺は、回転翼

による航空医療搬送の拠点候

補地です。 

この地区には、東京都立川

地域防災センターや国立病院

機構災害医療センターをはじ

めとする防災関係機関の施設

があります。 

都は、これらの関係機関と

調整して、ＳＣＵの設置場所を

決めます。 

○ 内閣府臨時施設 

○ 東京都立川地域防災センター 

○ 災害医療センター 
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【参考：大震災（震度６弱以上）発生時における交通規制】 

大震災発生直後は、道路交通法に基づく第一次交通規制と災害対策基本法に基づく第二次

交通規制があります。また、震度５強の地震発生時においても、道路交通法に基づく交通規

制があります。 

１ 第一次交通規制（大震災発生直後から・道路交通法） 

 人命救助、消火活動等に従事する緊急自動車等を円滑に通すための交通規制です。 

 ・環状七号線内側方向へ流入する車両の通行は禁止となります。 

・環状八号線では都心方向へ流入する車両の通行は抑制されます。 

・7 路線が「緊急自動車専用路」となり、緊急自動車等以外の車両の通行が禁止されます。 

２ 第二次交通規制（被害状況及び道路状況を勘案した上で実施・災害対策基本法） 

復旧復興のための災害応急対策を円滑に行うための交通規制です。 

第一次交通規制で指定した緊急自動車専用路を優先的に緊急交通路として指定します。 

さらに、予定された路線（35 路線）のうち、被害状況、道路交通状況、災害応急対策の進

捗状況等を勘案し、必要な路線を「緊急交通路」に指定します。 
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                           第  ３  章     

 
 

各論Ⅱ：亜急性期～慢性期・中長期 
 

   ● 本章のポイント● 
主に亜急性期以降は、慢性疾患への対応、被災者に

対する健康管理や公衆衛生的な医療ニーズに対応する

必要があります。 
本章では、二次保健医療圏に設置される医療対策拠

点が閉鎖されて、区市町村が主体となった医療救護活

動について、基本的な事項を記載しています。 
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第１節 東京都の医療救護活動 
 

１ 亜急性期以降の医療救護活動（基本方針）         
 

 (1) 亜急性期における医療救護活動 

亜急性期は、ライフラインが徐々に復旧し、人的・物的支援の受入体制が確立され

ている状況になります。このため、都内の災害医療体制は、都内全域の広域的な調整

から区市町村中心の体制へ移行し、医療救護班等の派遣調整も計画的に行われます。 

 

(2) 慢性期における医療救護活動 

慢性期は、ライフラインがほぼ復旧して、地域の医療機関や薬局が徐々に再開して

いる状況ですが、避難生活が長期化しているため、慢性疾患治療や被災者等の健康管

理を中心に医療救護活動を行います。 

 

(3) 中長期以降における医療救護活動 

中長期以降は、地域の医療機能がほぼ回復し、医療救護所もほぼ閉鎖されます。

この時期の情報連絡体制は、地域医療等の状況を踏まえ、都が別に方針を示します。 

 

 

２ 都医療救護班等の活動（関連Ｐ１６・Ｐ２８・Ｐ７６）                   
 

都は、医療救護所の医療ニーズや設置状況を把握して、引き続き都医療救護班等を編

成し、区市町村から医療チームの派遣要請を受けたときは、計画的に医療チームを配分

調整します。 

 

(1) 都医療救護班 

都医療救護班は、医療救護活動拠点等において区市町村が定める医療救護活動の

方針等を確認し、避難所医療救護所を中心に、医療救護活動を行います。 

 

(2) 都歯科医療救護班 

都歯科医療救護班は、医療救護活動拠点等において区市町村が定める歯科医療救

護活動の方針等を確認し、医療救護所を中心に、歯科医療救護活動を行います。  

 

(3) 都薬剤師班 

都薬剤師班は、医療救護活動拠点等において区市町村が定める救護活動の方針等

を確認し、医療救護所及び医薬品の集積場所等を中心に、救護活動を行います。 

 

(4) 都医療救護班等の派遣要請 

  都医療救護班等の派遣要請は、第２節の区市町村の医療救護活動に記載します。 
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３ 医療対策拠点閉鎖後の対応                 

 

地域災害医療コーディネーターは、圏域内の区市町村と今後の医療救護体制などにつ

いて調整を行います。その上で、都は、各二次保健医療圏の被災状況や支援状況等を考

慮し、地域災害医療コーディネーターの医学的な助言に基づいて、医療対策拠点を閉鎖

します。 

 

(1) 情報収集体制 

亜急性期以降は、各二次保健医療圏に設置する医療対策拠点を閉鎖するため、区

市町村災害対策本部と東京都災害対策本部が情報収集等を行います。 

区市町村は、医療救護活動拠点において医療救護所等の医療ニーズや活動状況を

把握して、関係機関と情報共有を図るとともに、定期的に都に報告します。都は、

必要に応じて所管の地域災害医療コーディネーターに情報提供を行います。 

 

(2) 医療チームの派遣 

都は、区市町村から都医療救護班などの医療チームの派遣要請を受けて、計画的

に医療チームを派遣します。 

 

(3) 地域災害医療コーディネーターと各機関との連携について 

   医療対策拠点閉鎖後は、地域災害医療コーディネーターが中心となって地域災害

医療連携会議を定期的に開催し、医療対策拠点閉鎖後の対応や圏域内の活動方針に

ついて協議します。 

   また、地域災害医療コーディネーターは、圏域内の各機関や都の求めに応じ、医

療対策拠点閉鎖後も必要な支援や助言を行います。 

 

[図２９：亜急性期以降の情報連絡体制] 

区市町村災害対策本部

医療救護所
医療救護活動拠点

（区市町村災害医療コーディネーター）

東京都災害対策本部
（東京都災害医療コーディネーター）

地域災害医療コーディネーター

圏域内の連携体制の調整／専門的な助言

情報提供／専門的な助言
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第２節 区市町村の医療救護活動 
 

区市町村は、医療救護活動拠点を引き続き設置して、区市町村災害医療コーディネー

ターを中心に、医療救護所や在宅療養者の医療支援に関する調整・情報交換等を行いま

す。 

 
※ 本節は、区市町村の標準的な取扱いについて記載していますが、各区市町村が定める地域防

災計画が優先されます。 

 

１ 情報連絡体制                            
 

区市町村は、区市町村地域防災計画に基づいて、引き続き医療救護に必要な情報を集

約します。この時期は、避難所の医療ニーズに加え、慢性疾患、被災者や支援する職員

等の健康管理、公衆衛生的なニーズの把握が重要です。 

 

(1) 避難所医療救護所→区市町村  

 

　ア　避難所医療救護所の運営状況
　イ　避難所医療救護所の医療ニーズ

　避難所医療救護所
　区市町村
　医療救護活動拠点

 

 

区市町村は、避難所医療救護所の医療ニーズや運営状況を把握して、各所の運営

に不均衡が生じないように調整します。 

避難所医療救護所の指揮者は、運営状況や医療ニーズについて、区市町村災害医

療コーディネーターに報告します。 

 

(2) 区市町村→都 

区市町村は、避難所医療救護所の状況について、定期的（１日１回程度）に、Ｅ

ＭＩＳに入力します。 
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２ 医療救護活動の統括・調整（関連Ｐ３６・Ｐ１０１）            
 

亜急性期以降は、避難生活が長期化するため、医療ニーズも慢性疾患治療や被災者等

の健康管理が中心になります。 

区市町村は、避難所医療救護所や、医療救護班による避難所等への巡回診療により、

被災地域の住民に対して医療を提供します。 

 

(1) フェーズに応じた対応 

 

 ア 亜急性期 

亜急性期以降は、状況に応じて、きめ細かい対応（例えば、午前は避難所医療

救護所での診療、午後は周辺地区の巡回等に切り替えるなど）を図ります。 

 

 イ 慢性期・中長期 

慢性期・中長期は、被災地内の医療機能が回復するため、避難所医療救護所を

縮小し、通常の地域医療体制へ段階的に移行します。 

 

(2) 医療救護所の設置・運営 

区市町村は、必要に応じて、避難所医療救護所を引き続き設置します。 

 

(3) 医療救護活動拠点の運営 

区市町村は、医療救護活動拠点において、定期的にミーティングを開催し、区市

町村災害医療コーディネーターを中心に、医療救護活動の方針等ついて検討します。 

 

(4) 地区医療救護班等の編成及び派遣 

区市町村は、引き続き、区市町村地域防災計画等に基づき、地区医師会、地区歯

科医師会及び地区薬剤師会に対して、医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班の

編成・派遣を要請します。 

亜急性期以降の医療救護活動は、長期的に行われるため、計画的に地区医療救護

班等を派遣します。 

 

(5) 医薬品・医療資器材 

医療救護班等が使用する医薬品・医療資器材は、区市町村が調達します。 

調達内容は、災害規模や状況等により異なりますが、亜急性期以降は、内科系、

慢性疾患、歯科疾患、精神科などを中心に準備します。 
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(6) 医療チームの派遣要請 

亜急性期以降は、各二次保健医療圏に設置する医療対策拠点が閉鎖されます。 

区市町村は、都に対して、必要に応じて、医療チームの派遣を要請します。 

また、区市町村災害医療コーディネーターの医学的な助言を踏まえながら、計画

的に医療チームを、医療救護所等に派遣します。 

 

 [図３０：医療チームの要請手続き- 都医療救護班の場合 -] 

 

 ① 派遣要請  ② 編成・派遣要請

 ④ 配分決定  ③ 編成・派遣決定
 災害拠点病院

東　京　都
 東京都医師会
 東京都歯科医師会

　区市町村災害医療
　　　コーディネーター

都災害医療
　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

 東京都薬剤師会
 日本赤十字社東京都支部

区市町村

 
 

〔医療チームの要請手順〕 

① 派遣要請（区市町村 ⇒ 東京都） 

区市町村は、主に医療救護所で活動中の医療チームを配分調整しますが、医療チ

ームが不足しているときは、都に対して、都医療救護班等の派遣を要請します。 

 

② 編成・派遣要請（東京都 ⇒ 都医師会） 

都は、区市町村から派遣要請を受けたとき（又は都が必要と判断したとき）は、

都医師会、都歯科医師会、都薬剤師会、日本赤十字社東京都支部及び災害拠点病院

に対して、都医療救護班、都歯科医療救護班及び薬剤師班の編成・派遣を要請し、

様式４「医療チーム派遣要請書」を送付します。 

 

③ 編成・派遣決定（都医師会等 ⇒ 都） 

派遣要請を受けた都医師会などの関係機関は、都医療救護班等の編成・派遣を決

定し、様式４「医療チーム派遣要請書」及び様式５「医療チーム編成・参集報告書」

を都に送付します。 

 

④ 配分決定（都 ⇒ 医療対策拠点） 

都は、関係機関からの編成・派遣決定を受けて、都医療救護班等の配分を決定し、

要請元の区市町村に対して、様式４及び様式５により回答します。 
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３ 地区医療救護班等の活動（関連Ｐ１６・Ｐ４０・Ｐ１０３）           
 

地区医療救護班等は、避難所医療救護所や巡回診療を行う施設において、医療救護活

動を行います。 

各班に想定される活動は、以下のとおりですが、状況により異なりますので、医療救

護活動拠点において、区市町村災害医療コーディネーターから、活動方針を確認します。 

 

(1) 地区医療救護班 

地区医師会は、地区医療救護班を編成し、避難所医療救護所を中心に、区市町村

が定める医療救護活動を行います。 

 

《主な活動内容》 

  ア 避難所医療救護所又は巡回診療による医療の提供 

イ 被災者に対する健康相談等 

  ウ 避難所の衛生管理や防疫対策への協力 

  エ 復旧する医療機関への引継ぎ 

 

(2) 地区歯科医療救護班 

地区歯科医師会は、地区歯科医療救護班を編成し、避難所医療救護所を中心に、

区市町村が定める歯科医療救護活動を行います。 

特に、亜急性期以降は、区市町村、医療救護班等と連携し、被災住民の健康保持

に不可欠な歯科治療及び歯科保健指導などを実施します。 

 

《主な活動内容》 

ア 避難所医療救護所又は巡回診療による歯科医療の提供 

イ 被災者に対する歯科健康相談等 

ウ 避難所の衛生管理や防疫対策への協力 

エ 復旧する歯科医療機関への引継ぎ 

 

(3) 地区薬剤師班 

地区薬剤師会は、薬剤師班を編成し、避難所医療救護所や医薬品の集積場所等を中

心に、区市町村が定める救護活動を行います。 

 

《主な活動内容》 

ア 避難所医療救護所等における調剤及び服薬指導 

イ 避難所医療救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け・管理 

ウ 避難所での一般用医薬品を活用した被災者の健康管理支援 

エ 避難所の衛生管理や防疫対策への協力 

  オ 復旧する薬局への引継ぎ 
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４ 医療救護所（関連Ｐ４１・Ｐ１０５）                   
 

亜急性期以降は、ライフラインや地域の医療機能が徐々に回復します。また、慢性期

以降は、地域の医療機関や薬局等も徐々に再開することが見込まれます。 

このため、避難所医療救護所では、避難生活が長期化する被災者の健康管理等が中心

になります。 

 

(1) 標準的な体制 

避難所医療救護所の体制は、区市町村が状況に応じて決定しますが、標準的な体

制及び機能は、下記のとおりです。 

 

[図３１：避難所医療救護所の標準的な体制（亜急性期以降）] 

･･･避難所医療救護所の統括

運営部門

避難所医療救護所指揮者

診療部門

医療救護班

歯科医療救護班

薬剤師班

･･･区市町村との連絡調整、消耗品や資器材等の確保 など

･･･（多職種と連携を行いながら）

被災者の健康管理、有症状者等に対する応急手当 など

･･･（多職種と連携を行いながら）

被災者に対する歯科治療や歯科保健指導 など

･･･被災者に対する調剤及び服薬指導、医薬品等の管理 など

 

 

(2) 避難所医療救護所の指揮者の選任 

区市町村は、避難所医療救護所の運営が長期化することを想定して、地元医師会

と協議の上、計画的に避難所医療救護所の指揮者を選任します。 

この指揮者は、避難所医療救護所の活動を統括し、避難所と連携して、医療ニー

ズに応じた医療救護活動を運営するほか、区市町村災害医療コーディネーター等と

の連絡調整、医薬品・医療資器材等の確保を指揮します。 

 

(3) 運営部門 

運営部門は、区市町村との連絡調整、医療救護所で使用する消耗品や資器材の確

保などを行います。 
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(4) 診療部門 

診療部門では、医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班が連携して、それぞれの

活動を行います。 

 

ア 医療救護班 

避難所では、保健師を中心に避難者の健康管理が行われます。（状況に応じて、

保健師、管理栄養士等からなる保健活動班が編成されることがあります。） 

このため、医療救護班は、保健師（又は保健活動班）と連携して避難者の健康

状態をチェックし、有所見者・有症状者への応急手当を行います。 

    また、災害時要支援者等の状況の確認への協力、集団の中で蔓延する可能性のあ

る感染症の早期発見及び予防指導、予防接種の実施等を行います。 

 

イ 歯科医療救護班 

    歯科医療救護班は、保健師（又は保健活動班）と連携して、被災者の健康保持に

不可欠な歯科治療及び歯科保健指導を実施します。 

亜急性期以降は、重症の口内炎や歯周炎の急発が多くなりますが、これらは、栄

養状態の悪化による抵抗力の減弱の結果であると考えられるので、歯科的な対応だ

けでなく、医師の受診が必要となる可能性の高い要観察者として留意する必要があ

ります。 

また、義歯の紛失や不適合による咀嚼障害や、避難所生活が長期化した場合の口

臭の問題などが、本人や周囲の大きなストレスになるため、適切に歯科保健指導や

検診・予防処置を行います。 

 

ウ 薬剤師班 

薬剤師班は、被災者に対する調剤・服薬指導を行います。 

避難所医療救護所での調剤業務については、避難所医療救護所の指揮者と協議

し、その決定に従います。 

医師の診断・治療を必要としない傷病者には、薬剤師班がＯＴＣ医薬品を交付

して、医師の負担を軽減します。 

    

(5) 情報連絡体制 

医療救護所の情報連絡体制及び報告内容（被害情報や活動状況）については、各

区市町村の定めによります。 

また、従事する医療チームの交代時にも、円滑に医療救護所が運営されるよう、

活動報告書の作成など、引継ぎの際のルールを明確にしておく必要があります。 

 

(6) 診療記録の保管 

各医療チームが作成したトリアージタッグやカルテとして作成した災害時診療記

録は、多くの個人情報を含みます。医療救護所の施設運営者が、一括して保管する

など、あらかじめ取扱いを明確にしておく必要があります。 
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５ 医療救護活動拠点の閉鎖                   

 

    区市町村は、医療救護所の設置数や医療救護活動の状況等を考慮し、区市町村

災害医療コーディネーターの医学的な助言に基づいて、医療救護活動拠点を閉鎖

します。 
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                           第  ４  章     

   
 

様式・資料編 
 

   ● 本章の 
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第１節 様 式 

様 式 集 目 次 

 

様式 1  災害時連絡用紙   ････････････････････････････････････  １５３ 

様式 2-1  医療機関状況報告書①   ･･･････････････････････････････ １５４ 

様式 2-2 医療機関状況報告書②   ･･･････････････････････････････ １５６ 

様式 3-1 東京ＤＭＡＴ待機要請書   ･･･････････････････････････････  １５８ 

様式 3-2 東京ＤＭＡＴ待機報告書   ･･･････････････････････････････  １５８ 

様式 4  医療チーム派遣要請書 ･･････････････････････････････････  １６０ 

様式 5  医療チーム編成・参集報告書 ････････････････････････････ １６２ 

様式 6    医療チーム等参集受付簿 ････････････････････････････････ １６４ 

様式 7    医療搬送要請書 ････････････････････････････････････････ １６６ 

様式８  応急給水要請書兼応急給水作業指示書 ････････････････････ １６８ 

様式９  燃料調整シート ････････････････････････････････････････ １７０ 

※  災害時診療記録２０１８ ････････････････････････････････ １７３ 
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　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分　

（電話番号） （ＦＡＸ番号）

（電話番号） （ＦＡＸ番号）

【連絡事項】

区　　　分

災害時連絡用紙
至
　
　

急

要
　
　

請

報
　
　

告

情
報
提

供

あて先

※処理欄

件　名

発　信

様式１整理№
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※　ＥＭＩＳが使用不能又は未設置の場合、本様式を使用します。（ＥＭＩＳを使用する場合は、本様式を使用しません。）

緊急時入力（発災直後情報） 年　　月　　日　　　時　　分現在

倒壊情報

ライフライン・サプライ状況　※代替手段でのご使用時は、供給「無」または「不足」を選択してください

患者受診状況

職員状況

その他支援が必要な状況

【区市町村処理欄】　代行入力　済・未　　入力者　　　　　　　

上記以外で支援が必要な理由があれば記入してください

　職員の不足 不足 充足

充足

　多数患者の受診 有 無

　医療ガスの不足 不足 充足 　医薬品・衛生資器材の不足 不足

　電気の通常の供給 無 有 　水道の通常の供給 無 有

　入院病棟の倒壊、または倒壊の恐れ 有 無

使用不能 未設置

　医療継続の有無 継続可 一部可（　　　　　　　　） 避難する

　広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の状況

医療機関状況報告書① 様　式　２－１

　　年　　月　　日　　時　　分　送付

医療機関名
（送付先に○をつける）

　東京都保健医療局
　医療対策拠点
(             )区市町村

担当部課
担当者名

電話番号
ＦＡＸ番号

（電話番号）　　　　　　　　　　　　　（ＦＡＸ番号）

整理№
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※　ＥＭＩＳが使用不能又は未設置の場合、本様式を使用します。（ＥＭＩＳを使用する場合は、本様式を使用しません。）

緊急時入力（発災直後情報） 令和　６年　３月２７ 日１５時５０分現在

倒壊情報

ライフライン・サプライ状況　※代替手段でのご使用時は、供給「無」または「不足」を選択してください

患者受診状況

職員状況

その他支援が必要な状況
上記以外で支援が必要な理由があれば記入してください

　職員の不足 不足 充足

充足

　多数患者の受診 有 無

　医療ガスの不足 不足 充足 　医薬品・衛生資器材の不足 不足

　電気の通常の供給 無 有 　水道の通常の供給 無 有

　入院病棟の倒壊、または倒壊の恐れ 有 無

使用不能 未設置

　医療継続の有無 継続可 一部可（　外科・救急科　　） 避難する

　広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の状況

医療機関状況報告書① 様　式　２－１

令和　６年　３ 月２７日１６時５０分　送付

医療機関名 　新宿××病院
（送付先に○をつける）

　東京都保健医療局
　医療対策拠点
( 新　宿   )区市町村

担当部課
担当者名

　総務課　新井　太郎

電話番号
ＦＡＸ番号

（電話番号）　　　　　　　　　　　　　（ＦＡＸ番号）

　03-3521-ｘｘｘｘ　　　　　　　　　　　　03-3521-zzzz

整理№ ２３

＜記 載 例＞ 
 
 
 
 医療機関が送付先

に○をつけます。 
※災害拠点病院は、 

３か所全てに〇を 

つけて送付します。 
※災害拠点病院以外の

病院は、区市町村に送

付します。 

整理№は、発信者が

記入します。 

避難を要する場合

は、至急の電話連絡

が必要です。 

速やかに緊急時入

力欄を記入します。

内容は、EMIS と同

じです。 
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詳細入力 ※　ＥＭＩＳを使用する場合は、本様式を使用しません。

施設の倒壊、または倒壊の恐れ 年　　月　　日　　　時　　分現在

その他　（上記以外に、倒壊、または倒壊の恐れのある施設の情報を記入してください。）

ライフライン・サプライ状況 年　　月　　日　　　時　　分現在

不足している医薬品　（具体的に不足している医薬品を記入してください。）

医療機関の機能 年　　月　　日　　　時　　分現在

現在の患者数状況 年　　月　　日　　　時　　分現在

実働稼働数

今後、転送が必要な患者数 年　　月　　日　　　時　　分現在

今後、受け入れ可能な患者数 年　　月　　日　　　時　　分現在

外来受付状況、および外来受付時間 年　　月　　日　　　時　　分現在

職員数 年　　月　　日　　　時　　分現在

その他　（アクセス状況等、特記事項を記入してください。）

【区市町村処理欄】　代行入力　済・未　　入力者　　　　　　　

人その他出動人数 人 内、ＤＭＡＴ隊員数

人

出動看護師数 人 内、ＤＭＡＴ隊員数 人

出動職員数 出動医師数 人 内、ＤＭＡＴ隊員数

分

　時間帯３ 　　 時 　　 分 ～

　時間帯２ 　　 時 　　 分 ～ 　　 時 　　

人

　　 時 　　 分

医師総数 人 ＤＭＡＴ医師数 ＤＭＡＴ看護師数 人 業務調整員数人

　外来受付状況 受付不可 救急のみ 下記のとおり受付

　時間帯１ 　　 時 　　 分 ～ 　　 時 　　 分

人

人

災害時の診療能力（災害時の受入重症患者数） 　　　　　　人

重症度別患者数 重　症（赤） 人 中等症（黄） 人

護送 人人工呼吸 人 酸素 人 担送

重症度別患者数 重　症（赤） 人 中等症（黄） 人

人工呼吸 人 酸素 人 担送 人 護送

　　　　　　床

発災後受入れた患者数 重　症（赤） 人 中等症（黄） 人

在院患者数 重　症（赤） 人 中等症（黄） 人

通常の

供給

残り（備蓄で

対応中の場合）
半　日 １　日 ２日以上

　医薬品の使用状況

手術可否 不可 可 人工透析可否 不可 可

医療ｶﾞｽの使用状況 枯　渇
供給の

見込無

供給の

見込有

残り（供給の見込

無しの場合）
半　日 １　日 ２日以上

枯　渇
備蓄で

対応中

通常の

供給

残り（備蓄で

対応中の場合）

　配管破損有無 有 無

　食料の使用状況 枯　渇
備蓄で

対応中

半　日 １　日 ２日以上

　水道の使用状況 枯　渇
井　戸

使用中

貯水・給水

対応中
正　常

残り（貯水・給水

対応中の場合）
半　日 １　日 ２日以上

　

　電気の使用状況 停電中
発電機

使用中
正　常

残り（発電機

使用中の場合）
半　日 １　日 ２日以上

（電話番号）　　　　　　　　　　　　　（ＦＡＸ番号）

入院病棟 有 手術室 有一般外来 有 無

医療機関状況報告書② 様　式　２－２

　　年　　月　　日　　時　　分　送付

医療機関名
（送付先に○をつける）

　東京都保健医療局
　医療対策拠点
　(             )区市町村

担当部課
担当者名
電話番号
ＦＡＸ番号

無無 救急外来 有 無

整理№
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詳細入力 ※　ＥＭＩＳを使用する場合は、本様式を使用しません。

施設の倒壊、または倒壊の恐れ 令和　６ 年　３ 月２７ 日１７ 時１０ 分現在

その他　（上記以外に、倒壊、または倒壊の恐れのある施設の情報を記入してください。）

ライフライン・サプライ状況 令和　６ 年　３ 月２７ 日１７ 時１０ 分現在

不足している医薬品　（具体的に不足している医薬品を記入してください。）

医療機関の機能 令和　６ 年　３ 月２７ 日１７ 時１０ 分現在

現在の患者数状況 令和　６ 年　３ 月２７ 日１７ 時１０ 分現在

実働稼働数

今後、転送が必要な患者数 令和　６ 年　３ 月２７ 日１７ 時１０ 分現在

今後、受け入れ可能な患者数 令和　６ 年　３ 月２７ 日１７ 時１０ 分現在

外来受付状況、および外来受付時間 令和　６ 年　３ 月２７ 日１７ 時１０ 分現在

職員数 令和　６ 年　３ 月２７ 日１７ 時１０ 分現在

その他　（アクセス状況等、特記事項を記入してください。）

人その他出動人数 5 人 内、ＤＭＡＴ隊員数 1

人

出動看護師数 30 人 内、ＤＭＡＴ隊員数 2 人

出動職員数 出動医師数 10 人 内、ＤＭＡＴ隊員数 2

分

　時間帯３ 　　 時 　　 分 ～

　時間帯２ １４ 時 ００ 分 ～ １８ 時 ００

人

　　 時 　　 分

医師総数 30 人 ＤＭＡＴ医師数 2 ＤＭＡＴ看護師数 2 人 業務調整員数 1人

４０ 人

　外来受付状況 受付不可 救急のみ 下記のとおり受付

　時間帯１ ９ 時 ００ 分 ～ １２ 時 ００ 分

人工呼吸 ５ 人 酸素 ０ 人 担送 １０ 人

護送 ０ 人

災害時の診療能力（災害時の受入重症患者数） 　　２００　人

重症度別患者数 重　症（赤） 　１０ 人 中等症（黄） 　１００ 人

人工呼吸 ０ 人 酸素 ０ 人 担送 ０ 人

護送

在院患者数 重　症（赤） ２０ 人 中等症（黄） ７０ 人

重症度別患者数 重　症（赤） 　０ 人 中等症（黄） 　０ 人

手術可否 不可 可 人工透析可否 不可 可

　４００ 　床

発災後受入れた患者数 重　症（赤） １０ 人 中等症（黄） ３０ 人

　食料の使用状況 枯　渇
備蓄で

対応中

通常の

供給

残り（備蓄で

対応中の場合）
半　日 １　日 ２日以上

　医薬品の使用状況 枯　渇
備蓄で

対応中

通常の

供給

残り（備蓄で

対応中の場合）
半　日 １　日 ２日以上

医療ｶﾞｽの使用状況 枯　渇
供給の

見込無

供給の

見込有

残り（供給の見込

無しの場合）
半　日 １　日 ２日以上

　配管破損有無 有 無

　水道の使用状況 枯　渇
井　戸

使用中

貯水・給水

対応中
正　常

残り（貯水・給水

対応中の場合）
半　日 １　日 ２日以上

手術室 有 無

　電気の使用状況 停電中
発電機

使用中
正　常

残り（発電機

使用中の場合）
半　日 １　日 ２日以上

入院病棟 有 無 救急外来 有 無 一般外来 有 無

医療機関状況報告書② 様　式　２－２

令和　６ 年　３ 月　２７ 日１７ 時３０ 分　送付

医療機関名 　新宿××病院 （送付先に○をつける）

　東京都保健医療局
　医療対策拠点
(  新　宿  )区市町村

担当部課
担当者名

　総務課　新井　太郎

電話番号
ＦＡＸ番号

（電話番号）　　　　　　　　　　　　　（ＦＡＸ番号）

　03-3521-ｘｘｘｘ　　　　　　　　　　　　03-3521-zzzz

整理№

＜記載例＞ 
 
  

様式２－１送付後、 

判明している事項

を記入して下さい。 

報告内容は、EMIS

と同じです。 
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送
　

付
　

：
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　
　

　
　

　
時

　
　

　
分

発
信

者
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東
京

都
災

害
対

策
本

部
　

送
付

先

（
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祉
保
健
局

救
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災
害

医
療
課
　

　
　
　
　

）

連
絡

先
(
T
E
L
)

(
F
A
X
)

連
絡

先
(
T
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L
)

(
F
A
X
)
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東
京
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Ｔ

指
定

病
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は
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速
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か
に
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の
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い
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、
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記
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よ
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報
告

し
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く
だ

さ
い
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【
特

記
事
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】
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A
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1
　

東
京
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Ｍ

Ａ
Ｔ
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待

機
状
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下
記
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可
能
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出

場
可
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班

）
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出
場
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可

【
特

記
事

項
】

東
京

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

　
待

機
要

請
書

東
京

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

　
待

機
報

告
書

様
式

３
－

１

様
式

３
－

２

整
理

№

整
理

№
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特
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２
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２
３

＜記載例＞ 
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 担当者名

 電話／ＦＡＸ

 担当者名

 電話／ＦＡＸ

派遣要請

１　医療チーム等の必要数

２　参集場所
（施設名） （電話番号）

（住　所） （FAX番号）

３　その他事項

◎　要請系統を確認してください（※事前ルールがある場合を除く）

電話＋様式４

特記事項

（活動予定場所、活動内容など）

　病院
※

・診療所

　　（
※

災害拠点病院を除く）

　医療救護所

 　区市町村
 　医療救護活動拠点

医療対策拠点 東京都

災害拠点病院 医療対策拠点

日 　　 時日 　　 時 ～ 　　 月活動予定時間 　　 月 　　

（必要チーム数）

　　　　　　　　　　　　　　班

　　

（希望する種別）

　　医　・　歯　・　薬

FAX

様　式　４

１
 

要
請

元

 名　称

TEL FAX

　　　　年　　月　　　日　　　時　　　分　要請

２
　

要
請

先

 名　称

TEL

医療チーム等派遣要請書

整理№
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 担当者名

 電話／ＦＡＸ

 担当者名

 電話／ＦＡＸ

派遣要請

１　医療チーム等の必要数

２　参集場所
（施設名） （電話番号）

（住　所） （FAX番号）

３　その他事項

◎　要請系統を確認してください（※事前ルールがある場合を除く）

電話＋様式４

令和　６ 年　３ 　月　２７ 　日　１６ 　時　１０ 　分　送付

様　式　４

医療チーム等派遣要請書

１

 

要
請

元

 名　称 　北区医療救護活動拠点

　北野　三郎

TEL　03-3521-xxxx FAX　03-3521-ｚｚｚｚ

２

　

要

請
先

 名　称 　帝京大学病院医療対策拠点

　東　次郎

TEL　03-5840-xxxx FAX　03-5841-ｚｚｚｚ

（希望する種別）

　　医　・　歯　・　薬
（必要チーム数）

　　　　　　　　　　５ 　班

活動予定時間 3 月 28 日 8

北区保健所　〇〇課

　病院※・診療所

　　（
※

災害拠点病院を除く）

　医療救護所

 　区市町村

 　医療救護活動拠点
医療対策拠点 東京都

災害拠点病院 医療対策拠点

03-3521-xxxx

03-3521-zzzz北区東十条　〇―〇－〇

時

特記事項

（活動予定場所、活動内容など）

3 月 29 日～ 8 時

整理№２３

 
＜記載例＞ 

 
 

  

医療チームの種別 
・医療救護班 
・歯科医療救護班 
・薬剤師班 など 
※必要に応じて、 
 ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ

等の記載も可 

医療対策拠点や医療

救護活動拠点等の参

集場所を記載 
 

派遣先となる活動予

定場所を記載 
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構成メンバー
（チーム№）

（一次参集場所）

連絡先情報

携帯電話番号

衛星携帯電話番号

メールアドレス

資器材

資器材情報　※資器材名、数量等を記入してください

被災地内の移動手段

移動手段

　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（活動予定時間）

（副）

（主）

（移動手段）

（副）

（副）

その他機関

氏　名　　　（ｶﾀｶﾅ） 職　種 専門・資格

9

10

7

（主）

な　し 自動車 医療機関の緊急車両 医療機関のその他車両

（主）

8

5

6

（電話番号）　　　　　　　　　　　　　（ＦＡＸ番号）

3

4

2

電話番号
ＦＡＸ番号

№ ﾘｰﾀﾞｰ

1

担当部課
担当者名

報告書医療チーム
編成
参集

様　式　５　

　　年　　月　　日　　時　　分　送付

団　体　名
（医師会や災害拠点病院名など医療チームを編成する団体名）

※都・拠点・区市町村欄

（送付先に○をつける）

　東京都保健医療局

　[　　]医療対策拠点

　　　　　　　区市町村

施設名

住   所

電話番号

担当者名

（活動場所・参集拠点）

施設名

住   所

電話番号

担当者名

都№

医対拠点№

区市町村№

整理№
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構成メンバー
（チーム№）

（一次参集場所）

連絡先情報

携帯電話番号

衛星携帯電話番号

メールアドレス

資器材

資器材情報　※資器材名、数量等を記入してください

被災地内の移動手段

移動手段

　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（活動予定時間）

 3/27 18:00～3/28 18:00

（移動手段）

自動車

都№　　２６

医対拠点№

区市町村№

施設名

住   所

電話番号

担当者名

（活動場所・参集拠点）

施設名 北区保健所

住   所 北区東十条2-7-3

電話番号　03-3919-3102

担当者名　北野　三郎

イケダ　トモコ

エモト　オサム

医　師

看護師

看護師

事　務

な　し 自動車 医療機関の緊急車両 医療機関のその他車両

その他機関

（主） （副）

090-5263-xxxx

（主） （副）

10

（主） 090-5991-xxxx （副）

9

5

6

7

3

8

4

※都・拠点・区市町村欄

2

アオキ　マコト

スズキ　コウイチ

1

ﾘｰﾀﾞｰ 氏　名　　　（ｶﾀｶﾅ） 職　種 専門・資格№

団　体　名
（医師会や災害拠点病院名など医療チームを編成する団体名）

東京都医師会 （送付先に○をつける）

　東京都保健医療局

　[　　]医療対策拠点

　　　　　　　区市町村

医療チーム
編成
参集

報告書
様　式　５　

令和　６ 年　３ 月２７ 日１６ 時５０分　送付

担当部課
担当者名

地域保健課　都　次郎

電話番号
ＦＡＸ番号

（電話番号）　　　　　　　　　　　　　（ＦＡＸ番号）

　03-5858-xxxx　　　　　03-5858-zzzz

整理№ ２３

 
＜記載例＞ 

 
  

整理№は、発信者が

記入します。 

発信者は、いずれか

に○をします。 

医療対策拠点の略

記号（P34）を[ ]

内に記入、または、

区市町村名を に

記入します。 
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担当者名

（所属、氏名）

連絡先

（利用可能な手段による）

　　　　　年　　　月　　　日

様　式　６　

所　　　　　属
（団体名・部署・役職等）

人数

　医療対策拠点名
　区 市 町 村 名

　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

様式５　　　　№

　　　日　　時　　分

　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

様式５　　　　№

　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

　　　日　　時　　分

様式５　　　　№　

　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

　　　日　　時　　分

医療チーム等　参集受付簿

備　　　　考

　　　日　　時　　分

様式５　　　　№　

番
号

代表者名（カナ） 到着日時

（〇をつける）

都保健医療局
医療対策拠点

整理№
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担当者名

（所属、氏名）

連絡先

（利用可能な手段による）

令和　６ 年　３　月　２７　日

様　式　６　

医療チーム等　参集受付簿

　医療対策拠点名
　区 市 町 村 名

番
号

代表者名（カナ） 所　　　　　属
（団体名・部署・役職等）

人数 到着日時 備　　　　考

北区保健所　健康xx課

03-3521-xxxx

北　区

1 アオキ　マコト 　27日10時20分

様式５　　　都№　２６

2 ウラカワ　イクコ 　27日10時25分

様式５　　　都№　２７

東京都医師会 4

日本赤十字社
　東京都支部

6

3 　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

4 　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

5 　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

6 　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

7 　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

8 　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

9 　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

1
0

　　　日　　時　　分

様式５　　　　№

（〇をつける）

都保健医療局
医療対策拠点

整理№ ２５３

＜記載例＞ 
 
 
 

整理№は、発信者が

記入します。 

医療圏名または 

区市町村名を記入 

します。 

様式５のチーム№

を記入します。 

代表者名のみ記入

します。 

全員の氏名は、様式

５に記入します。 
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医療搬送患者情報 　　　　　月　　　　　日　　　　　時　　　　分　現在

医療搬送患者要請

1 赤・黄

様　式　７

医療搬送要請書

№ 年齢 性別 分類

3 赤・黄

2 赤・黄

5 赤・黄

4 赤・黄

7 赤・黄

6 赤・黄

8 赤・黄

9 赤・黄

10 赤・黄

1

　名　　　称
（病院

※
・診療所・救護所）

　担　　　当
（担当課係・氏名）

　電話/ＦＡＸ TEL FAX

　　月　　日　　時　　分　送付

2

　名　　　称
（区市町村名）

　担　　　当
（担当課係・氏名）

　電話/ＦＡＸ TEL FAX

　　月　　日　　時　　分　送付

3

　名　　　称
（医療対策拠点名又は区市町村名）

　担　　　当
（担当課係・氏名）

　電話/ＦＡＸ TEL FAX

患　者　氏　名　（カナ） 傷　病　名　・特　記　事　項（小児、妊婦など）

整理№
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≪記載例≫ 

 

医療搬送患者情報 　　　３　月　　２７　日　　１５　時　３０　分　現在

医療搬送患者要請

◎　要請系統を確認してください（※事前ルールがある場合を除く）

電話(様式不要)

電話＋様式７

様　式　７

医療搬送要請書

№ 年齢 性別 分類 患　者　氏　名　（カナ） 傷　病　名　・特　記　事　項（小児、妊婦など）

1 66 男 赤・黄 　ヨコミネ　ジロウ 　広範囲熱傷

2 56 男 赤・黄 　イトウ　シンゾウ 　右血胸

3 32 男 赤・黄 　ササキ　タケシ 　左大腿部開放骨折

4 47 男 赤・黄 　タカハシ　ヒサシ 　右血胸

5 29 女 赤・黄 　タナカ　セイコ 　胸部打撲

6 38 女 赤・黄 　イトウ　リン 右大腿骨開放骨折

7 赤・黄

8 赤・黄

9 赤・黄

10 赤・黄

1

　名　　　称
（病院

※
・診療所・救護所）

  清瀬〇〇病院

　担　　　当
（担当課係・氏名）

　庶務課　多摩　清

　電話/ＦＡＸ TEL　042-494-xxxx FAX　042-495-zzzz

　３ 　月　２７ 　日　１６ 　時　１０ 　分　送付

2

　名　　　称
（区市町村名）

　清瀬市医療救護活動拠点

　担　　　当
（担当課係・氏名）

　健康〇〇課　瀬戸　清子

　電話/ＦＡＸ TEL　042-492-xxxx FAX　042-492-zzzz

　　　月　　　日　　　時　　　分　送付

3

　名　　　称
（医療対策拠点又は区市町村名）

　担　　　当
（担当課係・氏名）

　電話/ＦＡＸ TEL　 FAX　

 （同一圏域内の）

 災害拠点病院

広域医療搬送拠点

（ＳＣＵ）

　病院
※

・診療所・救護所

　　（
※

災害拠点病院を除く）

 区市町村

 医療救護活動拠点
医療対策拠点 東京都

　（同一区市町村内の）

　病院
※

・診療所・救護所

　　（
※

災害拠点病院を除く）

 （同一圏域内の）

 　区市町村
　（他医療圏の）

　医療対策拠点
道府県

整理№

整理 Noは、発信者
が記入します 

この範囲は、要請者１ 

清瀬○○病院が記入し 

ます。 

この範囲は、要請者２ 

清瀬市医療救護活動拠 

点が記入します。 
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≪記載例≫ 
  

太枠内を要請元施
設において記入 
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様式９ 
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  様式９ 
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≪記載例≫ 
  

様式９ 

太枠内を要請元施設
において記入 



173 
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【参考】災害診療記録２０１８について 

日本救急医学会ホームページ 

（https://www.jaam.jp/info/2019/info-20190215_2.html） 
 
 
 
  

https://www.jaam.jp/info/2019/info-20190215_2.html
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第２節 関係機関名簿 

１ 東京都                                                 

 ※上段（ ）は内線直通の場合：2＋内線番号など 

名  称 所 在 地 電話番号 FAX 番号 防災無線※ 防災

FAX 

総務局 

総合防災部 

 

 

新宿区西新宿 2-8-1 

 

03-5388-2456 

 

03-5388-

1260 

 

70213 

 

70014 

保健医療局 

総務部総務課 

医療政策部救急災害医療

課 

 

03-5320-4021 

03-5320-4445 

 

03-5388-

1400 

03-5388-

1441 

  (2) 

70501 

70516 

 

70061 

70062 

  東京都保健医療局医療政策部救急災害医療課メールアドレス 

S1150402@section.metro.tokyo.jp 

 

mailto:S1150402@section.metro.tokyo.jp
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２ 区市町村                            
 

 (1) 特別区（２３区）           ※上段（ ）は内線直通の場合：7309＋内線番号など 

名  称 所 在 地 電話番号 FAX 番号 防災無線※ 防災 FAX 

千代田区 

政策経営部 

災害対策・危機管理課 

保健福祉部地域保健課 

千代田区 

 

九段南 1-2-1 

九段北 1-2-14 

 

 

03-5211-4187 

03-5211-8163 

 

 

03-3264-1673 

03-5211-8190 

(7309) 

73011 

 

 

73001 

中央区 

総務部防災課 

福祉保健部管理課 

中央区 

築地 1-1-1 

 

03-3546-5287 

03-3546-5398 

 

03-3546-9557 

03-3248-1322 

(7319) 

73111 

～3 

 

73101 

港区 

防災課 

みなと保健所 

保健政策調整担当 

港区 

芝公園 1-5-25 

 

三田 1-4-10 

 

03-3578-2516 

 

03-6400-0041 

 

03-3578-2539 

 

03-3455-4420 

(7329) 

73211 

 

73201 

 

新宿区 

区長室危機管理課 

健康部健康推進課 

新宿区 

歌舞伎町 1-4-1 

新宿 5-18-21 

 

03-5273-4592 

03-5273-3494 

 

03-3209-4069 

03-5273-3930 

(7339) 

73311 

～3 

 

73301 

文京区 

総務部防災課 

保健衛生部健康推進課 

文京区 

春日 1-16-21 

 

03-5803-1179 

03-5803-1229 

 

03-5803-1344 

03-5803-1355 

(7349) 

73411 

～4 

 

73401 

台東区 

危機管理室災害対策課 

健康部健康課 

台東区 

東上野 4-5-6 

 

03-5246-1094 

03-5246-1178 

 

03-5246-1099 

03-5246-1059 

(7359) 

73511 

 

73501 

墨田区 

総務部 

危機管理担当防災課 

福祉保健部保健衛生担当 

保健計画課 

墨田区 

 

吾妻橋 1-23-20 

 

 

03-5608-6206 

03-5608-6189 

 

 

03-5608-6425 

03-5608-6405 

(7369) 

 

73611 

～4 

78281 

 

 

 

73601 

江東区 

総務部防災課 

健康部健康推進課 

江東区 

東陽 4-11-28 

東陽 2-1-1 

 

03-3647-9584 

03-3647-5855(代) 

 

03-3647-8440 

03-3615-7171 

(7379) 

73711 

 

73701 

品川区 

防災まちづくり部防災課 

健康推進部健康課 

品川区 

広町 2-1-36 

 

03-5742-6695 

03-5742-6883 

 

03-3777-1181 

03-5742-6883 

(7389) 

73811 

 

 

73801 

 

目黒区 

危機管理室防災課 

健康推進部健康推進課 

目黒区 

中央町 1-9-7 

上目黒 2-19-15 

 

03-5723-8700 

03-5722-9586 

 

03-5723-8725 

03-5722-9329 

(7399) 

73911 

～4 

 

73901 
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 ※上段（ ）は内線直通の場合：7409＋内線番号など 

名  称 所 在 地 電話番号 FAX 番号 防災無線※ 防災 FAX 

大田区 

地域力推進部防災課 

健康政策部 

健康医療政策課 

大田区 

蒲田 5-13-14 

 

 

03-5744-1236 

 

03-5744-1264 

 

03-5744-1519 

 

03-5744-1523 

(7409) 

74011 

 

74001 

世田谷区 

危機管理室災害対策課 

世田谷区保健所 

健康企画課 

世田谷区 

世田谷 4-21-27 

 

世田谷 4-22-35 

 

03-5432-2262 

 

03-5432-2432 

 

03-5432-3014 

 

03-5432-3022 

(7419) 

74111 

～3 

 

74101 

 

渋谷区 

危機管理対策部 

 防災計画課 

健康推進部生活衛生課 

渋谷区 

渋谷 2-21-1 

渋谷ヒカリエ 8 階 

宇田川町 1-1 

 

03-3498-9409 

 

03-3463-2246 

 

03-3498-9410 

 

03-5458-4943 

(7229) 

74211 

 

74201 

中野区 

都市基盤部 

防災・都市安全分野 

健康福祉部福祉推進分野 

中野区 

中野 4-8-1 

 

03-3228-8948 

 

03-3228-8829 

 

03-3228-5658 

 

03-3228-5662 

(7439) 

74311 

 

74301 

杉並区 

危機管理室防災課 

杉並保健所健康推進課 

杉並区 

阿佐谷南 1-15-1 

荻窪 5-20-1 

 

03-3312-2111(代) 

03-3391-1355 

 

03-3312-9402 

03-3391-1377 

(7449) 

74411 

 

74401 

豊島区 

総務部防災危機管理課 

保健福祉部地域保健課 

豊島区 

南池袋 2-45-1 

東池袋 4-42-16 

 

03-3981-5018 

03-3987-4203 

 

03-3981-5018 

03-3987-4110 

(7459) 

74511 

 

74501 

北区 

危機管理室防災課 

北区保健所生活衛生課 

北区 

王子本町 1-15-22 

東十条 2-7-3 

 

03-3908-8184 

03-3919-0431 

 

03-3908-4016 

03-3919-5163 

(7469) 

74622 

 

74601～

2 

荒川区 

区民生活部防災課 

荒川区保健所生活衛生課 

荒川区 

荒川 2-25-3 

荒川 2-11-1 

 

03-3803-8711 

03-3802-3111(代) 

 

03-5810-6262 

03-3806-2976 

(7479) 

74711 

 

74701 

板橋区 

危機管理室 

防災危機管理課 

健康生きがい部健康推進課 

板橋区 

板橋 2-66-1 

 

03-3579-2159 

 

03-3579-2302 

 

03-3963-0150 

 

03-3962-7834 

(7489) 

74811 

～2 

 

 

74801 

練馬区 

危機管理室危機管理課 

健康部地域医療課 

練馬区 

豊玉北 6-12-1 

 

03-5984-2762 

03-5984-4673 

 

03-3993-1194 

03-5984-1211 

(7499) 

74911 

 

74901 

足立区 

危機管理室災害対策課 

衛生部衛生管理課 

足立区 

中央本町 1-17-1 

 

03-3880-5836 

03-3880-5891 

 

03-3880-5607 

03-3880-5602 

(7509) 

75011 

 

75001 
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 ※上段（ ）は内線直通の場合：7519＋内線番号など 

名  称 所 在 地 電話番号 FAX 番号 防災無線※ 防災 FAX 

葛飾区 

地域振興部防災課 

葛飾区保健所地域保健課 

葛飾区 

立石 5-13-1 

青戸 4-15-14 

 

03-5654-8223 

03-3602-1222 

 

03-5698-1503 

03-3602-1298 

(7519) 

75111 

 

75101 

江戸川区 

危機管理室 

防災危機管理課 

健康部健康推進課 

江戸川区 

中央 1-4-1 

 

中央 4-24-19 

 

03-5662-2037 

 

03-5661-2462 

 

03-3652-9891 

 

03-3655-9925 

(7529) 

75211 

～4 

 

75201 

 

(2) 市及び西多摩郡（多摩地域）      ※上段（ ）は内線直通の場合：8009＋内線番号など 

名  称 所 在 地 電話番号 FAX 番号 防災無線※ 防災 FAX 

八王子市 

生活安全部防災課 

健康医療部健康医療政策課 

健康医療部（保健所） 

保健総務課 

八王子市 

元本郷町 3-24-1 

明神町 3-19-2  

東京たま未来メッセ 

庁舎・会議室棟５階 

 

042-620-7207 

042-620-7292 

042-645-5111(代) 

 

042-626-1271 

042-621-0279 

042-644-9100 

(8009) 

80011 

 

80001 

立川市 

市民生活部防災課 

福祉保健部健康推進課 

立川市 

泉町 1156-9 

高松町 3-22-9 

 

042-523-2561 

042-527-3272(代) 

 

042-521-2568 

042-521-0422 

(8019) 

80111 

～3 

 

80101 

武蔵野市 

防災安全部防災課 

健康福祉部健康課 

武蔵野市 

緑町 2-2-28 

吉祥寺北町 4-8-10 

 

0422-60-1821 

0422-51-0700 

 

0422-51-9184 

042251-9297 

(8029) 

80211 

 

80201 

三鷹市 

総務部防災課 

健康福祉部健康推進課 

三鷹市 

野崎 1-1-1 

新川 6-37-1 

 

0422-29-9173 

0422-46-3254 

 

0422-45-1190 

0422-46-4827 

(8039) 

80311 

～3 

 

80301 

青梅市 

生活安全部防災課 

健康福祉部健康課 

青梅市 

東青梅 1-11-1 

東青梅 1-174-1 

 

0428-22-4272 

0428-23-2191 

 

0428-22-3508 

0428-23-2195 

(8049) 

80411 

 

80401 

府中市 

行政管理部 

防災危機管理課 

福祉保健部健康推進課 

府中市 

壽町 1-5 

 

府中町 2-25 

 

042-335-4283 

 

042-368-5311(代) 

 

042-335-6395 

 

042-334-5535 

(8059) 

80511 

 

 

80501 

 

昭島市 

総務部防災課 

健康福祉部健康課 

昭島市 

田中町 1-17-1 

昭和町 4-7-1 

 

042-541-5625 

042-544-5126 

 

042-544-7552 

042-544-7130 

(8069) 

80611 

 

80601 

調布市 

総務部総合防災安全課 

福祉健康部健康推進課 

調布市 

小島町 2-33-1 

 

 

042-481-7345 

042-441-6100 

 

042-481-7255 

042-441-6101 

(8079) 

80711 

 

80701 
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※上段（ ）は内線直通の場合：8009＋内線番号など 

名  称 所 在 地 電話番号 FAX 番号 防災無線※ 防災 FAX 

町田市 

市民部防災安全課 

保健所保健総務課 

町田市 

森野 2-2-22 

 

042-724-3218 

042-724-4241 

 

050-3085-6519 

050-3101-8202 

(8089) 

80811 

 

80801 

小金井市 

総務部地域安全課 

福祉保健部健康課 

小金井市 

本町 6-6-3 

貫井北町 5-18-

18 

 

042-387-9807 

042-321-1240 

 

042-384-6426 

042-321-6423 

(8099) 

80911 

 

80901 

小平市 

総務部防災危機管理課 

健康福祉部健康推進課 

小平市 

小川町 2-1333 

学園東町 1-19-12 

 

042-346-9519 

042-346-3700 

 

042-346-9513 

042-346-3705 

(8109) 

81011 

 

81001 

日野市 

総務部防災安全課 

健康福祉部健康課 

日野市 

神明 1-11-16 

日野本町 1-6-2 

 

042-585-1100 

042-581-4111 

 

042-587-5666 

042-583-2400 

(8119) 

81111 

 

 

81101 

東村山市 

環境安全部防災安全課 

保健福祉部健康増進課 

東村山市 

本町 1-2-3 

 

 

042-394-1700 

042-393-

5111(代) 

 

042-393-6846 

042-394-7399 

(8129) 

81211 

 

81201 

国分寺市 

総務部防災安全課 

福祉保健部健康推進課 

国分寺市 

戸倉 1-6-1 

泉町 2-3-8 

 

042-325-

0111(代) 

042-321-1801 

 

042-326-3624 

042-320-1181 

(8139) 

81311 

 

81301 

国立市 

行政管理部防災安全課 

健康福祉部健康増進課 

国立市 

富士見台 2-47-1 

富士見台 3-16-5 

 

042-576-

2111(代) 

042-572-6111 

 

042-576-0264 

042-574-3930 

(8149) 

81411 

 

81401 

福生市 

安全安心まちづくり課 

福祉保健部健康課 

福生市 

本町 5 

大字福生 2125-3 

 

042-551-1638 

042-552-0061 

 

042-553-3339 

042-530-5324 

(8169) 

81611 

 

81601 

狛江市 

総務部安心安全課 

福祉保健部健康推進課 

狛江市 

和泉本町 1-1-5 

元和泉 2-35-1 

 

03-3480-5500 

03-3488-1181 

 

03-3430-6870 

03-3488-9100 

(8179) 

81711 

 

81701 

東大和市 

総務部防災安全課 

福祉部健康課 

東大和市 

中央 3-930 

中央 3-918-1 

 

042-567-1712 

042-565-5211 

 

042-563-5931 

042-561-0711 

(8189) 

81811 

 

81801 

清瀬市 

総務部防災防犯課 

健康福祉部健康推進課 

清瀬市 

中里 5-842 

 

 

042-497-1847 

042-497-2075 

 

042-492-2415 

042-495-9222 

(8199) 

81911 

 

81901 
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※上段（ ）は内線直通の場合：8239＋内線番号など 

名  称 所 在 地 電話番号 FAX 番号 防災無線※ 防災 FAX 

東久留米市 

環境安全部防災防犯課 

福祉保健部健康課 

東久留米市 

本町 3-3-1 

滝山 4-3-14 

 

042-470-7769 

042-477-0030 

 

042-470-7807 

042-477-0033 

(8209) 

82011 

 

82001 

武蔵村山市 

総務部防災安全課 

健康福祉部健康推進課 

武蔵村山市 

本町 1-1-1 

本町 1-23 

 

042-563-5071 

042-565-9315 

 

042-563-0793 

042-565-0287 

(8219) 

82111 

 

82101 

多摩市 

総務部防災課 

健康福祉部健康推進課 

多摩市 

関戸 6-12-1 

関戸 4-19-5 

 

042-338-6802 

042-376-9111 

 

042-371-2008 

042-371-1235 

(8229) 

82211 

 

82201 

稲城市 

消防本部防災課 

福祉部健康課 

稲城市 

東長沼 2111 

百村 112-1 

 

042-377-

7119(代) 

042-378-3421 

 

042-377-0119 

042-377-4944 

(8239) 

82311 

 

82301 

羽村市 

市民生活部防災安全課 

市民生活部危機管理課 

福祉健康部健康課 

羽村市 

緑ヶ丘 5-2-1 

緑ヶ丘 5-5-2 

 

042-555-

1111(代) 

 

 

042-554-2921 

 

042-554-4767 

(8249) 

82411 

 

 

82401 

あきる野市 

総務部地域防災課 

健康福祉部健康課 

あきる野市 

二宮 350 

 

042-558-

5111(代) 

 

 

042-558-1115 

042-558-3207 

(8259) 

82511 

 

82501 

西東京市 

危機管理室 

市民部健康課 

西東京市 

中町 1-5-1 

 

 

042-438-4010 

042-438-4021 

 

042-438-2820 

042-422-7309 

(8159) 

81511 

 

81501 

瑞穂町 

住民部地域課 

福祉部健康課 

西多摩郡瑞穂町 

大字箱根ケ崎 2335 

大字石畑 1970 

 

042-557-7610 

042-557-5072 

 

042-556-3401 

042-557-7414 

(8269) 

82611 

 

82601 

日の出町 

生活安全安心課 

いきいき健康課 

西多摩郡日の出町 

大字平井 2780 

 

042-597-

0511(代) 

 

 

042-597-4369 

042-597-0628 

(8279) 

82711 

 

82701 

 

奥多摩町 

総務課交通防災係 

福祉保健課 

西多摩郡奥多摩町 

氷川 215-6 

氷川 1111 

 

0428-83-2349 

0428-83-2777 

 

0428-83-2344 

0428-83-2833 

(8299) 

82911 

 

82901 

檜原村 

総務課総務係 

福祉けんこう課 

西多摩郡檜原村 

467-1 

2717 

 

042-598-

1011(代) 

042-598-3121 

 

042-598-1009 

042-598-1263 

(8289) 

82811 

 

82801 
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(3) 島しょ地域                ※上段（ ）は内線直通の場合：8369＋内線番号など 

名  称 所 在 地 電話番号 FAX 番号 防災無線※ 防災 FAX 

大島町 

総務課 

福祉けんこう課 

大島町 

元町 1-1-14 

 

04992-2-

1443(代) 

 

04992-2-1371 

(8369) 

82611 

 

82601 

利島村 

総務課・住民課 

利島村 248  

04992-9-

0011(代) 

 

04992-9-0190 

 

83711 

 

82701 

新島村 

総務課・民生課 

新島村 

本村 1-1-1 

 

04992-5-

0240(代) 

 

04992-5-1304 

(8389) 

83811 

 

83801 

神津島村 

総務課 

神津島村保健センター 

神津島村 

904 

1009-1 

 

04992-8-

0011(代) 

04992-8-0010 

 

04992-8-1242 

04992-8-7256 

 

84011 

 

84001 

三宅村 

村民生活課医療係 

三宅村 

神着 937 

 

04994-2-0601 

 

04994-2-1005 

(8419) 

84111 

 

84101 

御蔵島村 

総務課 

御蔵島村 

字入かねが沢 

 

04994-8-

2121(代) 

 

04994-8-2239 

 

84211 

 

84201 

八丈町 

総務課 

福祉健康課 

八丈島八丈町 

大賀郷 2551-2 

 

04996-2-

1121(代) 

04996-2-

5570(代) 

 

04996-2-3874 

04996-2-7923 

(8439) 

84311 

 

84301 

青ヶ島村 

総務課 

青ヶ島村無番地  

04996-9-

0111(代) 

 

04996-9-0001 

 

84411 

 

84401 

小笠原村 

総務課 

地域保健センター健康福祉課 

小笠原村 

父島字西町 

 

04998-2-

3111(代) 

04998-2-3939 

 

04998-2-3222 

04998-2-3900 

 

84511 

 

84501 
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３ 災害拠点病院                                 
 

(1) 区中央部保健医療圏 

 医療機関名 所 在 地 
電話番号 

防災無線 

ＦＡＸ番号 

防災 FAX 

一 般 

病床数 

三次

救急 
ヘリ 

中

核 
日本医科大学付属病院 

文京区 

千駄木 1-1-5 

03-3822-2131 

87181 

03-3821-2027 

87180 
850 ○  

２ 日本大学病院 
千代田区 

神田駿河台 1-6 

03-3293-1711 

87171 

03-3293-9138 

87170 
320 ○  

３ 三井記念病院 
千代田区 

神田和泉町１ 

03-3862-9111 

87921 

03-3862-9140 

87920 
482   

４ 聖路加国際病院 
中央区 

明石町 9-1 

03-3541-5151 

87201 

03-3544-0649 

87200 
520 ○  

５ 東京都済生会中央病院 
港区 

三田 1－4－17 

03-3451-8211 

87161 

03-3457-7949 

87160 
535 ○  

６ 
東京慈恵会医科大学 

附属病院 

港区 

西新橋 3-19-18 

03-3433-1111 

87191 

03-5400-1387 

87190 
1,026 ○  

７ 
北里大学 

北里研究所病院 

港区 

白金 5-9-1 

03-3444-6161 

87221 

03-5791-6143 

87220 
329   

８ 虎の門病院 港区虎ノ門 2-2-2 
03-3588-1111 

86601 

03-3560-7812 

86600 
817   

９ 東京都立駒込病院 
文京区 

本駒込 3-18-22 

03-3823-2101 

85221 

03-3823-5433 

85220 
785   

10 
順天堂大学医学部附属 

順天堂医院 

文京区 

本郷 3-1-3 

03-3813-3111 

87211 

03-5802-1144 

87210 
1,036  ○ 

11 
東京医科歯科大学 

病院 

文京区 

湯島 1-5-45 

03-3813-6111 

87241 

03-5803-0110 

87240 
772 ○ ○ 

12 
東京大学 

医学部附属病院 

文京区 

本郷 7-3-1 

03-3815-5411 

87251 

03-5800-8725 

87250 
1,178 ○ ○ 

13 永寿総合病院 
台東区 

東上野 2-23-16 

03-3833-8381 

87261 

03-3831-9488 

87260 
400  ○ 

 
 

(2) 区南部保健医療圏 

 医療機関名 所 在 地 
電話番号 

防災無線 

ＦＡＸ番号 

防災 FAX 

一 般 

病床数 

三次

救急 
ヘリ 

中

核 

東邦大学医療センター 

大森病院  

大田区 

大森西 6-11-1 

03-3762-4151 

87271 

03-3768-3620 

87270 
880 ○  

２ 昭和大学病院 
品川区 

旗の台 1-5-8 

03-3784-8000 

87281 

03-3784-8517 

87280 
815 ○  

３ ＮＴＴ東日本関東病院 
品川区 

東五反田 5-9-22 

03-3448-6111 

87291 

03-3448-6617 

87290 
544   

４ 大森赤十字病院 
大田区 

中央 4-30-1 

03-3775-3111 

87931 

03-3776-0004 

87930 
344   

５ 東京都立荏原病院 
大田区 

東雪谷 4-5-10 

03-5734-8000 

85241 

03-5734-8023 

85240 
411  ○ 

６ 東京労災病院 
大田区 

大森南 4-13-21 

03-3742-7301 

86611 

03-3744-9310 

86610 
400  ○ 

７ 池上総合病院 
大田区 

池上 6-1-19 

03-3752-3151 

86621 

03-3752-2612 

86620 
290   
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 (3) 区西南部保健医療圏 

 医療機関名 所 在 地 
電話番号 

防災無線 

ＦＡＸ番号 

防災 FAX 

一 般 

病床数 

三次

救急 
ヘリ 

基

幹 
東京都立広尾病院 

渋谷区 

恵比寿 2-34-10 

03-3444-1181 

85201 

03-3444-3196 

85200 
378 ○ ○ 

２ 
国立病院機構 

東京医療センター 

目黒区 

東が丘 2-5-1 

03-3411-0111 

87321 

03-3412-9811 

87320 
640 ○  

３ 
一般社団法人 

至誠会第二病院 

世田谷区 

上祖師谷 5-19-1 

03-3300-0366 

87311 

03-3307-6731 

87310 
301   

４ 
公立学校共済組合 

関東中央病院 

世田谷区 

上用賀 6-25-1 

03-3429-1171 

87331 

03-3426-0326 

87330 
383   

５ 日産厚生会玉川病院 世田谷区瀬田 4-8-1 
03-3700-1151 

86631 

03-3700-2090 

86630 
381   

６ 
日本赤十字社 

医療センタ- 

渋谷区 

広尾 4-1-22 

03-3400-1311 

87301 

03-3409-1604 

87300 
701 ○ ○ 

 

(4) 区西部保健医療圏 

 医療機関名 所 在 地 
電話番号 

防災無線 

ＦＡＸ番号 

防災 FAX 

一 般 

病床数 

三次

救急 
ヘリ 

中

核 
東京医科大学病院 

新宿区 

西新宿 6-7-1 

03-3342-6111 

87381 

03-3345-1437 

87380 
885 ○  

２ 慶応義塾大学病院 
新宿区 

信濃町 35 

03-3353-1211 

87361 

03-5363-3612 

87360 
934   

３ 東京女子医科大学病院 
新宿区 

河田町 8-1 

03-3353-8111 

87371 

03-5269-7321 

87370 
1,144 ○  

４ 東京都立大久保病院 
新宿区 

歌舞伎町 2-44-1 

03-5273-7711 

87401 

03-5273-7748 

87400 
304   

５ 
国立国際医療 

研究センター病院 

新宿区 

戸山 1-21-1 

03-3202-7181 

87771 

03-3207-1038 

87770 
699 ○ ○ 

６ 
東京山手 

メディカルセンター 

新宿区 

百人町 3-22-1 

03-3364-0251 

87411 

03-3364-5663 

87410 
418   

７ 
東京新宿 

メディカルセンター 

新宿区 

津久戸町 5-1 

03-3269-8111 

86641 

03-3260-7840 

86640 
520   

８ 

東京医療生活協同組合

新渡戸記念中野総合病

院 

中野区 

中央 4-59-16 

03-3382-1231 

87391 

03-3381-4799 

87390 
296   

９ 東京警察病院 
中野区 

中野 4-22-1 

03-5343-5611 

87231 

03-5343-5612 

87230 
415  ○ 

10 医療法人財団荻窪病院 
杉並区 

今川 3-1-24 

03-3399-1101 

87341 

03-3399-1107 

87340 
252   

11 
立正佼成会附属 

佼成病院 

杉並区 

和田 2-25-1 

03-3383-1281 

87351 

03-3382-8972 

87350 
340   
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(5) 区西北部保健医療圏 

 医療機関名 所 在 地 
電話番号 

防災無線 

ＦＡＸ番号 

防災 FAX 

一 般 

病床数 

三次

救急 
ヘリ 

中

核 

帝京大学医学部 

附属病院 

板橋区 

加賀 2-11-1 

03-3964-1211 

87431 

03-3961-9518 

87430 
1027 ○ ○ 

２ 東京都立大塚病院 
豊島区 

南大塚 2-8-1 

03-3941-3211 

85211 

03-3941-9557 

85210 
435   

３ 東京北医療センター 
北区 

赤羽台 4-17-56 

03-5963-3311 

87851 

03-5963-6678 

87850 
351   

４ 
日本大学医学部 

附属板橋病院 

板橋区 

大谷口上町 30-1 

03-3972-8111 

87421 

03-3972-7716 

87420 
947 ○  

５ 
東京都 

健康長寿医療センター 

板橋区 

栄町 35-2 

03-3964-1141 

87941 

03-3964-1982 

87940 
520   

６ 東京都立豊島病院 
板橋区 

栄町 33-1 

03-5375-1234 

85231 

03-5944-3506 

85230 
386  ○ 

７ 練馬光が丘病院 

練馬区 

光が丘 

2-5-1 

03-3979-3611 

87441 

03-3979-3787 

87440 
457   

８ 
順天堂大学医学部 

附属練馬病院 

練馬区 

高野台 3-1-10 

03-5923-3111 

87761 

03-5923-3197 

87760 
490 ○  

 

 

(6) 区東北部保健医療圏 

 医療機関名 所 在 地 
電話番号 

防災無線 

ＦＡＸ番号 

防災 FAX 

一 般 

病床数 

三次

救急 
ヘリ 

中

核 

東京女子医科大学 

附属足立医療センター 

足立区 

江北 4-33-1 

03-3857-0111 

87491 

03- 

87490 
450 ○ ○ 

２ 
医療法人社団成和会 

西新井病院 

足立区 

西新井本町 1-12-12 

03-5647-1700 

87461 

03-3840-6344 

87460 
150   

３ 苑田第一病院 
足立区 

竹の塚 4-1-12 

03-3850-5721 

87951 

03-5242-6411 

87950 
221   

４ 博慈会記念総合病院 
足立区 

鹿浜 5－11－1 

03-3899-1311 

87741 

03-3855-2851 

87740 
306   

５ 
東京慈恵会医科大学 

葛飾医療センター 

葛飾区 

青戸 6-41-2 

03-3603-2111 

87471 

03-3601-9600 

87470 
371   

６ 東京都立東部地域病院 
葛飾区 

亀有 5-14-1 

03-5682-5111 

87481 

03-5682-5132 

87480 
314   

７ 平成立石病院 
葛飾区 

立石 5-1-9 

03-3692-2121 

86651 

03-3692-2663 

86650 
203   
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(7) 区東部保健医療圏 

 医療機関名 所 在 地 
電話番号 

防災無線 

ＦＡＸ番号 

防災 FAX 

一 般 

病床数 

三次

救急 
ヘリ 

中

核 
東京都立墨東病院 

墨田区 

江東橋 4-23-15 

03-3633-6151 

85251 

03-3633-6173 

85250 
719 ○ ○ 

２ 東京曳舟病院 
墨田区 

東向島 2-27-1 

03-5655-1120 

87521 

03-3611-6763 

87520 
200   

３ 江東病院 
江東区 

大島 6-8-5 

03-3685-2166 

87501 

03-3685-7400 

87500 
286   

４ 

順天堂大学医学部附属

順天堂江東高齢者医療

センター 

江東区 

新砂 3-3-20 

03-5632-3111 

87531 

03-5632-3163 

87530 
275   

５ がん研究会有明病院 
江東区 

有明 3-8-31 

03-3520-0111 

87751 

03-3520-0141 

87750 
686  ○ 

６ 昭和大学江東豊洲病院 
江東区 

豊洲 5-1-38 

03-6204-6000 

86661 

03-6204-6396 

86660 
400   

７ 東京臨海病院 
江戸川区 

臨海町 1-4-2 

03-5605-8811 

87781 

03-5605-8113 

87780 
400   

８ 江戸川病院 
江戸川区 

東小岩 2-24-18 

03-3673-1221 

87861 

03-3673-1229 

87860 
447   

９ 森山記念病院 
江戸川区 

 北葛西 4-3-1 

03- 5679-1211 

86671 

03- 3877-8956 

86670 
253   

 

(8) 西多摩保健医療圏 

 医療機関名 所 在 地 
電話番号 

防災無線 

ＦＡＸ番号 

防災 FAX 

一 般 

病床数 

三次

救急 
ヘリ 

中

核 

市立青梅総合医療セン

ター 

青梅市 

東青梅 4-16-5 

0428-22-3191 

87541 

0428-24-5126 

87540 
465 ○ ○ 

２ 公立阿伎留医療センター 
あきる野市 

引田 78-1 

042-558-0321 

87551 

042-559-5734 

87550 
305   

３ 公立福生病院 
福生市 

加美平 1-6-1 

042-551-1111 

87871 

042-552-2662 

87870 
316   

 

(9) 南多摩保健医療圏 

 医療機関名 所 在 地 
電話番号 

防災無線 

ＦＡＸ番号 

防災 FAX 

一 般 

病床数 

三次

救急 
ヘリ 

中

核 

東京医科大学 

八王子医療センター 

八王子市 

館町 1163 

042-665-5611 

87561 

042-665-5639 

87560 
602 ○ ○ 

２ 東海大学八王子病院 
八王子市 

石川町 1838 

042-639-1111 

87731 

042-639-1112 

87730 
500  ○ 

３ 
日本医科大学 

多摩永山病院 

多摩市 

永山 1-7-1 

042-371-2111 

87571 

042-372-7381 

87570 
405 ○  

４ 
東京都立多摩南部地域

病院 

多摩市 

中沢 2-1-2 

042-338-5111 

87581 

042-339-6111 

87580 
287   

５ 稲城市立病院 
稲城市 

大丸 1171 

042-377-0931 

87591 

042-379-1310 

87590 
290   

６ 町田市民病院 
町田市 

旭町 2-15-41 

042-722-2230 

87601 

042-720-5680 

87600 
440   

７ 南町田病院 
町田市 

鶴間 1008-1 

042-799-6161 

86681 

042-799-7711 

86680 
222   

８ 日野市立病院 
日野市 

多摩平 4-3-1 

042-581-2677 

87961 

042-587-3408 

87960 
300   
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(10) 北多摩西部保健医療圏 

 医療機関名 所 在 地 
電話番号 

防災無線 

ＦＡＸ番号 

防災 FAX 

一 般 

病床数 

三次

救急 
ヘリ 

基

幹 

国立病院機構 

災害医療センター 

立川市 

緑町 3256 

042-526-5511 

87611 

042-526-5535 

87610 
455 ○ ○ 

２ 
国家公務員共済組合連

合会立川病院 

立川市 

錦町 4-2-22 

042-523-3131 

86691 

042-522-5784 

86690 
406   

３ 東大和病院 
東大和市 

南街 1-13-12 

042-562-1411 

87791 

042-562-1399 

87790 
284   

 

 

(11) 北多摩南部保健医療圏 

 医療機関名 所 在 地 
電話番号 

防災無線 

ＦＡＸ番号 

防災 FAX 

一 般 

病床数 

三次

救急 
ヘリ 

中

核 

東京都立 

多摩総合医療センター 

・ 

東京都立 

小児総合医療センター 

府中市 

武蔵台 2-8-29 

042-323-5111 

85261 

 

042-300-5111 

87821 

042-323-9209 

85260 

 

042-312-8162 

87820 

705 

 

 

347 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

２ 武蔵野赤十字病院 
武蔵野市 

境南町 1-26-1 

0422-32-3111 

87621 

0422-32-3525 

87620 
591 ○ ○ 

３ 
杏林大学医学部 

付属病院 

三鷹市 

新川 6-20-2 

0422-47-5511 

87631 

0422-47-3821 

87630 
1,105 ○ ○ 

４ 
東京慈恵会医科大学 

附属第三病院 

狛江市 

和泉本町 4-11-1 

03-3480-1151 

87641 

03-3480-5700 

87640 
534   

 

(12) 北多摩北部保健医療圏 

 医療機関名 所 在 地 
電話番号 

防災無線 

ＦＡＸ番号 

防災 FAX 

一 般 

病床数 

三次

救急 
ヘリ 

中

核 
公立昭和病院 

小平市 

花小金井 8-1-1 

042-461-0052 

87651 

042-464-7912 

87650 
479 ○  

２ 佐々総合病院 
西東京市 

田無町 4-24-15 

042-461-1535 

87661 

042-461-9693 

87660 
183   

３ 
東京都立多摩北部医

療センター 

東村山市 

青葉町 1-7-1 

042-396-3811 

87671 

042-396-3076 

87670 
337   

４ 
国立病院機構 

東京病院 

清瀬市 

竹丘 3-1-1 

042-491-2111 

87451 

042-494-2168 

87450 
422   
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第３節 トリアージ - トリアージハンドブック（抜粋） -            

 

１ 災害医療の７つのキーワード                                      

体

制

構

築 

Ｃ Command&Control 指揮命令系統・統制 

Ｓ Safety 安全確保 

Ｃ Communication 優先情報の確認・収集、意思疎通、情報伝達 

Ａ Assessment 評価・判断 

医

療

支

援 

Ｔ Triage トリアージ 

Ｔ Treatment 治療 

Ｔ Transport 搬送 

CSCATTT:英国 MIMMS(Major Incident Medical Management and Support) 

 
「Ｃ」 災害発生時の急性期に迅速な医療活動を行うためには、組織化された指揮命令

系統の確立が混乱を防ぎ、組織間の相互協力体制を確立します。 

「Ｓ」 安全に活動できないと判断される場合は、関係機関へ通報するとともに、安全

が確保されるまで現場から避難します。 

「Ｃ」 テレビ、ラジオ、スマホなどを使用し、現状把握、医療関係者・警察・消防・

救援機関との意思疎通・情報伝達に努めます。 

「Ａ」 災害現場や現場救護所の状況、救護力や人的資源、医療資器材の備蓄状況など

を判断します。 

「Ｔ」 負傷者のトリアージを行い、応急処置の優先度（緊急度）や搬送順位を決定し

ます。 

「Ｔ」 トリアージで緊急度の高い傷病者から応急処置を行います。 

「Ｔ」 搬送先医療機関の状況や収容力等を考慮し、後方搬送・広域搬送を行います。 

 

２ 安全確認                             

 安全に活動できないと判断される場合は、関係機関へ通報するとともに、安全が確保

されるまで現場から避難します。 

 

① トリアージの場所は安全か？ 

 ② ＮＢＣ災害・テロの疑いはないか？ 

 ③ クライムシ-ン 犯人は確保されたか？ 
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３ トリアージの実践                        
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４ 救護所等におけるトリアージカテゴリー          

 

(1) 災害現場（現場救護所） 

 

識別色/分類 内 容 

最優先治療群 

（Ⅰ） 最初に現場救護所へ搬出します。 

待機的治療群 

（Ⅱ） 赤色の搬出が終了したら現場救護所に搬出します。 

保 留 群 

（Ⅲ） 歩いて現場救護所に向かわせます。 

無 呼 吸 

（０） 最後に現場救護所へ搬出します。 

 

(2) 医療救護所（緊急医療救護所・避難所医療救護所） 

識別色/分類 内 容 

最優先治療群 

（Ⅰ） 
応急処置後、「災害拠点病院」に搬送します。 

待機的治療群 

（Ⅱ） 
応急処置後、「災害拠点連携病院」に搬送します。 

保 留 群 

（Ⅲ） 
緊急医療救護所や医療救護所で応急処置を行います。 

無 呼 吸 

（０） 
医師が死亡診断した場合は、遺体安置所に搬送します。 
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５ トリアージタッグの記載方法                  
 

(1) トリアージタッグの表面は、トリアージを行うためにトリアージ実施者などが記載します。 

(2) 追加・修正に備え、枠内のスペ-スを残し上に詰めて記載します。 

(3) トリアージタッグの裏面は、災害現場や収容医療機関等で医療従事者などが、搬送・治

療上特に留意すべき事項、あるいは、応急処置の内容などを記載します。 

 

記 載 項 目 記 載 方 法 及 び 記 載 内 容 

タッグの№ 

・ トリアージ実施場所ごとに「通し番号」をつけます。 

・   再度トリアージを行った場合でも、最初に記載した番号は、

変更しません。 

氏名、年齢、性別、 

住所、電話 

・ 氏名、年齢、性別、住所は、必ず記入します。なお、性別は、 

 〇で囲みます。 

・ 不明の場合には、例えば、「氏名不詳」「推定〇〇歳」「新宿区

西新宿一丁目１０番路上で収容」など、具体的に記載します。 

トリアージ実施月日・

時刻 
・ トリアージを行った月日・時刻を分の単位まで記載します。 

トリアージ実施者氏名 

・ トリアージを行った者の氏名をフルネームで記載します。 

・ 医師が死亡を確認した場合には、例えば、「死亡確認医師：東

京太郎」など、検視・検案が容易にできるように記載します。 

搬送機関名 
・ 例えば、「〇〇消防本部○○救急隊」「家族の自家用車」など、

搬送した機関名を具体的に記載します。 

トリアージ実施場所 
・ 例えば、「〇〇駅前医療救護所」「□□学校医療救護所」「△△

病院」など、トリアージを行った場所を具体的に記載します。 
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記 載 項 目 記 載 方 法 及 び 記 載 内 容 

収容医療機関名 
・ 例えば、「△△病院」「○○診療所」など、患者を収容した医

療機関名を記載します。 

トリアージ実施機関 

・ 例えば、「○○大学病院班」「○○地区医師会班」などトリア

ージを行った者が所属する機関名を記載します。 

・ あわせて、トリアージを行った職種のうち医師、救急救命士、

その他の３種から選択し○で囲みます。 

傷病名 

・ 医師は、傷病名を記載します。 

・ 医師が傷病名を確定できない場合、又は看護師などが記載す

る場合には、傷病者の症状を例えば「創傷」「骨折」「出血」な

どと記載します。 

・ 医師が死亡を確認した場合には、例えば「脳挫傷による死亡

を確認」あるいは「出血多量による死亡を確認」など、検視・

検案が容易にできるように具体的に死因を記載します。 

トリアージ区分 

・ トリアージ区分を○で囲むとともに、トリアージ区分と同じ

モギリ部分を残して切り離します。 

・ 症状が重くなったことによりトリアージ区分を変更する場合

には、最初に○で囲んだ区分を×で消して新たな区分を○で囲

み、トリアージ区分変更者の氏名と変更時間を下側スペ-スに

追記します。 

  あわせて、変更後のトリアージ区分と同じモギリ部分を残し

て切り離します。 

・ 症状が軽くなったことによりトリアージ区分を変更する場合

は、旧タッグは除去せずに大きく×を記入し、新たに２枚目の

トリアージタッグを作成して体につけます。 

・ 医師が死亡を確認した場合のみ、死亡群（０）に○を付ける

とともに、死亡確認の月日、時間を分単位まで記載します。 

 

記 載 項 目 記 載 方 法 及 び 記 載 内 容 

特記事項 

・ 災害現場、搬送機関、収容医療機関で共通に使用します。 

・ 医療従事者などが、搬送・治療上特に留意すべき事項等を記載

します。（応急処置の内容、既往症、発見の状況、今後の治療方

針で重要な事項など） 

  なお、収容医療機関から他の医療機関への転院は、原則として

トリアージタッグを使わずに紹介状を作成します。 

人体図 ・  負傷個所を表示するとともに負傷状況を具体的に記載します。 
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６ トリアージタッグの記載上の注意事項            
 

(1) トリアージを迅速に行うために、トリアージを実施する前に、患者本人、家族、

トリアージ実施補助者などが、氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記載します。 

(2) 一時的に多数の傷病者がトリアージエリアに殺到した場合には、トリアージ実施

者は、トリアージに必要な No.、トリアージ実施月日・時刻、トリアージ実施者氏

名、トリアージ区分を記載し、氏名、住所、電話番号等については、その後の応急

処置の際に記載するなど混乱をさける配慮をします。 

(3) トリアージ実施者は、必ず、氏名、年齢、性別、住所、電話番号の記載内容につ

いて再度確認し、トリアージを実施します。 

(4) 搬送機関名、収容医療機関名など、記載時に確定していない項目は、あとで書き

加えられるように、斜線などを引かないで空欄のままにします。 

(5) トリアージは、１回だけでは終わらないので、数行記載できるように上に詰めて

記入します。中央部分に大きい文字で記載することはしないでください。 

(6) 誤記を訂正する場合は、二重線で抹消します。 

(7) 容態変化などで追記する場合は、二重線で抹消することなく、同一欄の下側スペ

-スに追記します。 

(8) 複写された文字(青色)と区別できるように黒色のボ-ルペンなどを使用します。 

 

７ 記載済みのトリアージタッグの保存             
 

(1) 災害現場（医療救護所） 

ア 搬送機関に患者を引き渡した場合には、搬送機関名及び収容医療機関名を記載

し、トリアージタッグ（災害現場用）をはがし、番号順に保管します。 

イ なお、家族の自家用車などを使って個人等が患者を搬送する場合には、トリア

ージタッグ（搬送機関用）をはがさないよう、搬送者に話します。 

 

(2) 搬送機関 

収容医療機関に患者を引き渡した場合は、収容機関名を記載し、トリアージタッ

グ（搬送機関用）をはがし、トリアージ実施場所ごとに、番号順に保管します。 

 

(3) 収容医療機関 

ア トリアージタッグ（医療機関用）は、カルテの代用として使用します。 

イ 家族の自家用車などを使って個人等が患者を搬送する場合には、トリアージタ

ッグ(搬送機関用)をはがし、保管します。 

ウ 収容医療機関で１回目のトリアージを実施した場合には、（災害現場用）（搬送

機関用）をはがさずに、番号順に保管します。 

エ 症状が軽くなり新たにトリアージタッグを作成した場合には、最初のトリアー

ジタッグといっしょに保管します。 
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 第４節 その他 
 

 １ 都の発災時における医療関係者の参集について   
 

   大規模な災害が発生し、医療関係者が都に参集する必要がある場合は、都庁第一

本庁舎１階へ一度参集し、都担当者の指示に従ってください。また、その際の連絡

先は以下となっております。 

 

・固定電話回線（保健医療局）：03-5320-4445、03-5320-4427 

・衛星携帯電話（保健医療局）：51470687 

・行政防災無線（保健医療局）：70516 ファクシミリ：70062 

 

  【都庁第一本庁舎一階フロア図（北側）】 
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２ 災害医療救護に係る各種主なマニュアル等一覧  
 

  

令和6年4月現在

No. 局名/マニュアル名称 概要等 最終改訂時期 担当部署

1
福祉保健局災害対策活動マ
ニュアル

災害時における職員の行動要領を規定 令和５年２月 総務部

2
避難所管理運営の指針（区市
町村向け）

区市町村が災害時に避難所の管理運営を
円滑に行う参考指針を規定

平成３０年３月
子供・子育て
支援部

3

避難所における新型コロナウ
イルス感染症対策ガイドライ
ン（東京都避難所管理運営の
指針別冊）

避難所における新型コロナウイルス感染
症対策として必要な対策の参考指針を規
定

令和２年６月
子供・子育て
支援部
感染症対策部

4
災害要援護者防災行動マニュ
アル作成のための指針（区市
町村向け）

災害時要援護者の平常時から復興期に至
る一連の防災活動指針を規定

令和４年４月 総務部

5
災害時要援護者への災害対策
推進のための指針（区市町村
向け）

区市町村が災害時要援護者への災害対策
を体系的に進め、円滑な業務を行ううえ
での参考指針を規定

令和４年１月 総務部

6
東京都在宅人工呼吸器使用者
災害時支援指針

区市町村等関係機関及び関係者が災害時
に人工呼吸器使用者を適切に支援できる
よう参考指針を規定

令和３年８月 保健政策部

7
災害時における透析医療活動
マニュアル

透析医療を行うための標準的な活動要領
を規定

令和３年５月 保健政策部

8
妊産婦・乳幼児を守る災害対
策ガイドライン

妊産婦や乳幼児の支援にあたっての留意
点等をまとめた基礎
資料

平成２６年３月
子供・子育て
支援部

9 健康危機管理マニュアル 連絡体制の確立のための手順等を規定 平成２５年３月 健康安全部

10
災害時における保健所活動マ
ニュアル（暫定版）

保健所における大規模災害時の標準的な
活動要領を規定

平成２５年３月 保健政策部

11 トリアージ  ハンドブック
一時的に多数の傷病者が発生した場合に
必要とするトリアージに関する標準活動
要領を規定

平成２５年１１月 医療政策部

12
災害時歯科医療救護活動マ
ニュアル

歯科医療救護班の活動等のための標準的
な活動要領を規定

平成２９年１２月 医療政策部

13
災害時薬剤師班活動ガイドラ
イン

薬剤師班の標準的な要領を規定 平成３１年３月 健康安全部

14
東京都災害派遣精神医療チー
ム（東京DPAT）マニュアル

東京ＤＰＡＴの活動内容等を規定 平成３０年３月 障害者施策推進部

15
災害時における検視・検案活
動等に関する共通指針

検視・検案活動をはじめとする遺体取扱
いに関する各種活動の標準的な活動指針
を規定

平成２９年８月 医療政策部

16
病院における防災訓練マニュ
アル

病院における標準的な訓練事項を規定 平成８年８月 医療政策部

17
災害時における検案活動の実
務

検案活動を行うための標準的な活動指針
を規定

平成９年６月 医療政策部

18
災害時における医薬品・医療
資器材等の新たな備蓄・供給
体制

災害時における医薬品・医療資器材等の
備蓄・供給体制について規定

平成１０年３月 医療政策部

19
東京都が主催する大規模イベ
ントにおける医療・救護計画
ガイドライン

主催者としての都が平常時及び多数傷病
者発生時の主として観客に対する医療・
救護計画作成のための指針を規定

平成３１年３月 医療政策部

20 東京都広域火葬実施計画
災害時に広域火葬を円滑に実施するた
め、都、区市町村及び火葬場経営者が行
うべき基本的事項を規定

平成２５年１月 健康安全部
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                           第  ５  章     

 
 

広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）編 
 

   ● 本章のポイント● 



204 
 

目次 

 

構 成 ペー

ジ 

第１節 共通事項 205 

第２節 病院（災害拠点病院以外）の入力事項・情報収集 209 

第３節 災害拠点病院の入力事項・情報収集 213 

第４節 区市町村の入力事項・情報収集 220 

第５節 事前に入力すること 

    （操作編） 

１ 基礎情報管理（自機関の地図位置設定） 225 

２ 基礎情報管理（連絡先の登録） 228 

３ 医療機関基礎情報管理 230 

４ ＤＭＡＴ登録者管理 231 

５ 避難所基礎情報管理 233 

第６節 災害時に入力すること 

    （操作編） 

１ 緊急時入力 235 

２ 詳細入力 237 

３ 代行入力 239 

４ 出場ＤＭＡＴ登録 241 

５ 医療搬送患者登録 243 

６ ＤＭＡＴ活動状況入力 247 

７ 救護所状況入力(開設完了時) 249 

８ 救護所状況入力(追加・更新) 252 

９ 避難所状況入力 254 

10 掲示板 256 

11 緊急連絡 258 

第７節 災害時の情報収集 

    （操作編） 

１ 統合地図ビューアー 259 

２ 医療機関等状況モニター 262 

３ 医療機関状況集計 264 

４ 活動状況モニター 266 

５ 医療搬送患者モニター 268 

６ 搭乗者名簿作成／航空機搬送モニター 269 

７ 掲示板 270 

 
 
 
 
 
 
 

なお、ＥＭＩＳについては、厚生労働省により、随時更新が行われております。 

 本節の内容につきましても、今後変更が生じる可能性があることを御留意ください。 
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第１節 共通事項 

 

１ ＥＭＩＳとは                            

ＥＭＩＳ（Emergency Medical Information System）とは、災害発生時に、被災し

た都道府県を越えて医療機関の稼動状況など災害医療に関わる情報を共有し、被災地

域で迅速かつ適切に医療救護に関する情報を集約・提供していくためのシステムです。 

都においては、都災害対策本部（東京都災害医療コーディネーター）、医療対策拠点

（地域災害医療コーディネーター）、区市町村災害対策本部又は医療救護活動拠点（区

市町村災害医療コーディネーター）、病院、保健所などが活用して情報を共有します。 

 

２ アクセス・ログイン方法                          
ＥＭＩＳ（URL：http://www.wds.emis.go.jp）は、インターネットの検索サイトか

ら、「ＥＭＩＳ」と入力・検索してアクセスします。 

トップ画面では、各都道府県の運用状況が表示され、いずれかの都道府県が災害中

の場合は画面が「赤色」、「警戒中」の場合は画面が「黄色」で表示されます。 

ログイン方法は次のとおりです。 

 

操作手順① ＥＭＩＳのトップ画面で「関係者ログイン」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係者ログインをクリック →②へ 

http://www.wds.emis.go.jp
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操作手順② 「機関コード」「パスワード」を入力後、所属「東京都」を選択し、 

「ログイン」をクリックします。 

 

 

 

 

  

(1) 機関コード・パスワードを入力 
「東京都」を選択 

(2) ログインをクリック 
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３ マニュアル等の確認方法                       
ＥＭＩＳの基本的な操作マニュアルは、「マニュアル・教育」内の「マニュアルダウ

ンロード」から確認してください。なお、ＥＭＩＳの活用に際しては、マニュアル・

ガイドの「運用ガイドライン」を必ず確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「運用ガイドライン」を必ず確認 
操作マニュアルをダウンロードできます 

「マニュアル・教育」を選択する 
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４ 各機関のＥＭＩＳ入力・参照機能                  
各機関のＥＭＩＳ入力・参照機能は下表のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

災害拠点病院
以外の病院

災害拠点病院
（医療対策拠点）
（地域災害医療

コーディネーター）

区市町村
（区市町村災害対策本部）

（医療救護活動拠点）
（区市町村災害医療
コーディネーター）

福祉保健局
（都災害対策本部）

（都災害医療
コーディネーター）

統合地図ビュアー ○ ○ ○ ○

医療機関情報・支援状況モニター ○ ○ ○ ○

活動状況モニター ○ ○ ○ ○

医療搬送患者モニター ○ ○ ○ ○

搭乗者名簿作成／航空機搬送モニター ○ ○ ○ ○

一斉連絡 ○

送信グループ登録 ○

ＤＭＡＴ本部連絡メール送信 ○

送信状況 ○

災害運用切替 ○

掲示板 ○ ○ ○ ○

緊急連絡 ○ ○ ○ ○

緊急時入力 ○ ○

詳細入力 ○ ○

災害拠点病院情報表示 ○ ○ ○ ○

医療機関情報集計 ○ ○

医療機関情報検索 ○ ○ ○ ○

出動ＤＭＡＴ登録 ○ ○

ＤＭＡＴ活動状況入力 ○ ○

避難所状況入力 ○ ○ ○

救護所状況入力 ○ ○ ○

本部・参集拠点・医療搬送拠点登録 ○

本部活動記録・体制管理 ○

救護班登録 ○ ○ ○

救護班活動状況入力 ○

本部活動記録・体制参照 ○ ○ ○ ○

ＤＭＡＴ活動状況入力履歴 ○ ○ ○ ○

医療搬送患者登録 　 ○ ○

航空機搬送登録 ○

基礎情報管理 ○ ○ ○ ○

災害拠点病院管理 ○ ○ ○

避難所基礎情報管理 　 ○ ○ ○

情報管理業務 緊急情報・お知らせ管理 ○

ＤＭＡＴ登録者管理 　 ○ ○

研修参加者登録・閲覧 ○

隊員養成研修前メール送信確認 　 ○ ○

ログイン／ログアウト ○ ○ ○ ○

関係者メニュー ○ ○ ○ ○

災害運用状況表示 ○ ○ ○ ○

医療機関状況入力促進表示 ○ ○ ○ ○

ＤＭＡＴ活動状況入力ガイド ○ ○ ○ ○

運用ガイドライン ○ ○ ○ ○

携帯電話サービス 関係者携帯電話サービス ○ ○ ○ ○

ＤＭＡＴ関係資料 関連様式 ○ ○ ○ ○

隊員養成研修資料 ○ ○ ○ ○

ＤＭＡＴ連絡会議資料 ○ ○ ○ ○

技能維持研修資料 ○ ○ ○ ○

都道府県担当者研修資料 ○ ○ ○ ○

統括ＤＭＡＴ研修資料 ○ ○ ○ ○

日本ＤＭＡＴ検討委員会資料 ○ ○ ○ ○

広域医療搬送訓練報告資料 ○ ○ ○ ○

厚生労働省科学研究関連報告書 ○ ○ ○ ○

マニュアル・ガイド

操作マニュアル

その他コンテンツ

ＤＭＡＴ・救護班

共通入力業務

本部業務

救護班入力業務

ＤＭＡＴ入力業務

システム管理

基礎管理業務

照会検索業務

医療搬送 入力業務

ＤＭＡＴ隊員情報管理業務

入力業務

項目／機関

モニタリング

医療機関

照会検索業務

共通業務

連絡業務

災害共通
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第２節 病院（災害拠点病院以外）の入力事項・情報収集 

 

１ 事前に入力すること                         
 

（１） 基礎情報管理（自機関の地図位置設定、連絡先の登録） 

医療チーム等が参集できるように、自機関の位置を地図上に設定します。 

また、ＥＭＩＳに関する情報を受信するための連絡先（メールアドレス及びファ

クシミリ番号）を登録します。 

 

（２） 医療機関基本情報管理（自機関の施設情報を登録） 

   自機関の電気、水道などライフラインに関わる施設情報等を入力します。 

 

 

  

(１)基礎情報管理 →P225、P228 へ 

(２)医療機関基本情報管理 →P230 へ 

「システム管理」を選択する 
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２ 災害時に入力すること                         
 

病院は、院内の被害状況を十分に確認できない場合であっても、直ちに、ＥＭＩＳに

一部情報を入力※します。（※これにより、回線異常の有無を確認できます。） 

また、速やかに院内の被害状況を把握して、ＥＭＩＳに緊急時入力・詳細入力の順に

入力し、超急性期（発災後７２時間）までは、病院の状況が変わるごとに更新します。  

 

(1) 緊急時入力 

災害発生後、速やかに自機関の被害状況を入力します。 

 

(2) 詳細入力 

緊急時入力の後、自機関の被害状況を入力できる項目から随時入力します。 

また、病院の状況が変わるごとに入力内容を更新します。 

 

(1)緊急時入力 →P235 へ (2)詳細入力 →P237 へ 

「医療機関」を選択する 
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３ 災害時の情報収集                          

 

(1) 統合地図ビューアー 

医療機関、医療救護所、避難所、ＤＭＡＴ・救護班、本部等の情報が地図上にア

イコンで表示され、状況及び位置関係を視覚的に把握できます。 

 

(2) 医療機関等状況モニター 

ＥＭＩＳ上に入力された医療機関、避難所、医療救護所等の被災状況を一覧表示

し、一元的に把握できます。 

あわせて、各所へのＤＭＡＴ等の支援状況が表示され、支援の多寡が把握できま

す。 

 

(3) 活動状況モニター 

被災地域で支援活動を実施しているＤＭＡＴ等の活動状況を一覧表示し、一元的

に把握できます。 

 

(4) 医療搬送患者モニター 

災害拠点病院からＳＣＵに搬送される重症者の患者情報・搬送経路情報を一覧表

示し、患者ＩＤにより一元的に把握できます。 

 

(5) 搭乗者名簿作成／航空機搬送モニター 

広域医療搬送で航空機に搭乗する医療搬送患者の名簿を参照できます。 

 

(6) 掲示板 

災害医療関係者間で情報を共有するための掲示板の機能です。東京都は活動方針

等の情報を掲示板に投稿します。 
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(5)搭乗者名簿作成／航空機搬送モニター 

→P269 へ 

(1)統合地図ビューアー →P259 へ 

(2)医療機関等状況モニター →P262

(3)活動状況モニター →P266 へ 

(4)医療搬送患者モニター →P268 へ 

(6)掲示板 →P270 へ 

「MATTS」を選択する 
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第３節 災害拠点病院の入力事項・情報収集 

 

１ 事前に入力すること                         
 

(1) 基礎情報管理（自機関の地図位置設定、連絡先の登録） 

医療チーム等が参集できるように、自機関の位置を地図上に設定します。 

また、ＥＭＩＳに関する情報を受信するための連絡先（メールアドレス及びファ

クシミリ番号）を登録します。 

 

(2) 医療機関基本情報管理（自機関の施設情報等を登録） 

病院の基本情報や施設情報（１～３）、日本ＤＭＡＴの資器材に関する情報を登録

します。 

 

(3) ＤＭＡＴ登録者管理 

自機関に所属する日本ＤＭＡＴ隊員情報の修正、修正履歴照会を行います。 

  

(1)基礎情報管理 →P225、P228 へ 

(3)ＤＭＡＴ登録者管理 →P231 へ 

(2)医療機関基本情報管理 →P230 へ 

「システム管理」を選択する 
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２ 災害時に入力すること                         
 

病院は、院内の被害状況を十分に確認できない場合であっても、直ちに、ＥＭＩＳに

一部情報を入力※します。（※これにより、回線異常の有無を確認できます。） 

また、速やかに院内の被害状況を把握して、ＥＭＩＳに緊急時入力・詳細入力の順に

入力し、超急性期（発災後７２時間）までは、病院の状況が変わるごとに更新します。  

 

(1) 緊急時入力 

災害発生後、速やかに自機関の被害状況を入力します。 

 

(2) 詳細入力 

緊急時入力の後、自機関の被害状況を入力できる項目から随時入力します。 

また、病院の状況が変わるごとに入力内容を更新します。 

 

(3) 出場ＤＭＡＴ登録 

日本ＤＭＡＴ隊員から、ＤＭＡＴを編成し、メンバー情報、携行する資器材、連

絡先等を登録します。 

 

(4) 医療搬送患者登録 

災害拠点病院からＳＣＵに搬送される重症者の患者情報（氏名、年齢、傷病名な

ど）、搬送経路情報（搬送先や搬送先など）を入力し、患者ＩＤにより一元的に管理

します。 

 

(5) ＤＭＡＴ活動状況入力 

(3)で編成したＤＭＡＴの活動状況（所属本部、活動場所、活動状況など）を入力

します。 

 

(6) 掲示板 

災害医療関係者間で情報を共有するための掲示板の機能です。 

ＤＭＡＴ同士の情報共有や指定医療機関の現場情報の収集を行うもので、記事の

投稿は、東京都災害対策本部、医療対策拠点、区市町村災害対策本部、災害拠点病

院、ＤＭＡＴが行い、閲覧は全機関が行います。 
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(6)掲示板 →P256 へ (1)緊急時入力 →P235 へ (2)詳細入力 →P237 へ 

(3)出場 DMAT 登録 →P241 へ (5)DMAT 活動状況入力 →P247 へ 

「医療機関」を選択する 

「DMAT・救護班」を選択する 
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「MATTS」を選択する 

(4)医療搬送患者登録 →P243 へ 
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３ 災害時の情報収集                          
 

(1) 統合地図ビューアー 

医療機関、医療救護所、避難所、ＤＭＡＴ・救護班、本部等の情報が地図上にア

イコンで表示され、状況及び位置関係を視覚的に把握できます。 

 

(2) 医療機関等状況モニター 

ＥＭＩＳ上に入力された医療機関、避難所、医療救護所等の被災状況を一覧表示

し、一元的に把握できます。 

あわせて、各所へのＤＭＡＴ等の支援状況が表示され、支援の多寡が把握できま

す。 

 

(3) 活動状況モニター 

被災地域で支援活動を実施しているＤＭＡＴ等の活動状況を一覧表示し、一元的

に把握できます。 

 

(4) 医療搬送患者モニター 

災害拠点病院からＳＣＵに搬送される重症者の患者情報・搬送経路情報を一覧表

示し、患者ＩＤにより一元的に把握できます。 

 

(5) 搭乗者名簿作成／航空機搬送モニター 

広域医療搬送で航空機に搭乗する医療搬送患者の名簿を参照できます。 

 

(6) 掲示板 

災害医療関係者間で情報を共有するための掲示板の機能です。東京都は活動方針

等の情報を掲示板に投稿します。 
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「MATTS」を選択する 

(1)統合地図ビューアー →P259 へ 

(2)医療機関等状況モニター →P262 へ 

(3)活動状況モニター →P266 へ 

(4)医療搬送患者モニター →P268 へ 

(5)搭乗者名簿作成／航空機搬送モニター 

→P269 へ 

(6)掲示板 →P270 へ 
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〔ｍｅｍｏ〕 
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第４節 区市町村の入力事項・情報収集 

１ 事前に入力すること                         
 

(1) 基礎情報管理（自機関の地図位置設定、連絡先の登録） 

医療チーム等が参集できるように、自機関の位置を地図上に設定します。 

また、ＥＭＩＳに関する情報を受信するための連絡先（メールアドレス及びファ

クシミリ番号）を登録します。 

 

(2) 避難所基礎情報管理 

避難所情報（名称、名称カナ、電話番号）、避難所場所（地図位置など）を登録し

ます。 

災害発生後の事務負担軽減のため、地域防災計画で設置が決定している避難所を

可能な範囲で事前登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)避難所基礎情報管理 →P233 へ 

(1)基礎情報管理 →P225、P228 へ 

「避難所・救護所」を選択する 

「システム管理」を選択する 
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２ 災害時に入力すること                         
 

(1) 救護所状況入力 

医療救護所の開設が完了したら、速やかに救護所情報（名称、電話番号、所在地

など）を入力します。 

その後、１日１回程度の頻度で、医療救護所の状況を追加・更新します。 

 

(2) 避難所状況入力 

避難所の開設が完了したら、速やかに「緊急時の入力項目」を入力します。 

その後、「全項目」を入力し、１日１回程度の頻度で、避難所の状況を追加・更新

します。 

 

(3) 代行入力 

「緊急時入力」及び「詳細入力」できない医療機関がある場合、ＦＡＸによる報

告や現地確認により被災状況を把握し、「医療機関等状況モニター」を使用して代行

入力します。 

 

(4) 掲示板 

災害医療関係者間で情報を共有するための掲示板の機能です。 

ＤＭＡＴ同士の情報共有や指定医療機関の現場情報の収集を行うもので、記事の

投稿は、東京都災害対策本部、医療対策拠点、区市町村災害対策本部、災害拠点病

院、ＤＭＡＴが行い、閲覧は全機関が行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 

ｃ 

ｃ (2)避難所状況入力 →P254 へ 

(1)救護所状況入力 →P249、P252 へ 

「避難所・救護所」を選択する 

(4)掲示板 →P256 へ 
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(3)代行入力（※医療機関等状況モニターを使用） 
→P239 へ 

「医療機関」を選択する 
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３ 災害時の情報収集                          
 

(1) 統合地図ビューアー 

医療機関、医療救護所、避難所、ＤＭＡＴ・救護班、本部等の情報が地図上にア

イコンで表示され、状況及び位置関係を視覚的に把握できます。 

 

(2) 医療機関等状況モニター 

ＥＭＩＳ上に入力された医療機関、避難所、医療救護所等の被災状況を一覧表示

し、一元的に把握できます。 

あわせて、各所へのＤＭＡＴ等の支援状況が表示され、支援の多寡が把握できま

す。 

 

(3) 医療機関状況集計 

医療機関の入力情報（緊急時入力及び詳細入力）の集計結果をデータ化し、二次

保健医療圏単位又は都全体の被災状況を、集計数値で把握できます。 

 

(4) 活動状況モニター 

被災地域で支援活動を実施しているＤＭＡＴ等の活動状況を一覧表示し、一元的

に把握できます。 

 

(5) 医療搬送患者モニター 

災害拠点病院からＳＣＵに搬送される重症者の患者情報・搬送経路情報を一覧表

示し、患者ＩＤにより一元的に把握できます。 

 

(6) 搭乗者名簿作成／航空機搬送モニター 

広域医療搬送で航空機に搭乗する医療搬送患者の名簿を参照できます。 

 

(7) 掲示板 

災害医療関係者間で情報を共有するための掲示板の機能です。東京都は活動方針

等の情報を掲示板に投稿します。 
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(2)医療機関等状況モニター →P262 へ 

(5)医療搬送患者モニター →P268 へ 

(6)搭乗者名簿作成／航空機搬送モニター 

→P269 へ 

(7)掲示板 →P270 へ 

(3)医療機関状況集計 →P264 へ 

「医療機関」を選択する 

(4)活動状況モニター →P266 へ 

(1)統合地図ビューアー →P259 へ 

「MATTS」を選択する 
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第５節 事前に入力すること（操作編） 

 

１ 基礎情報管理（自機関の地図の位置設定）             

医療チーム等が参集できるように、自機関の位置を地図上に設定します。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「基礎情報管理」をクリックします。 

 

操作手順② 「基礎情報１」タブをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順③ 「地図位置設定」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地図位置設定」をクリック →④へ 

病院 災害拠点病院 区市町村

○ ○ ○操作する機関 

 

「基礎情報１」タブをクリック →③へ 
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操作手順④ 自機関の地図位置を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順⑤ 操作手順④で設定した位置情報が反映されたことを確認し、 

情報を更新します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)「住所検索」をクリック 

(4)「位置情報を設定」を 
クリック →⑤へ 

(3)地図上に自機関の位置が 
 正確に表示されたこと 
 を確認 

(1)地図上に自機関の位置が 
 反映されたことを確認 

 

(1)自機関の住所を入力 

 
(2)「更新」をクリック 
→⑥へ 
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操作手順⑥ 下記の画面が表示されれば更新完了となります。 
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２ 基礎情報管理（連絡先の登録）                    

ＥＭＩＳに関する情報を受信するための連絡先（メールアドレス及びファクシミリ

番号）を登録します。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「基礎情報管理」をクリックします。 

 

操作手順② 「一斉連絡情報」タブをクリックします。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

操作手順③ メールアドレス、ファクシミリ番号を入力し、配信グループを選択し、 

情報を更新します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)メールアドレス、名称を入力 
（なるべく複数入力する） 

(3)FAX 番号を入力 (4)「更新」をクリック 
→④へ 

病院 災害拠点病院 区市町村

○ ○ ○操作する機関 

 
 

 
 

 

(2)「都道府県配信グループ」にチェックを入れる 
救急告示医療機関の場合は「救告」、その他の病院

の場合は「その他」、区市町村の場合は「行政」を選択 

 

 

「一斉連絡情報」タブをクリック →③へ 
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操作手順④ 下記の画面が表示されれば更新完了となります。 
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３ 医療機関基礎情報管理                        
医療機関の基本情報や施設情報（１～３）、日本ＤＭＡＴの資器材に関する情報を

登録します。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「医療機関基礎情報管理」をクリックします。 

 

操作手順② 入力するタブを選択し、情報入力後、更新を行います。 

        （施設の種別により表示されるタブが異なります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順③ 下記の画面が表示されれば、選択しているタブの更新が完了となります。 

引き続き、他のタブの情報を更新する場合は、該当するタブをクリック 

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)「更新」をクリック →③へ 

＜※参考＞ 
選択したタブに応じて、文言は変

動します。 

(1)「入力に関する留意事項」を 
クリックし、必ず確認してく 
ださい。 

(2)入力するタブを選択 
＜※注意＞ 
タブ選択により画面を切替える場

合、都度更新が必要です。 

(3)情報を入力 

病院 災害拠点病院 区市町村

× ○ ×操作する機関 
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４ ＤＭＡＴ登録者管理                         

自機関に所属する日本ＤＭＡＴ隊員情報の修正、修正履歴照会を行います。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「ＤＭＡＴ登録者管理」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

操作手順② 必要に応じて隊員情報を修正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在籍するDMAT隊員が一覧で表示される 
（隊員 No、氏名、職種、有効期限 等） 

隊員情報を修正するときは、 
「修正」をクリック →②へ 

隊員情報の修正履歴を照会す

るときは、「履歴」をクリック 

→④へ 

(1)基礎情報 
氏名、連絡先、資格情報などを修正できる 

(4)「修正」をクリック →③へ 

(2)メンバー情報 
派遣実績を修正で

きる 

(3)研修受講状況 
修正できません 

病院 災害拠点病院 区市町村

× ○ ×操作する機関 
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操作手順③ 下記の画面が表示されれば修正完了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順④  参照したい履歴を選択し、隊員情報の更新履歴を参照します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)プルダウンにより、更新日時を選択 

(2)表示をクリック 

(3) (1)で選択した更新日時時点の隊員情報が 
表示される 
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５ 避難所基礎情報管理                        
避難所情報（名称、名称カナ、電話番号）、避難所場所（地図位置など）を登録しま

す。 

災害発生後の事務負担軽減のため、地域防災計画で設置が決定している避難所を可

能な範囲で事前登録します。 

 

 

 

 

 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「避難所基礎情報管理」をクリックします。 

 

操作手順② 「新規登録」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順③ 避難所名称、名称カナ、電話番号を入力し、「地図位置設定」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜登録に際しての注意点＞ 

① 他地域の類似名称との混同を避けるため、名称は正式名称を使用すること。 

例）良い例：★★区立第一小学校避難所  悪い例：一小避難所 

② 電話番号は市外局番から入力すること。 

「新規登録」をクリック →③へ 

＜※参考＞既に登録済の情報を修正する場合 
キーワードを入力し、「検索」をクリック 

(1)名称、名称カナ、電話番号を入力 

病院 災害拠点病院 区市町村

× × ○操作する機関 

(2)「地図位置設定」をクリック →④へ 
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操作手順④ 自機関の地図位置を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順⑤ 都道府県、二次医療圏を選択し、所在地を入力し「登録」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順⑥ 下記の画面が表示されれば修正完了となります。 

 

  

(2)「住所検索」をクリック 

(4)「位置情報を設定」を 
クリック →⑤へ 

(3)地図上に自機関の位置が 
 正確に表示されたこと 
 を確認 

(1)「東京都」を選択 

(3)所在地（住所）

を入力 

(4)「登録」をクリック →⑥へ 

(1)自機関の住所を入力 

(2)二次医療圏を選択 

(3)区市町村を選択 
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第６節 災害時に入力すること（操作編） 

 

１ 緊急時入力                           

災害発生後、速やかに自機関の被害状況を入力します。（最低限の入力項目のみ） 

入力項目は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大項目 中項目 小項目

倒壊状況 入院病棟の倒壊、または倒壊の恐れ（有or無）

電気の通常の供給（有or無）

水の通常の供給（有or無）

医療ガスの不足（不足or充足)

医薬品・衛星資器材の不足(不足or充足)

患者受診状況 多数患者の受診（有or無）

職員状況 職員の不足(不足or充足)

その他支援が必要な状況 自由記載

情報日時 情報取得日時

電話番号

メールアドレス

緊急時入力
（発災直後情報）

ライフライン・サプライ状況

緊急連絡先

病院は、院内の被害状況を十分に確認できない場合であっても、直ちに、ＥＭＩＳ

に一部情報を入力※します。（※これにより、回線異常の有無を確認できます。） 

病院 災害拠点病院 区市町村

○ ○ ×操作する機関 
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操作手順① 関係者メニュー画面で「緊急時入力」をクリックします。 

 

操作手順② 入力できる項目を入力し、「入力」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順③ 下記の画面が表示されれば入力完了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)クリックして選択 

(4)「入力」をクリック →③へ 

(2)「その他」

欄は、必要に

応じて入力 

(3)必ず入力 

＜※参考＞入力済の情

報が反映されている。 

ここから引き続き詳細入力に移ることができます。 
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２ 詳細入力                            

緊急時入力の後、自機関の被害状況を入力できる項目から随時入力します。 

また、病院の状況が変わるごとに入力内容を更新します。 

入力項目は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小項目

入力日時

入院病棟（有or無)

救急外来（有or無)

一般外来（有or無)

手術室（有or無)

電気の使用状況

水道の使用状況

医療ガスの使用状況

医療ガスの配管破損(有or無)

食糧の使用状況

医薬品の使用状況

不足している医薬品（自由記載）

入力日時

手術可否(可or不可)

人工透析可否(可or不可)

入力日時

発災後受入れた患者数(重症、中等症)

在院患者数(重症、中等症)

入力日時

入力日時

外来受付状況(受付不可or救急のみor受付)

外来受付時間

入力日時

出勤医師数(総数、うちDMAT隊員数)

出勤看護師数(総数、うちDMAT隊員数)

その他出勤人数(総数、うちDMAT隊員数)

自由記載

ライフライン・サプラ
イ状況

医療機関の機能

現在の患者数状況

今後、転送が必要
な患者数 重症度別患者数

(重症、中等症、人工呼吸、酸素、担送、護送)

外来受付状況、およ
び外来受付時間

職員数

その他

施設の倒壊、または
倒壊の恐れ

大項目

病院 災害拠点病院 区市町村

○ ○ ×操作する機関 



238 
 

操作手順① 関係者メニュー画面で「詳細入力」をクリックします。 

 

操作手順② 入力できる項目を入力し、「入力」をクリックします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順③ 下記の画面が表示されれば入力完了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2)「入力」をクリック →③へ 

(1)入力できる

項目から随時

入力 
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３ 代行入力                             

「緊急時入力」及び「詳細入力」できない医療機関がある場合、ＦＡＸによる報告

や現地確認により被災状況を把握し、「医療機関等状況モニター」を使用して代行入力

します。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「医療機関等状況モニター」をクリックします。 

 

操作手順② 「東京都」及び表示する項目を選択し、「検索」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1)「東京都」を選択 

(2)「緊急時入力」と 
「詳細入力」（１つ以上）に 

チェックを入れる 

(3)「検索」をクリック 
→③へ 

病院 災害拠点病院 区市町村

× × ○操作する機関 
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操作手順③ 一覧により各病院の入力状況を確認し、代行入力を行う病院の 

「緊」ボタン又は「詳」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1)入力状況を確認 
ピンク…未入力 ／ 赤…入力済（要支援） ／ 青…入力済（正常） 

(2) 
緊急時入力の代行入力を行う場合 → 「緊」をクリック 
詳細入力の代行入力を行う場合  → 「詳」をクリック 

＜※参考＞ 

具体的な入力方法については、下記ページを参照してください。 

緊急時入力 … P235 へ      詳細入力 … P237 へ 

※緊急時入力が完了していない場合、 
「詳」ボタンは表示されません。 
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４ 出場ＤＭＡＴ登録                           

日本ＤＭＡＴ隊員から、ＤＭＡＴを編成し、メンバー情報、携行する資器材、連絡先

等を登録します。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「出場ＤＭＡＴ登録」をクリックします。 

 

操作手順② 「新規登録」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

操作手順③ 派遣可否、災害種別を選択し、「メンバー選択」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順④ 出場する隊員にチェックを付け、「選択」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

「新規登録」をクリック →③へ 

(1)派遣可否を選択 

(2)災害種別を選択 (3)「メンバー選択」 
 をクリック →④へ 

(1)出場する隊員にチェックを付ける 

(2)「選択」をクリック →⑤へ 

病院 災害拠点病院 区市町村

× ○ ×操作する機関 
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操作手順④ 基礎情報、携行する資器材情報を入力、移動手段を選択し、「登録」を 

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

操作手順⑤ 下記の画面が表示されれば登録完了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(4)「登録」をクリック →⑤へ 

(1)基礎情報を入力 

(2)資器材情報を入力 

(3)移動手段を選択 
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５ 医療搬送患者登録                          
災害拠点病院等からＳＣＵに搬送される重症者の患者情報（氏名、年齢、傷病名な

ど）、搬送経路情報（搬送先や搬送先など）を入力し、患者ＩＤにより一元的に管理し

ます。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「医療搬送患者登録」をクリックします。 

 

操作手順② 患者情報を入力し、搬送経路情報の出発地点を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順③ 検索条件を設定し、「検索」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)患者情報を入力 
 （氏名、年齢、性別、傷病名等） 

(2)種別「医療機関等」を選択 

(3)「検索」をクリック →③へ 

(1)「東京都」を選択 

(2)「検索」をクリック →④へ 

＜※参考＞必要に応じ検索条件を設定 

病院 災害拠点病院 区市町村

× ○ ×操作する機関 
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操作手順④ 出発地点（自機関）を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

操作手順⑤ 操作手順④で設定した出発地点が反映されたことを確認し、 

「経路追加」をクリックして搬送先の欄を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

該当する病院をクリック →⑤へ 

(1)出発地点が反映されたことを確認 

(2)「経路追加」をクリック →⑥へ 

＜※参考＞ 

搬送経路情報欄については、Ｎｏ１（出発地点）のみが初期表示されます。 

Ｎｏ２以降は、随時「経路追加」ボタンをクリックして追加します。 
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操作手順⑥ 搬送経路情報（搬送方法、搬送先、搬送日時情報）を入力し、 

「登録」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)搬送方法を選択 
(3)出発地点の搬送日時情報を入力 

(4)到着地点の搬送日時情報を入力 

(5)「登録」をクリック →⑦へ 

＜※１重要＞ 

搬送が完了した際は、「医療搬送患者モニター」を使用し、患者ＩＤにより当該

患者情報を検索し、「予定」→「済」へ変更してください。 

出発地点の医療機関：出発済時刻を入力し、出発「予定」→「済」へ変更 

到着地点の医療機関：到着済時刻を入力し、到着「予定」→「済」へ変更 

＜※２参考＞ 

ここでは、Ｎｏ１（出発地点）～Ｎｏ２（到着地点）の搬送経路入力方法につい

て記載していますが、同一患者を更に転送する場合は、「経路追加」をクリック

し、同様の手順で搬送経路情報を入力します。 

※２ 
(2)搬送先の場所を設定 
※手順は操作手順②～④と同様 
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操作手順⑦ 下記の画面が表示されれば登録完了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜※重要＞ 

患者ＩＤは、医療搬送患者情報を一元的に管理するために使用しますので、 

必ず記録・保管してください。 



247 
 

６ ＤＭＡＴ活動状況入力                          
「出場ＤＭＡＴ登録」で編成したＤＭＡＴの活動状況（所属本部、活動場所、活動

状況など）を入力します。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「ＤＭＡＴ活動状況」をクリックします。 

 

操作手順② 活動状況を入力するチームを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2)「選択」をクリック 
→③へ 

病院 災害拠点病院 区市町村

× ○ ×操作する機関 

(1)出場ＤＭＡＴ登録を行った 
  チームが表示される 
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操作手順③ 活動状況を入力し、「入力した内容を登録する」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順④ 下記の画面が表示されれば入力完了となります。 

  

(1)所属本部を選択 ※決定又は変更した場合 

(2)活動期間（日付）を入力 

(3)目的地・活動場所を選択 
※決定又は変更した場合 

(4)タブにより現在の状況を選択 
例）準備、待機、移動等 

(5)「地図位置設定」をクリックし、 
 現在地を設定 

(6)「入力した内容を登録」するを

クリック →④へ 
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７ 救護所状況入力（開設完了時）                              
医療救護所の開設が完了したら、速やかに救護所情報（名称、電話番号、所在地な

ど）を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「救護所状況入力」をクリックします。 

 

操作手順② 救護所種別を選択し、「新規登録」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順③ 名称、電話番号を入力し、「検索」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜救護所状況入力に際しての注意点＞ 

・救護所種別は下記により選択すること。 

緊急医療救護所   → 医療機関前救護所 

避難所医療救護所  → 避難所救護所 

 

(1)救護所種別を選択 

(2)「新規登録」をクリック 
→③へ 

(1)名称、名称カナ、電話番号を入力 

(2)「検索」をクリック 

病院 災害拠点病院 区市町村

× × ○操作する機関 
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操作手順④ 所在地を検索・選択します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順⑤ 操作手順④で設定した所在地が反映されていることを確認し、「入力」を 

クリックします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)「東京都」を選択 

(2)二次医療圏を選択 

(1)所在地が反映されてい

ることを確認 

(2)「入力」をクリック →⑥へ 

(3)市区町村を選択 

(4)「検索」をクリックし、リストから所在地を

選択 
 緊急医療救護所 → 医療機関を選択 
 避難所救護所  → 避難所を選択 
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操作手順⑥ 下記の画面が表示されれば入力完了となります。 
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８ 救護所状況入力（追加・更新）                              
１日１回程度の頻度で、医療救護所の状況を追加・更新します。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「救護所状況入力」をクリックします。 

 

操作手順② 東京都、二次医療圏、市区町村を選択し、状況入力を行いたい救護所名称を 

キーワードに入力し、「検索」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順③ 検索結果リストが表示されるので、状況入力を行いたい救護所名称を 

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)「東京都」を選択 

(3)「キーワード」に救護所名称を入力 

(4)「検索」をクリック →③へ 

該当する救護所名称をクリック 

→④へ 

病院 災害拠点病院 区市町村

× × ○操作する機関 

(2)「二次医療圏」を選択 

(3)「市区町村」を選択 
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操作手順④ 救護所状況を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順⑤ 下記の画面が表示されれば入力完了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)救護所状況を入力 

(2)「入力」をクリック →⑤へ 

「その他」欄にトリアージ区分

別の傷病者数を入力 

※緊急医療救護所（医療機関 
前救護所）は入力不要です。 
（「その他」欄以外） 



254 
 

９ 避難所状況入力                              
避難所の開設が完了したら、速やかに「緊急時の入力項目」を入力します。 

その後、「全項目」を入力し、１日１回程度の頻度で、避難所の状況を追加・更新

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「避難所状況入力」をクリックします。 

 

操作手順② 状況入力を行いたい避難所の名称（一部でも可）をキーワードに入力し、 

「検索」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

操作手順③ 検索結果が表示されるので、状況入力を行いたい避難所の名称を 

クリックします。 

 

  

＜避難所状況入力に際しての注意点＞ 

避難所基礎情報を事前登録する必要があります。 

事前登録を行っていない場合は、P233「避難所基礎情報管理」を参照し、登録を行

ってください。 

(1)「キーワード」に避難所の名称を入力 

(2)「検索」をクリック →③へ 

該当する避難所の名称をクリック 

 

病院 災害拠点病院 区市町村

× × ○操作する機関 
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操作手順④ 設営日時を入力後、「緊急時の入力項目」または「全項目」タブを選択し、 

状況を入力して、「入力」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順⑤ 下記の画面が表示されれば入力完了となります。 

 

 

 

 

 

 

(2)「緊急時の入力項目」または「全項目」タブをクリック 

(1)「設営日時」を入力 

(3)状況を入力 

(4)「入力」をクリック →⑤へ 
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１０ 掲示板                               

災害医療関係者間で情報を共有するための掲示板の機能です。 

ＤＭＡＴ同士の情報共有や指定医療機関の現場情報の収集を行うもので、記事の投

稿は、東京都災害対策本部、医療対策拠点、区市町村災害対策本部、災害拠点病院、

ＤＭＡＴが行い、閲覧は全機関が行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「掲示板」をクリックします。 

 

操作手順② 「利用規定」を確認した後、掲示板を利用します。 

 

 

 

 

 

  

＜掲示板利用に際しての注意点＞ 

① 使用前に必ず「利用規定」を確認すること。 

② ＥＭＩＳを利用できる全国の災害医療関係者が閲覧可能となるため、 

  個人情報など、情報の取扱いに十分注意すること。 

③ 記事削除に必要となる「削除キー」は必ず入力し、保管しておくこと。 

(1)「利用規定」をクリックし、 
  内容を確認 

(※参考) 
表示する記事を絞り込む場合、 
表示条件を入力し、「表示設定／絞り込む」 
をクリック 

(3)記事内容を確認する場合は、 
   記事タイトルをクリック 

病院 災害拠点病院 区市町村

× ○ ○操作する機関 

(2)記事を新規作成する場合は、 
  「新規投稿」をクリック 
→③へ 
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操作手順③ タイトル、記事内容、削除キー等を入力し、「確認」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順④ 内容や削除キーを確認し、問題が無ければ「投稿」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順⑤ 下記の画面が表示されれば投稿完了となります。 

  

(1)タイトル、記事等を 
入力します。 

(2)必要に応じファイルを添付 

(4)「確認」をクリック 
→④へ 

(3)「投稿」をクリック 
→⑤へ 

(3)削除キーを入力 

(2)削除キーを確認 

(1)内容を確認 
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１１ 緊急連絡                               

 

 

Toni  

 

 

 

 

 

 

  

＜※重要＞ 

緊急連絡が必要なときは、下記のあて先に連絡します。 

ＥＭＩＳの「緊急連絡」は使用しないでください。 

 

① 病院      → 区市町村へ連絡 

② 災害拠点病院 

③ 区市町村  

操作する機関 
病院 災害拠点病院 区市町村

× × ×

→ 医療対策拠点へ連絡 
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第７節 災害時の情報収集（操作編） 

 

１ 統合地図ビューアー                          
医療機関、医療救護所、避難所、ＤＭＡＴ・救護班、本部等の情報が地図上にアイ

コンで表示され、状況及び位置関係を視覚的に把握できます。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「統合地図ビューアー」をクリックします。 

操作手順② 画面右側の地図を拡大・縮小し、表示したいエリアを地図上で設定します。 

操作手順③ 表示したい情報の絞り込みをし、「検索」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)地図を拡大・縮小 
し、ビューアーで 
表示したいエリアを 
地図上で表示  

 
※注意※ 
表示範囲が広すぎると 
検索結果が膨大になる

ので要注意 

(2)表示したい情報を選択し、「検索」をクリック →④へ 

病院 災害拠点病院 区市町村

○ ○ ○操作する機関 
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操作手順④ 検索結果が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地図の中心地点から近隣にある機関がリスト表示される 

地図上に各機関の情報が 
アイコンで表示される。 
→P261「アイコンについ

て」を参照 

「詳細」をクリックすると、機関の被災状況を閲覧可能 
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＜参考：統合地図ビューアーのアイコンについて＞ 

① 統合地図ビューアーでは、下記のとおり機関ごとに異なるアイコンが表示され

ます。 

 

 

 

 

 

② また、アイコンの色により、機関の状況を把握することが出来ます。 

   アイコン色：赤    → 要支援 

   アイコン色：青    → 正常 

   アイコン色：黒    → 状況未入力 

   アイコン色：オレンジ → 要支援ではないが異常あり 

 

③ アイコンの詳細は、統合地図ビューア画面下部の「マークの説明」をクリック 

して確認することが出来ます。 

「マークの説明」をクリック 
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２ 医療機関等状況モニター                          
ＥＭＩＳ上に入力された医療機関、避難所、医療救護所等の被災状況を一覧表示し、

一元的に把握できます。 

併せて、各所へのＤＭＡＴ、救護班等の支援状況が表示され、支援の多寡が把握で

きます。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「医療機関等状況モニター」をクリックします。 

 

操作手順② 「東京都」を選択し、必要に応じて検索キーワードを入力、 

表示させたい情報を選択し、「検索」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)「東京都」を選択 

(2)「検索」をクリック →③・④へ 

病院 災害拠点病院 区市町村

○ ○ ○操作する機関 

必要に応じて、 
・検索キーワードを入力 
・表示させたい項目を選択 

救護所、避難所の状況をモ

ニターする場合は表示させ

たいもの
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操作手順③ 検索結果が表示されます。（医療機関情報の場合） 

 

  

タブ選択により、表示する情報を変更することが可能 
（すべて or 医療機関 or 避難所 or 救護所 or その他） 

病院名をクリックすると、入力内容を確認することが可能 

各機関の入力状況が色分けされて表示される 
ピンク…未入力 ／ 赤…入力済（要支援） ／ 青…入力済（正常） 

検索結果を Excel データに出力することが可能 
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３ 医療機関状況集計                          
医療機関の入力情報（緊急時入力及び詳細入力）の集計結果をデータ化し、二次保

健医療圏単位又は都全体の被災状況を、集計数値で把握できます。 

条件を設定することで、機関や入力された期間を絞り込んで集計することが可能で

す。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「医療機関状況集計」をクリックします。 

 

操作手順② 「東京都」を選択し、必要に応じ条件を設定し、「集計データ出力」を 

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

(1)「東京都」を選択 

(3)「集計データ出力」をクリック 
→③へ 

病院 災害拠点病院 区市町村

× × ○操作する機関 

(2)条件を設定 
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操作手順③ 出力されたファイルを開封します。（※保存も可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順④ Excel ファイルで集計データが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

「開く」をクリック →④へ 

タブにより、表示する集計データを切替えることが可能 
 医療機関状況集計   → 医療圏別の集計データのみ 
 医療機関状況集計詳細 → 各病院の入力内容と医療圏別の集計データ 
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４ 活動状況モニター                          
被災地域で支援活動を実施しているＤＭＡＴ等の活動状況を一覧表示し、一元的に

把握できます。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「活動状況モニター」をクリックします。 

 

操作手順② 「東京都」を選択し、「検索」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)「東京都」を選択 

(2)「検索」をクリック →③へ 

病院 災害拠点病院 区市町村

○ ○ ○操作する機関 
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操作手順③ 検索結果が表示されます。（活動状況集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順④ 検索結果が表示されます。（活動状況詳細） 

 

 

 

  

タブをクリックすることで、表示内容の切替が可能 

所属本部、目的地・活動場所ごとの 
チーム数一覧が表示される。 

各チームの活動状況の詳細が一覧で表示される 

活動状況・災害種別ごとの 
チーム数が一覧で表示される 
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５ 医療搬送患者モニター                          
災害拠点病院からＳＣＵに搬送される重症者の患者情報・搬送経路情報を一覧表

示し、患者ＩＤにより一元的に把握できます。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「医療搬送患者モニター」をクリックします。 

 

操作手順② 検索条件を入力し、「検索」をクリックします。 

（※条件を入力しなくても検索は可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順③ 患者情報・搬送経路情報が一覧で表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「検索」をクリック →③へ 

搬送経路情報が表示される 
（地点、発着時間、予定 or 済） 

患者情報が表示される 
（ID、氏名、年齢、性別、病名等） 

※災害拠点病院・区市町村のみ 
「ペン」のアイコン  → 患者情報の追記・修正に使用 
「ゴミ箱」のアイコン → 患者情報の削除に使用 

病院 災害拠点病院 区市町村

○ ○ ○操作する機関 

検索結果の Excel ファイル出力が可能 
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６ 搭乗者名簿作成／航空機搬送モニター                          
広域医療搬送で航空機に搭乗する医療搬送患者の名簿を参照できます。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「搭乗者名簿作成／航空機搬送モニター」を 

クリックします。 

 

操作手順② 出発空港／到着空港（いずれかでも可）を選択し、「検索」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順③ 搭乗者患者名簿を参照したい航空機の航空機ＩＤをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順④ 操作手順③で選択した航空機の搭乗者情報、航空機情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)空港を選択 

(2)「検索」をクリック →③へ 

航空機情報が表示される 
（航空機 ID、出発・到着空港、日時、機種名、同乗ＤＭＡＴ等） 

航空機ＩＤをクリック →④へ 

搭乗者情報が表示される 
（※内容は「医療搬送患者モニター」の情報が反映される） 

病院 災害拠点病院 区市町村

○ ○ ○操作する機関 



270 
 

７ 掲示板                              

災害医療関係者間で情報を共有するための掲示板の機能です。東京都は活動方針等

の情報を掲示板に投稿します。使用前に必ず「利用規定」を確認してください。 

 

操作手順① 関係者メニュー画面で「掲示板」をクリックします。 

 

操作手順② 「利用規定」を確認した後、掲示板を利用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2)記事内容を確認する場合は、 
   記事タイトルをクリックしま

す。 

(※参考) 
表示する記事を絞り込む場合、 
表示条件を入力し、「表示設定／絞り込む」 
をクリック 

病院 災害拠点病院 区市町村

○ ○ ○操作する機関 

(1)「利用規定」をクリックし、 
  内容を確認します。 
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１２ 独立行政法人国立病院機構災害医療センター院長            高里 良男 

１３ 陸上自衛隊第一師団司令部医務官                   泉  彰典 

１４ 陸上自衛隊第一師団第四部衛生班長                  内藤 広斉 

１５ 警視庁警備部災害対策課長                      朝枝 史郎 

１６ 東京消防庁救急部長                         松川 茂夫 

１７ 東京消防庁警防部参事兼警防課長                   鈴木 浩永 

１８ 日本赤十字社東京都支部事務局次長                  松崎 政治 

１９ 特別区保健衛生主管部長会・台東区健康部長兼台東保健所長       清古 愛弓 

２０ 東京都市福祉保健主管部長会・武蔵村山市健康福祉部長         登坂 正美 

２１ 都・市保健所代表・南多摩保健所長                  渡邉 洋子 

２２ 東京都総務局総合防災部長                      矢岡 俊樹 

２３ 東京都病院経営本部経営企画部長                   中野  透 

２４ 東京都福祉保健局企画担当部長                    後藤 啓志 

２５ 東京都福祉保健局医療政策部長                    小林 幸男 

 

第Ⅰ期 医療救護活動ガイドライン策定ワーキンググループ 委員名簿 

（平成 25 年 1月現在） 

１ 東京都医師会理事・東京都災害医療コーディネーター          猪口 正孝 

 ２ 東京医科大学八王子医療センター救命救急センター部長         新井 隆男 

３ 駿河台日本大学病院救急科                      石井  充 

 ４ 特別区保健衛生主管課長会・目黒区参事（健康推進課長事務取扱）    上田 広美 

５ 特別区防災担当課長会・新宿区区長室危機管理課長           平井 光雄 

 ６ 市保健衛生担当課長会・狛江市福祉保健部健康推進課長         高野 義彦 

７ 市町村防災事務連絡協議会・府中市環境安全部防災課長         石川 佳正 

 ８ 東京消防庁救急部副参事                       矢島  務 

９ 福祉保健局保健政策部保健政策課長                  本多由紀子 

１０ 福祉保健局健康安全部薬務課長                    野口 俊久 

 

第Ⅱ期 医療救護活動ガイドライン策定ワーキンググループ 委員名簿 

（平成 27 年 3月現在） 

１ 東京都医師会副会長・東京都災害医療コーディネーター         猪口 正孝 

 ２ 東京医科大学八王子医療センター救命救急センター部長         新井 隆男 

３ 武蔵野赤十字病院救急部長・日本赤十字社災害医療コーディネーター   勝見  敦 

 ４ 特別区保健衛生主管課長会・北区健康部健康いきがい課長        浦野 芳生 

５ 市保健衛生担当課長会・清瀬市健康福祉部健康推進課長         田村 晶子 

６ 東京消防庁救急部副参事                       緒方  毅 
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東京都災害医療協議会 委員名簿 

（平成 29 年 7月現在） 

１ 医療法人伯鳳会東京曳舟病院 院長           会長 山本 保博 

 ２ 東京医科大学病院救命救急センター主任教授          副会長 行岡 哲男 

３ 東京都医師会副会長・東京都災害医療コーディネーター         猪口 正孝 

 ４ 東京都医師会理事                          新井  悟 

５ 東京都歯科医師会理事                        湯澤 伸好 

 ６ 東京都薬剤師会副会長                        永田 泰造 

７ 東京都看護協会会長                         山元 恵子 

 ８ 日本大学医学部救急医学系客員教授                  丹正 勝久 

９ 杏林大学医学部救急医学教室主任教授・東京都災害医療コーディネーター 山口 芳裕 

１０ 東京医科歯科大学救急医学分野教授・東京都災害医療コーディネーター  大友 康裕 

１１ 東京都立広尾病院長                         江川 直人 

１２ 独立行政法人国立病院機構災害医療センター院長            宗田  大 

１３ 陸上自衛隊第一師団司令部医務官                   竹林 晃一 

１４ 陸上自衛隊第一師団第四部衛生班長                  高梨 悦生 

１５ 警視庁警備部災害対策課長                      髙元 常司 

１６ 東京消防庁救急部長                         森住 敏光 

１７ 東京消防庁警防部参事兼警防課長                   石川 義彦 

１８ 日本赤十字社東京都支部事務局長                   中川原  米俊 

１９ 特別区保健衛生主管部長会・品川区健康推進部長兼保健所長       西田 みちよ 

２０ 東京都市福祉保健主管部長会・武蔵村山市健康福祉部長         中野 育三 

２１ 都・市保健所代表・西多摩保健所長                  渡部 裕之 

２２ 東京都総務局総合防災計画担当部長                  西川 泰永 

２３ 東京都病院経営本部経営企画部長                   矢田部 裕文 

２４ 東京都福祉保健局企画担当部長                    奈良部 瑞枝 

２５ 東京都福祉保健局医療政策部長                    西山 智之 

 

災害時医療救護活動ガイドライン改定部会 

（平成 29 年 6月現在） 

１ 東京都医師会副会長・東京都災害医療コーディネーター     部会長 猪口 正孝 

 ２ 東京医科大学八王子医療センター救命救急センター部長         新井 隆男 

３ 武蔵野赤十字病院救急部長・日本赤十字社災害医療コーディネーター   勝見  敦 

 ４ 日本赤十字社東京都支部事業部長                   高桑 大介 

 ５ 特別区保健衛生主管課長会・墨田区福祉保健部保健計画課長       岩瀬  均 

６ 市保健衛生担当課長会・羽村市福祉健康部健康課長           小林 章文 

７ 東京消防庁救急部副参事                       永野 義武 

 ８ 保健政策部地域保健推進担当課長（南多摩保健所・島しょ保健所兼務）  篠崎 育子 
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東京都災害医療協議会 委員名簿 
（令和 6 年 3月現在） 

１ 公立昭和病院 院長                          坂本 哲也 

２ 杏林大学医学部救急医学教室主任教授・東京都災害医療コーディネーター 山口 芳裕 

 ３ 国立病院機構災害医療センター 院長・東京都災害医療コーディネーター  大友 康裕 

 ４ 日本大学医学部附属板橋病院救命救急センター部長           木下 浩作 

 ５ 日本医科大学付属病院高度救命救急センター長             横堀 將司 

 ６ 国立研究開発法人国立成育医療研究センター病院 副院長         植松 悟子 

 ７ 東京都医師会顧問・東京都災害医療コーディネーター          猪口 正孝 

 ８ 東京都医師会理事                          新井  悟 

 ９ 東京都歯科医師会総務理事                      寺田 仁志 

１０ 東京都薬剤師会常務理事                       貞松 直喜 

１１ 東京都看護協会 会長                         柳橋 礼子 

１２ 日本赤十字社東京都支部事務局長                   矢部 信栄 

１３ 東京都立広尾病院 院長                        田尻 康人 

１４ 国立病院機構災害医療センター副院長                 伊藤  豊 

１５ 陸上自衛隊第一師団司令部医務官                   寺村 易予 

１６ 陸上自衛隊第一師団第四部衛生班長                  堤  正道 

１７ 警視庁警備部災害対策課長                      島田 謙二 

１８ 東京消防庁救急部長                         門倉  徹 

１９ 東京消防庁警防部参事兼警防課長事務取扱               山田  寿 

２０ 特別区保健衛生主管部長会・大田区保健所長              伊津野 孝 

２１ 東京都市福祉保健主管部長会・武蔵村山市健康福祉部長         小延 明子 

２２ 都・市保健所代表・多摩立川保健所長                 長嶺 路子 

２３ 東京都総務局総合防災部防災計画担当部長               八嶋 吉人 

２４ 地方独立行政法人東京都立病院機構理事                秋谷  香 

                    

災害時医療救護活動ガイドライン改定部会 

（令和 6 年 3月現在） 

１ 東京都医師会顧問・東京都災害医療コーディネーター      部会長 猪口 正孝 

 ２ 東京都医師会理事                          新井  悟 

３ 日本医科大学救急医学教授・地域災害医療コーディネーター       布施  明 

 ４ 公立昭和病院救急科担当部長・地域災害医療コーディネーター      小島 直樹 

 ５ 平成立石病院院長・葛飾区災害医療コーディネーター          大桃 丈知 

 ６ 日本赤十字社医療センター・日赤災害医療コーディネーター       諸江 雄太 

７ 東京消防庁救急部副参事（救急対策担当）               大滝 英一 

 ８ 特別区保健衛生主管課長会・墨田区福祉保健部保健計画課長       澤田 敦子 

９ 市保健衛生担当課長会・小金井市福祉保健部健康課長          伊藤  崇 

１０ 東京都島しょ保健所長                        田口  健 
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（索 引）

《 あ 》 

 亜急性期 3 8 128 

 医薬品集積センター 38 115 

 医薬品ストックセンター 40 

 医療機関 12 41 96 

 医療救護活動拠点 29 37 

 医療救護所 13 33 93 134 

 医療救護班→地区医療救護班・都医療救護班 

 医療対策拠点 27 76 

 医療搬送 47 118 

 応援医療チーム 16 25 

 応急対策本部 18 

 

《 か 》 

 基幹災害拠点病院 43 

 急性期 3 8 

 協力医療チーム 16 25 

 緊急医療救護所 13 34 93 

 区市町村医療救護活動拠点 29 37 

 区市町村災害医療コーディネーター 5 29 31 

 広域医療搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ） 47 120 

 広域災害救急医療情報システム(ＥＭＩＳ) 56 175 

 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ） 47 120 

 交通規制 127 

 

《 さ 》 

 災害医療コーディネーター 5 

 災害医療支援病院 12 46 110 

 災害拠点病院 12 43 102 

 災害拠点連携病院 12 45 107 

 災害情報システム（ＤＩＳ） 58 80 

 災害対策本部 18 

 災害薬事コーディネーター 40 114 

 災害薬事センター 40 114 

 山間部 84 

 歯科医療救護班→地区歯科医療救護班・都歯科医療救護班 

事業継続計画（ＢＣＰ） 42 

指定参集 72 

自動参集 70 

 即応対策本部 18 

 

《 た 》 

 他県ＤＭＡＴ 16 25 68 

地域医療搬送 47 73 

 地域災害医療コーディネーター 5 27 

 地域災害医療連携会議 83 

 地域災害拠点中核病院 43 

 地域災害拠点病院 43 

 地区医療救護班 14 32 91 133 

地区歯科医療救護班 14 32 92 133 

地区薬剤師班 14 32 92 133 

 中核病院→地域災害拠点中核病院 43 

 中長期 3 8 128 

 超急性期 3 8 

 (東京)都医療救護班 14 23 66 128 

(東京)都歯科医療救護班 14 23 66 128 

(東京)都薬剤師班 14 23 66 128 

 東京ＤＭＡＴ 14 21 64 

 東京都災害医療コーディネーター 5 19 20 61 

 東京都地域災害医療コーディネーター 5 27 75 

 島しょ地域 84 

 都内ＤＭＡＴ 16 25 68 

 

《 な 》 

 二次保健医療圏 4 

 二次保健医療圏医療対策拠点 27 76 

 日本ＤＭＡＴ 16 26 74 

 日本赤十字社救護班 16 26 74 

 

《 は 》 

 発災直後 3 8 

 被害想定 6 

 避難所医療救護所 13 34 93 134 

 フェーズ区分 3 8 

  

《 ま 》 

 慢性期 3 8 129 

 

《 や 》 

薬剤師班→地区薬剤師班・都薬剤師班 

 

《英字》 

 ＢＣＰ 42 

 ＤＩＳ 57 58 80 

 ＤＭＡＴ 16 68 

 ＤＭＡＴ活動拠点本部 28 83 

 ＥＭＩＳ 56 175 

 ＪＭＡＴ 16 25 26 74 

 ＳＣＵ 47 120 

  



 
 

＜白紙ページ＞ 

  



 
 

 
 


